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1 民事訴舩手続のIT化について

民事訴訟手続のIT化については，平成SO年3月30日に，内閣官房の

「裁判手続等のI"T化検討会」の検討結果が報告書として取りまとめられてい

ます。この報告書では, .訴訟記録の全面的な電子化を前提とした民事訴訟手続

の全面IT化を目指すこと:とされています｡具体的には, e提出（主張証拠の

オンライン提出等) ,e法廷（ｳｪブ会議等の導入,拡大等) , ・事件管理

（訴訟記録への随時オンラインアクセス等）の「3つのe」を目指して必要な

取組を進めていくものとされ, 「3つのe」の実現は，①現行法の下で実施す

ることのできるウェブ会議等を活用した争点整理の運用(フェーズ1） ，②法

改正によって直ちに実現することのできる運用<フエーズ2） ，③システムの

開発や導入などを経て初めて実現することができる訴訟記録の電子化等の運用

（フェーズ3）という3つの段階に分けて，順次新たな運用を開始していくこ

とが相当であるとされています。

この報告書の内容も踏まえて，裁判所では民事訴訟手続のIT化に向けた検

討を進めておりウフェーズ1に関しては,本年2月から知財高裁及び高裁所在

地の地裁本庁8庁の合計9庁で， 5月から地裁本庁5庁(横浜， さいたま，千

葉,京都，神戸）で,。ウェブ会議等のI fl､ツールを活用した争点整理の新たな

運用が開始されましだ｡運用が開始された本年2月には134件,本年3月に

は346件の事件でウェブ会議が利用され；順調に運用がスタートしています。

残る地裁本庁s了庁については,令和2年度中には新たな運用を開始すること

ができるように環境整備を進めており,それ以外の庁についても， これらの庁

における運用状況も踏まえながら順次運用を拡大することを考えています。

民事訴訟法等の改正を要するフェーズ2及びフェーズ3に関しては，平成3

0年7月に,公益社団法人商事法務研究会に:｢民事裁判手続等IT化研究会」

が設置され, 15回にわたって民事訴訟手続を全面的にIT化した場合におけ

る課題の整理や規律の在り方の検討等が行われ,昨年'2月に報告書が取りま

とめられました。本年2月には法務大臣から法制審議会に対して民事訴訟手

続のIT化に向けた民事訴訟制度の見直しに関する諮問がされ, 6月から，専

門部会において調査審議が行われています6
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また，民訴法132条の10第1項は， 「申立てその他の申述」につき，最

高裁判所規則で定めるところにより電子情報処理組織を用いてすることｶﾐでき

るものとし,インターネ外を介して準備書面等の書類を電子的に提出するこ

どを法律上許容しています｡そこで，現在はファクシミリや郵送により提出さ

れている準備書面等について現行法下でのIT化の取組として，民訴法132

条の10の枠組みを利用してインターネットを介して電子的に提出することを

許容するための検討を進めることとしています。電子提出の具体的な方法につ

いては， 当事者の利便性の向上など様々な観点を踏まえた検討が必要となりま

すが，令和3年度中の一部の庁での運用開始を目標として，システムの開発を

進めていくこととしています。

民事訴訟手続のIT化は外現在のプラクテイスに単にITツ〒ルを取り入れ

るというのではなく，民事訴訟手続の在り方を抜本的に見直す契機とすべきも

のと考えています｡そのためには,裁判所全体で幅広く意見交換等をしていく

ことが必要です｡…これまで,全国の下級裁判所に設置した検討体(PT)を中

心として，精力的に検討を進めていただいてきたところですが,今後も，各P

Tには引き続き着実に検討を進めていただきたいと考えています6本年ら月に

は,IT化後の書記官事務を見据えたシステムの在り方,立法課題等について，

各庁から幅広く意見を募る事務連絡を発出したところですので,…活発な議論等

が行われるよう， よろしくお取り計らいください。

地方裁判所の民事事件について

(1)民事通常訴訟事件を取り巻く最近の状況

地方裁判所の民事訴訟事件の新受件数は，平成22年以降減少傾向が続き，

平成25年以降おおむね横ばいに推移した後，平成30年以降も若干減

少傾向にあります｡また,既済事件の平均審理期間は,平成22年以降,長

期化傾向が続いており， .実質的に争いのある事件では,特に争点，証拠整理

手続の期間が長期化しています｡

どころで,近時は,社会情勢の変化,情報技術の進展,価値観の多様化等

を背景として，裁判所の判断が国民の社会経済活動に大きな影響を与える訴

訟が増え,裁判所の審理判断に対する国民の関心と期待は高まっています6
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それに伴い，裁判の質についても，判断自体の適正さや手続保障のみなら

ず,理由の通用性や合理的な期間内での解決を求める声が強くなってい

るところです。

(三）民事訴訟の審理運営の課題

民事訴訟の審理については，上記のとおり，平均審理期間（特に争点．証

拠整理期間）が長期化する傾向にあります。その原因と｡しては,事件の複雑

困難化や弁護士の急激な増加等による裁判の担い手の変化も挙げられて来ま

したが，弁護士や高裁から，争点・証拠整理や人証調べ;和解等の実情に関

して厳しい指摘もあることに照らすと裁判所も,､民事訴訟法が志向する争、

点中心型の審理を実現する上で果たすべき役割を十分に果たすことができて

いない面がある可能性も否定できません。

こうじた審理判断の課題を踏まえ,裁判の質の更なる向上を図るためには，

部の内外でのコミュニケーションや議論を通じて､,争点中心型の審理の基本
． k

的な在り方及びその前提となる争点・証拠整理の目的，手法とは何かについ

て改めて裁判官の間で共通認識を醸成し,－人一人の裁判官がj ,担当する事

件の処理の枠を超え，審理運営の在り方を含む様々な課題を共有し，改善策

を模索することが必要かつ有効と考えられます｡

これまでの協議会等における議論を踏まえると,争点中心型の審理を実現

し,紛争の実相を捉えた適切な事案の解決を図るためには,事案の終局判断

を見据えつつ争点･証拠整理の過程において裁判所と当事者との双方向的な

コミュニケーションをより活性化させることにより，早期に証拠（書証）に

も照らしながら争点を絞り込み, ､法的判断の枠組み等についての認識を共有

し，必要十分な人証について集中的な証拠調べを行うとともに，適正な紛争

解決のために積極的に和解勧試を行うこと等が求められているといえます。

もっとも, 口頭議論をどの段階でどのような形で行うのか，釈明権の行使や

証拠に基づく争点の絞り込みをどのような方法でどの程度行うのかといった

具体的な審理の在り方については,裁判官の間でかなりのばらつきがあると
．、 ・

の指摘もあるところです｡民事訴訟の審理運営の改善を図るためには,改め

て争点j証拠整理の目的にまで立ち帰った上で, :それを意識しながら各裁判

I
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官の訴訟観に即して審理運営がされていくものであることについて，裁判官

の間で理解や認識の共有を図る必要があると考えられます。

ま･た，合議の充実・活用等により部の機能の活性化を図り，部や庁を越え

た裁判官同士の意見交換を充実させ，裁判官の間で民事訴訟の審理運営につ

いて議論を深める取組も行われてきたところです。この点についてはj司法
｡ ．｡：

研究｢地方裁判所における民事訴訟の合議の在り方に関する研究」に詳しい

ので，御参照ください。

(3) I.T化を契機とした民事訴訟の在り方の抜本的な見直し

民事訴訟手続のIT化を契機に，民事訴訟の在り方全体の抜本的な見直し

を図る必要があると考えられることは前記のとおりです。 IT化を見据えた

充実した審理運営の実現に向けた議論においては,上記(2)の取組を踏まえつ

つ．現行法規の活用や訴訟指揮を通じた実務上の工夫について，改めてこれ

を検討し；課題やそれを克服するための方法等について議論し，有用と思わ

れるものを着実に実践していくことが望まれます。

以上のような取組への主体的,積極的な関与を促すためには，所長が，部

総括を中心とした各裁判官に対し,:上からの押し付けにならないような形で，

裁判の質の更なる向上が必要であることや, ･IT化の機会をとらえて上記の

ような取組を行うことが有効であり民事裁判官の守りがいにもつながること

についての理解を得られるよう，各部の実情を踏まえつつ,地道に働き掛け

を行うとともに,庁としての継続的な検討態勢の構築を支援するなどして取

組を後押しすることが重要であると考えられます。

簡易裁判所の民事事件について

(1)民事訴訟

簡易裁判所の民事訴訟の新受件数は，平成27年以降，微増が続いている

状態にあります。また，国民の意識の変化等を背景に本人訴訟の審理運営が

困難化していることに加え，交通損害賠償訴訟などの弁護士関与事件も増加

しているため，簡易裁判所の民事訴訟における審理運営は困難さを増してお

り,審理期間の長期化等も指摘されています｡少額の紛争を簡易･迅速に解

決するという簡易裁判所本来の役割を十分に果たすためには，簡易裁判所が，

3
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民事訴訟法上の簡易裁判所の訴訟手続に関する特則の趣旨を生かした適切な

審理を実現していく必要があることは当然として，地方裁判所の審理及び判

決に慣れた弁護士に対して毛, ･簡易裁判所の在るべき審理運営を理解して

もらうよう，各地で弁護士会への働き掛けを実施することが重要であると

考えられます。

特に,新受の増加傾向及び審理期間の長期化が顕著な交通損害賠償訴訟

については,司法研究報告書「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件

の審理･判決に関する研究」において示された審理。判決モデルを実務に．

定着させるため，各庁において具体的な取組を継続的に進める必要があり

．ます。

(2)民事調停

簡易裁判所の民事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向が続いていると

ころ，民事調停が,紛争解決手段として適切に選択され,期待される役割を

果たしていくためには,利用者の二隻ズに応え,その満足を得られるよう，

調停運営の更なる改善を図っていく必要があります。各庁におし､ては，近年，

公正かつ合理的な解決を求める利用者のニーズに応えるため，民事調停の機

能強化の取組が進められているところですが， ・民事調停は，公正かつ合理的

な解決を図り得るだけでなく､手続の簡易迅速性ウ非公開性,費用の低廉性，

傾聴と社会常識とに基づく条理にかなった解決の可能性といった様々な利点

を有しており，これらに対する利用者のニーズも大きいと考えられることか

ら，機能強化の取組においても，調停主任と調停委員が充実した評議を実施

し，利用者のニーズや事案についての認識共有を図りつつゞ多角的な観点か

らの検討を行し《，単に法的観点を踏まえるだけでなくj これらの幅広いニー

ズにも十分配慮した調停運営を行っていくことが重要です。

また，調停運営を支えるに足りる調停委員を安定的に確保していくため，

その任命や育成の在り方についての積極的な取組が必要です｡さらに,民事

調停が紛争解決手段として適切に選択されるようにするためにはl調停協会

とも連携しつつ，潜在的な利用者の動向等を踏まえ,紛争に巻き込まれた人

々が相談を持ち込む窓口の担当者等に，民事調停の制度やその特長．､利点を
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十分に理解してもらうなど，効果的な広報を展開することが求められていま

す。

(3)地方裁判所と簡易裁判所の連携と役割分担

上記のとおり;現在簡易裁判所においては，事件の困難化等に対応して，

いかに紛争解決機能の向上を図っていくかが課題となっていますが， これに

対応するためにはう簡易裁判所による取組だけでは十分ではなく；簡易裁判

所と地方裁判所がその役割分担を踏まえつつ，密接な連携を図ることによっ

てこそ，大きな成果を得られるものと考えられます｡地方裁判所においては

簡易裁判所への関心が乏しくなりがちですが，地方裁判所の裁判官への十分

な意識付けを行いつつ，地方裁判所と簡易裁判所との間で，具体的な課題の

解決に向けて継続的に意見交換を行うなどし，地簡裁連携の取組をより実効

性あるものとしていく必要があります。

4倒産事件について

（1）倒産事件の事件増に備えた事務処理の合理化等

破産事件の新受件数は,平成28年以降，自然人を債務者とする破産事件

を中心に増加傾向が続いています。平均処理期間については，近年はほぼ横

ばいとなっておりj順調な事件処理がうかがわれます。

また,再生事件の新受件数は，通常再生事件については平成20年以降，

減少傾向にありましたが，令和元年には歯止めがかがりました。個人再生事

件は平成27年以降，増加傾向にあり，特に平成3d年までは毎年1o%を

超える割合で増加していましたb開始決定までの平均処理期間については，

個人再生事件がその事件増に伴って若干長期化しているものの,全体として

はほぼ横ばいとなっており，おおむね順調な事件処理がうかがわれます。

このように破産事件や再生事件の処理状況は,全般的に比較的良好な状

況にあるといえますが，特に， 自然人を債務者とする破産事件や個人再生事

件についてば今後も,新受件数の増加傾向が続く可能性があり，また今般

の新型コロナウイルス感染症の影響についても予断を許しません。

したがって，事件動向を適時・適切に把握するとどもに，－層の事件増に

備えて，各倒産事件における各種の事務の最適化に向けた見直しを図る必要
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があるものと考えられます。

（2）管財人等の育成

上記のとおり,破産事件の新受件数は増加傾向にあり；また；破産管財人

の選任率は高い水準を維持しています。今後の事件増の見込みや若手弁護士

の増加を踏まえると，若手の破産管財人の育成と管財人候補者の世代交代を

進める必要があることはもとより,複雑・困難事件に対応できる管財人候補

者を育成していくことも喫緊の課題であると考えられます。

加えて,"通常再生事件に関与した経験のある弁護士が少なくなっており，

裁判所どしても，監督委員等機関候補者の確保.育成を進めるとともに,円

滑に事件処理できるようにノウハウの継承や運用改善を進めていくことも必

要になります。

なお，破産管財人等の選任に客観性と公平性が求められることはいうまで

もなく，万が一にも裁判所の選任が不当に偏っているとの誤解を受けぬよう，

選任の適正には常に留意することが求められます。

s民事執行事件について

（1）不動産執行事件

不動産執行事件の新受件数は,平成22年度以降減少していますb平均審

理期間は全国平均で8． 6か月と短縮されており，売却率も全国で約SO/<

ーセントと高い水準を維持しています6

このようにj不動産執行事件の処理はおおむね順調に行われているところ

ですが,金融機関からは，不動産競売は価額や処理期間の面で利用しにくい

という意見もあり， このような利用者の意見を踏まえつつ， より迅速で質の

高い運用を不断に追求していくことが求められています。こうした観点から，

価額の面では,:平成2･g年度の協議会において，競売市場修正率の見直しに

ついて議論され,各庁の取組や効果についての紹介がされました。また，処

理期間の面では，民事執行法改正により暴力団排除の制度が設けられ，その

ままでは処理期間の長期化が避けられないことから，平成30年度の協議会

及び令和元年度の事務打合せにおいて，そのことも踏まえて処理期間を短縮

するための取組等の協議が行われました。処理期間の短縮化については，個

ノ
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々の手続の短縮化という観点にとどまらず，手続全体の最適化という観点か

ら検討することが必要であると考えられます。

(2)執行官をめぐる状況

ア指導監督の充実

執行官は，独立かつ単独制の司法機関であり，職務のほとんどが庁舎外

で行われるこどから,不適切な事務処理に陥りやすい面があり，近時もそ

うした不適切処理がなお散見されます.適正な事務処理の確保は,第一次

的には各執行官及び総括執行官の責任ですが,監督官等にも監督責任があ

ることはいうまでもなく,過去の過誤事例を見ると，監督官等が十分な関

心を払っていれば防止できた例が少なくありません。

加えて,近時，執行事件の減少に伴って執行官数は大幅に減少しており，

1人配置や無配置の支部も増加して，執行官室内部の相互研鎖や相互監視

も利きにくい状況になっています。 さらには，外部採用者が増加しており，

公務員倫理や裁判事務の習熟度合いにも差が生じています｡このような状，

況を踏まえ, 日常の指導監督の充実強化（例えば,総括執行官等による記

録査閲や監督官等と総括執行官との定期的なミーティングの実施など） ，

特に年2回の事務査察での適切な重点査察事項の選定,過誤や不正が生じ

やすい部分の重点的な点検及び増加する外部採用者の育成や日常の指導に

ついても,監督官等の積極的な関与が求められています6

イ引渡実施及び解放実施

， 執行官による国内の子の引渡し（引渡実施）及び国際的な子の返還（解

放実施）については，国内外での関心が非常に高い一方,執行不能で終局

する事例が多いことから,その実効性を高めることが強く求められていま

す。このような中で,民事執行法等の一部力激正され,《国内の子の引渡し

の強制執行に関する規律の明確化と国際的な子の返還の強制執行に関する

規律の見直しが行われたことからすると，執行官が子の心身への影響に配

盧しつつ， 円滑かつ確実に引渡実施及び解放実施を行うことができるよう

にするための態勢を整えることがより一層重要となります。すなわち， -執

行官が，債権者,家庭裁判所外務省，監督官等と綿密な打合せをして事
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前準備を行うとともに，児童心理の専門家の適切な関与を得られるように

する仕組み作りやj執行官のスキルアップのための研修等の充実が必要と

なっていますb

6地方裁判所の行政事件について

地方裁判所における行政訴訟事件の新受件数は，平成18年以降y2000

件を超える水準で推移してきましたが，平成30年以降はこれを下回る水準に

とどまっています｡もっとも，国民の権利意識の高まりや法曹人口の増大,行

政活動の複雑多様化等を背景に,新受件数は今後も高い水準で推移していくこ

とが見込まれます。また,近年は，事件の内容が一層複雑困難化していること

や，いわゆる多庁係属型訴訟(事実上又は法律上の争点が同一であり，複数の

裁判所に提起されている訴訟など）が増加していることも指摘できます｡これ

らを背景として，審理期間が2年を超える長期未済事件数は高い水準で推移し

ています。

行政訴訟事件は，訴訟法上，複雑な訴訟類型が存在するだけでなく,事実関

係の存否よりも詳細な法令や行政基準からなる行政実体法規の解釈が争点とな

ることが多いという特徴があるところ，裁判所が争点を的確に把握して当事者

の主張を適切に整理した上で,通用力の高い妥当な判断をするためには，行政

活動やその背景となる社会経済活動の実像を把握しつつ，関係法令の構造を踏

まえた法解釈を行うことが肝要です。このような観点から，裁判所はj 当事者

に適切に主張立証を促すとともに”自らも関連する判例．学説を調査する,など

して合議の充実を図り，判断の質を一層高めていくことが求められます。また

，近時は，審理運営上の課題や工夫等について，部や庁を超えて裁判官同士の

意見交換を充実させる取組も進められています｡

了地方裁判所の国家賠償事件について

地方裁判所を第一審とする国家賠償事件の新受件数は，平成27年以降増加

基調にあります。多庁係属型訴訟が増加しているほか，事件類型別に見るとウ

その4割前後をB型肝炎訴訟が占めています。B型肝炎訴訟は，新受件数が減

少したにもかかわらず未済件数が増加しているところ，その原因はji件当た

りの原告数が複数に上るものが多いことを背景にして，審理期間が2年を超え
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1

る長期未済件数が顕著な増加を示していることにあります。個々の事件につい

て審理が長期化している原因を適切に把握しつつ，適正迅速な解決に向けた審

理を行っていく必要があり，そのためには事務処理上の工夫の集積や共有を図

ることが有益であると考えられます。

B労働関係事件について

（1）労働関係事件をめぐる動向と審理運営上の課題

労働関係分野においては，近時の社会経済情勢の変化，非正規雇用労働者

の増加を中心とした雇用形態の多様化，労働者の権利意識の高まりや価値観

の多様化等の様々な要因を背景として，裁判所に申し立てられる事件数は高

水準で推移しており，その内容も複雑困難化しています。また，新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大を背景とした解雇や雇止めに関する事案が多く報

道されており，今後， こうした事件が裁判所に多数係属することも考えられ，

その動向を注視することが必要です。
． 9

地方裁判所における労働関係民事訴訟事件は，平成20年以降，未済件数

が年々増加し,平均審理期間も長期化しています｡労働審判事件は，制度開

始以来，概ね順調に運用され,燃局事件全体の約7割で調停が成立し； これ

に労働審判が確定したものを合わせると8割弱が最終的な解決に至っている

÷方で，制度開始当初に比べて幅広い事案が申し立てられるようになってい

るなどの事情がうかがわれ，平均審理期間も徐々に長期化しています。

こうした課題に適切に対応するため,､各庁において,審理運営上の工夫等

を共有するなど，その実情に応じて労働関係事件を適正迅速に処理するため

の一層の取組を進める必要があると考えられます。

(2)労働審判員に対する研修の実施

労働審判手続の担い手である労働審判員については，その資質､能力の向

上を図るために適切な研修が実施される必要があります。このような観点か

ら，各庁において，毎年,新たに任命された労働審判員を対象とする「労働

審判員研修会」及び全労働審判員を対象とする「労働審判員研究会｣が開催

されています。これらの実施内容等について,各庁の実情や労働審判員の要

望等を踏まえた工夫がされているところであり，今後もこれらの充実化を図
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っていくことが重要であると考えられます。

（3）労働審判事件取扱支部の拡大

労働審判事件は，全国の地裁本庁のほか,平成22年4月からは東京地裁

立川支部及び福岡地裁小倉支部において，平成29年4月からは静岡地裁浜

松支部；長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部において取扱いが開始され，

順調に運用されています｡今後も，労働審判事件を支部で取り扱うかどうか

については,予想される労働審判事件数や本庁に移動ずろための所要時間等

の禾1便性を基本としつつ，事務処理態勢, ,労働審判事件の運用状況及び労働

審判員の安定的な確保等を含めた地域的事情を総合的に勘案して判断される

ことになります。

（4）適切な解決機関及び解決手続の選択の促進

労働関係事件の適正迅速な解決のためには, 当事者による適切な紛争解決

機関及び解決手続の選択を促す必要があります。そのためには裁判所におけ

る各手続の特徴を受付窓口で教示する方法を地裁'･簡裁間で協議したり，弁

護士会や労働局との協議会等において各手続の特徴等について共通認識を持

つ機会を設けたりすることが有益であると考えられます6

(5) ウェブ会議等の方法による労働審判手続

労働審判手続については,テレビ会議の活用を図るために周知の取組が各

、庁で行われてきたところですが,本年6月からは,ウエブ会議の方法により

労働審判手続の審理を行うことも可能となりました。 ウェブ会議等の利用に

当たっては当事者の意向を十分に聴取していただく必要はありますが， 当事

者の利便性の向上等に資するものであることに加え， 「3密」を回避しつつ

労働審判を実施する一つの有効な手段となり得るものと考えられます。

g知的財産権関係民事事件について

（1）知的財産権関係民事事件をめぐる動向と審理運営上の課題

地方裁判所における知的財産権関係民事通常訴訟事件の新受件数は，概ね

500件程度で推移していますが，知財高裁における審決取消訴訟事件の新

受件数は,平成25年以降減少傾向にあります。

政府の知的財産戦略本部（本部長・内閣総理大臣）による知的財産推進計
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画2020においては，特許法等改正に伴う査証制度及び損害賠償額算定方

法の適切な運用の見守り並びに海外へ向けた知財関係裁判例や知財調停制度

など知財紛争処理に関する情報発信の充実が期待されています｡

(2) 国際交流。情報発信 ：

経済活動のグローバル化に伴う知財紛争の国際化に対応するため，裁判官

の国際会議への出席や海外からの訪問者の受け入れを行っています。 こうし

た国際化の要請への取組の一環として，平成29年度から，裁判所が主体と

なり,法務省》特許庁などとも共催し，国際知財司法シンポジウムを開催し

ております。

また，知財高裁ウェブサイトを中心として知財訴訟の判決（判決全文又は

要旨の英訳を含む。）等を公表するなど,各種情報の発信を行っています。

(3) ビジネス・コード

令和4年頃には,東京高地裁中目黒分室(仮称)に,知財高裁や東京地裁

の知財部等， ビジネス関係の訴訟や倒産事件を専門的に扱う部門を集約して

移転する計画であり，準備を進めています。

0
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民事関係の法改正等について

(1)民事執行法等改正の動向

「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に

関する法律の一部を改正する法律｣が昨年5月17日に公布されました。

その主な改正項目は,①債務者財産の開示制度の実効性の向上，②不動産

競売における暴力団員の買受け防止の方策，③国内の子の引渡しの強制執行

に関する規律の明確化及び国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直

し，④債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し，⑤差押禁止債権をめぐる

規律の見直しです。

また， これを受けて，民事執行規則等の一部を改正する規則が昨年］ 1月

27日に公布されました6

この法律及び規則は， ．いずれも本年4月1日から施行されています（ただ

し，債務者の不動産に係る情報取得手続の規定は，公布の日から起算して2

年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は適用されません。 ） 。

(2)所有者不明土地問題について

所有者不明土地に関わる問題については，平成30年6月に「所有者不明

土地等対策の推進に関する基本方針」が公表され，土地所有に関する基本制

度や民事基本法制の見直し等の重要課題について令和2年までに必要な制度

改正を実現すると!いう方針等が示されました。

これらを踏まえ， 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」

が平成30年11月15日から施行されています｡この法律により，民法の

特例として，国又は地方自治体の長が不在者財産管理人及び相続財産管理人

の選任の申立てをすることができるものとされました。

また， ｢表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が

昨年5月24日に公布されました。この法律により，不動産登記簿の表題部

所有者欄の氏名等が正常に登記されていない土地について，登記官が職権で

調査を行って所有者を特定し,表題部所有者を改めるという制度，調査を行

っても所有者を特定することができない場合に裁判所が当該土地の管理者を

選任するという制度が設けられました。この法律のうち，登記官による所有

1
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者の探索等に関する規定は，昨年11月22日から施行されました。裁判所

によ･る管理者の選任等に関する規定は，本年11月1日から施行されますが，

この法律による事件の手続について，会社非訟事件等手続規則が改正され，

新たに44条の2が追加されました。同改正規則は本年4月22日に公布さ

れ，同年11月’日から施行されます。

さらに，昨年2月14日，法制審議会総会において，民法及び不動産登記

法の改正につき諮問がされ(諮問第107号) ,同年3月から法制審議会民

法・不動産登記法部会において，①相続登記の申請の義務化,②土地所有権

の放棄③遺産分割の期間制限，④共有制度の見直し,⑤財産管理制度の見

直し，⑥相隣関係規定の見直し等について，調査・審議が行われており，本

年1月から3月にかけてシ中間試案に対してパブリックコメントが実施され

ました｡現在,本年中の法案提出を目指して，調査･審議が行われでいます。

(3)会社法改正の動向

「会社法の一部を改正する法律｣が昨年12月11日に公布されました。

その主な改正項目は,株主総会に関する規律の見直し，取締役等に関する

規律の見直し，社債の管理等に関する規律の見直し等です。

この法律は，一部の規定を除き，公布の日から起算して1年6月を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行されます。

(4)公益信託法改正の動向

法制審議会信託法部会における調査・審議を経て,昨年2月14日の法制

審議会総会において要綱が決定され,，法務大臣に答申されました。

その主な改正項目は，信託事務‘信託財産の範囲の拡大，受託者の範囲の
･ 0 〃 ．

拡大，主務官庁制の廃止であり，民事非訟事件として，受託者及び信託管理

人の選任･解任，信託の変更命令等の信託法上の手続と同様の手続が設けら

れる見込みです。

(5)消費者契約法改正の動向

消費者契約法に関しては，平成SO年改正における衆議院及び参議院の附

帯決議を受けて,更なる改正の検討が行われており，令和元年9月に消費者

契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会において報告書が取りまとめら

h
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れ， 同年12月からは消費者契約に関する検討会において調査・審議が行わ

れています。同検討会においては,ゴいわゆる「つけ込み型j勧誘に関する取

消権，オンライン取引における消費者保護に関する規律等の実体法上の規律

のほか， 「平均的な損害の額」 （消費者契約法9条1号）に関する消費者の

立証負担を軽減するための規律が検討事項とされています。

(6)仲裁法制の見直しに関する動向

仲裁法制の見直しに関しては，公益社団法人商事法務研究会に設置された

仲裁法制の見直しを中心とした研究会において，仲裁法の改正に関する検討

等が行われています。同研究会においては,国際連合国際商取引法委員会

(UNCITRAL)が策定した国際商事仲裁モデル法の平成18年改正

（暫定保全措置に関する規律の改正等）への対応を念頭に置いた仲裁法制の

見直しを中心としつつ,関連する諸制度の見直しを含めて，国際仲裁等の活

性化等の観点から，論点の整理が行われています｡

(7)…その他

上記のほか， タンカー油に係る損害賠償責任の制限に加えて，燃料油や難

破物除去損害についても責任制限手続を設けることを内容とする船舶油濁等

損害賠償保障法の改正がなされ，昨年5月3．1日に公布されたことに伴って，

船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則の改正がなされ，昨年11月27

日に公布されました6

また，民法（債権法）の改正法が本年4月1日から，一部の規定を除いて

施行されているほか，民法（成年年齢め引下げ）の改正法の施行も令和4年

4月1日に予定されています。

z行政法関係の法改正について

地方公共団体の長等の地方公共団体に対する損害賠償責任について，賠償責
I 、

任額を限定してそれ以上の額を免責する旨を条例において定めることを可能に

することなどを内容とする「地方自治法等の一部を改正する法律」は，本年型

月,日までに全ての規定が施行されています。

s国家賠償事件に関する法改正等について

申
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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等について定めた「ハンセン病

元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律｣及び名誉の回復§福祉の増

進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えること等を内

容とするTハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律j

が，いずれも昨年11月1ち日に成立し,同月2乞日に公布･施行されました。

4労働法関係の法改正等について

（1）働き方改革実行計画を踏まえた法整備について

平成30年7月6日に公布された｢働き方改革を推進するための関係法律

の整備に関する法律」は段階的に施行されているところ，本年4月1日から,←

①正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の是正に係る改

正規定（中小企業への適用は令和3年4月1日）等が施行されているほかj

②時間外労働の上限規制に係る改正規定が中小企業にも適用されています。

（2）パワ当ハラスメント防止対策等について

パワーノ､ラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務（相談体

制の整備等）を新設するこど等を内容とする［女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律等の一部を改正する法律jが昨年6月5日に公布されウ

ー部の規定を除き，本年6月1日から施行されました。

（3）賃金債権等に係る消滅時効の見直しについて

‘賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに， 当分の間の経過措置を

講ずること等を内容とする「労働基準法の一部を改正する法律」が本年3月

31日に公布され, 4月1日に施行されました。

（4）解雇無効時の金銭救済制度について

平成30年6月から,厚生労働省において「解雇無効時の金銭救済制度に

係る法技術的論点に関する検討会」が開催されています。

5知的財産権関係の法改正について

(1)特許法改正の動向

ア特許法の改正
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特許権の侵害の可能性溺高い場合に，裁判所が選定ずる中立な技術専門

家が被疑侵害者の工場等に立ち入り，特許権の侵害立証に必要な調査を行

い，裁判所に報告書を提出まる査証制度の創設や損害賠償額算定方法の見

直し等を内容とする「特許法等の当部を改正する法律」が，昨年5月17

日に公布され,一部の規定を除き本年4月’日から施行されました｡査

証制度に係る規定は,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行するとされています。また，特許法による

査証の手続等に関する規則が，本年4月22日に公布されました。こ､の規

則は，上記の査証制度に係る規定の施行の日から施行されます。

イ民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議等

昨年4月に内閣総理大臣補佐官を議長として「民事司法制度改革推進に

関する関係府省庁連絡会議」が設置され,法務省,,知的財産戦略推進事務

局，特許庁などの関係府省庁が構成員として,最高裁判所と日弁運はオブ

． ザーバーとして， これに参加しました｡本年3月10日に開催された連絡

会議では報告書が取りまとめられ,知財司法分野における紛争解決機能を

なお一層強化するための検討事項として，①二段階訴訟制度の導入；②損

害賠償制度の見直しとして懲罰的賠償や利益吐き出し請求権,③アミｶス

ブリーフの導入，④アトニーズ・アイズ･オンリーの導入，⑤訴訟費用の

敗訴者負担制度の導入，⑥知財調停の活用・充実，⑦知財高裁の大合議制

度の拡大が示されました｡

上記検討事項のうち,①から⑤については，現在，産業構造審議会知的

財産分科会特許制度小委員会において，議論が行われています。

(2)著作権法改正の動向

著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護を目的とした

「著作権法及びプ,ログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を

改正する法律｣が本年6月5日に成立しました。

主な改正項目は，①リーチサイト （侵害コンテンツヘのリンク情報等を集

約したウェブサイト）対策,②侵害コンテンツのダ｡ウンロ当ド違法化,③写

り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大です。

19
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令和B年1月1日から施行されますが，①及び③等この法律は，令和B年1月1日から施行されま
●

定については，本年10月1日から施行されます。

一部の規げ

■

I

ザ
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令和2年度所長実務協議会（夏季）

事前配布資料

刑事裁判の現状と腺題
『

1裁判員裁判の現状と課題について

(1)昨年5月の裁判員制度施行10周年を機に,最高裁判所事務総局から，そ
の成果と課題を総括した職判員制度10年の総括報告書jカミ公表されまし
た。

これまでのところ裁判員制度は,国民の理解ど協力の下’概ね順調に運
・営されてきたと評価されていますが,裁判所としてりま，いまだ発展途上であ
るとの認識を持ち，絶えず連用改善に向けて取り組む必要があります｡；
(2)職判員制度によづ七,刑事裁判のプﾗ才ﾃｲｽは大きく変容し,繧心司法
や公判中心主義など刑事訴訟法の本旨に立ち返った裁判が追求されるよう
になりました｡また.行為責任を基本とする量刑判断の枠組みが明確にされ，
難解な法律概念についてその本質に立毛返った説明が試みられるなど,裁判
員が実質的に意見を述べられる環境が整えられつつあります｡ :これらの変化
は’裁判員裁判に対応するための法曹三者による運用改善のための取組等の
進展に柔るところが大きいといえま式｡

もっとも， これまで以上に裁判員と裁判官が実質的に協働し，裁判員の視
点･感覚を的確に判断内容に反映さぜるとの観点から,裁判官の間では,従
来の判断枠組みを前提としつつ，その当てはめについて裁判員の価値判断の
範囲をよD広く認めることや，従前の判断枠組みにとらわれずj事案に合っ
た形で再構築することなどが議論されています｡また,公判前整理手続の長
期化も従前からの課題の一つであり,昨年再び長期化したこどから,法曹三
者の間で’手続の基本的な在り方について共通認識を持つことなどにより改

、
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善を図る必要がありまず。これらの課題に取り組むためには，法曹三者によ

る意見交換や協議について， より実質的，実践的なものとして充実させてい

くことが期待されます。

(3)裁判員にどって重い精神的負担となるおそれが類型的に大きい刺激証拠の

取扱いについては,‘裁判員の負担への配慮という面のみならず，要証事実は

何であり，その要証事実は事案の核心とどのように関係するのか，他の証拠

で代替できないかを具体的に検討し,必要性が認められる範囲に限って採用

するという意識が高まりましたざまた，裁判員の安全確保については,考え

られる方策等を取りまとめて周知し,各地裁においても，安全確保に関する

方策を検討して実施しているところです。もっともj十分な方策をもってし

てもなお予測できない事態が生じることは避けられませんが，そのような

ときにも適切に対応できるよう，裁判部と事務局との連携を常日頃から意識

しておく必要があります。

(4)裁判員制度施行以降，裁判員候補者の辞退率の上昇傾向，出席率の低下傾

向が続いていました。このうち，出席率については；各地裁において裁判員

等選任手続における運用上の工夫が実施され1平成SO年以降，改善傾向が

続いています6また,辞退率については,昨年は改善の兆しが見られたほか，

これまで裁判員の選任に具体的な支障が生じた例はないことも踏まえると，

制度の安定的な運用に差し迫った影響を及ぼすには至っていないといえま

す。

(5)裁判員制度の円滑な運営を支えてきた最も基本的な要素の一つが，裁判員

制度に対する国民の理解と協力であり，今後も国民の幅広い参加を得るため

の努力を惜しんではなりません6協力いただける裁判員経験者による出張講

義等の広報活動を積極的に行い，裁判員経験者の声を広く届けるなどの地道

な努力を続けるとともに，広報活動等を通じ様々なレベルで地域社会との接

点を持ち，その実情等を踏まえながら得られた知見を制度運営全般に活かし

）
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ていくことが求められます。

（6） なお,裁判員裁判の取組や理念はj刑事訴訟津の本旨に立ち返ろうとする

ものであり，対象事件の第一審の審理のみならず，刑事裁判全体に推し及ぽ・

されるべきものです。控訴審の在り方については,事後審の徹底という本来

の趣旨を踏まえつつ，高裁・地裁の裁判官との間で議論・検討が重ねられて

います｡･また，非対象事件の審理の在り方についても，裁判員裁判のプラク

ティスを形式的に導入するのではなく，そのプラクティスの目的を踏まえた

上で,具体的な事案においてそれを活用する必要性も相当性があるかどうか

・ を十分に吟味する必要があります。

2その他の刑事裁判に関する課題について ・

刑事裁判で問題となる事項の中にはj以下のとおり,社会的な影響の大きな

ものが多いことから,:社会の動きに常に関心を持つとともに,裁判官同士でよ

く議論し,その内容に応じて事務局とも連携して対応することが求められます。

(1) 適正な通訳の確保のための取組について

ア近年,いわゆる要通訳事件の数は高い水準で推移しています。また，出

入国管理及び難民認定法の改正により新たな在留資格が創設されたことな

どから,在留外国人の増加が見込まれています。このような中で,司法に

おける通訳の担い手の数や質に対するニーズと社会の関心は高まっており，

裁判所としても,このような情勢に対応し,適正な通訳を担保するために，

①通訳人の数の確保；②通訳の質の確保の双方の観点からの取組を続ける

必要があります｡

イ通訳人の数の確保について 、

通訳人候補者名簿データベースの登録者数を充実させるための取組が重

要であるところ,昨年から,複数の庁においてウ裁判官が通訳人候補者の

供給源となることが期待される大学に出張して法廷通訳に関する説明会を

実施する取組が行われています｡今後も，各庁においてこのような広報活

I
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動を通じて,積極的に通訳人候補者を確保していくことが強く望まれます。

ウ通訳の質の確保について

従前から，各庁において，通訳経験の多寡等に応じた研修を実施するな

どして，通訳人の能力向上に努めているところです。

また，通訳人候補者名簿データベースへの登録希望者の面接について，

本年6月から，希望者の通訳能力をより適切に審査するために，経験豊富

な通訳人候補者に同席してもらい,希望者の通訳能力について意見を述べ

てもらうという運用が全国で実施されることとなりました｡

通訳の質を確保するためには，通訳人の能力に加えて，裁判所及び訴訟

関係人の間でも，要通訳事件における配慮の必要性や在り方について認識

を共有することが不可欠です。裁判所及び訴訟関係人が配慮すべき事項等

について，司法研修所の研究会でも議論がされたところであり，勉強会等

を開催して法曹三者と通訳人経験者とで意見交換するといった取組も各地

で行われています｡

(2)令状処理に関する動向について

勾留請求や保釈請求に対する判断については，社会的な関心が高いところ

です。これまでも,司法研修所における研究会や各庁における議論の場にお

いて令状審査の在り方を取り上げ,裁判官同士が議論を重ねてきたところで

すが，昨年来保釈中の被告人の逃走事案が相次いで発生したことを受け，本

年1月から2月にかけて行われた刑事事件担当裁判官協議会において，逃亡

防止の判断についてよりきめ細かな検討を行う必要があるとして，具体的に

は;保釈保証金を含む逃亡防止を担保するための保釈条件の在り方や｝当事

者双方と十分な意見交換を行うことにより，保釈条件を設定するために必要

な情報を適切に把握することなどの審査手続の在り方等について議論がなさ

れ； ．さらに，各庁でその結果を還元した上で，具体的事例を踏まえて，逃亡

防止に関する議論と実践を繰り返していく必要があるとされました｡今後も，

、
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令状事件や準抗告事件を担当する民事事件担当裁判官,簡裁の裁判官も含め，

このような議論を継続酌に幅広く行うなどしながら， 引き続き適正な事件処

理に取り組んでいく必要があります。

なお，本年2月に開催された法制審議会総会において，保釈中の被告人や

刑が確定した者の逃亡を防止し;公判期日への出頭や刑の執行を確保するた

めの刑事法を整備するための諮問がされ，本年6月から，刑事法（逃走防止

関係)"部会において調査・審議が行われています。

(3) .性犯罪及び被害者に係る取組について

平成29年7月13日からj 「刑法の宇部を改正する法律」 （平成29年法

律第72号)が施行されているところ，同法律の国会審議の過程で;衆議院

及び参議院の各法務委員会において，①裁判官に対して，性犯罪に直面した

被害者の心理等について心理学的･精神医学的知見等を踏まえた研修を行う

こと,②性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の過程において二次被害の防

止に努めること等を内容とした附帯決議がなされていますd従前から，司法

研修所において，性犯罪を含む被害者に関する研修が行われていましたが，

同附帯決議以降，毎年》刑事実務研究会で性犯罪被害をテーマとして取り上

げています（なお，平成BO年3月には，それまでの司法研修所の研究会に

おける専門家の講演録等を取りまとめた「性犯罪被害者の心理等に関する参

考資料（刑事裁判資料第291号)」を各庁に配布しています｡)。また，本年

1月から2月にかけて行われた刑事事件担当裁判官協議会においても，性犯

罪に関する協議が行われました｡さらに，各高等裁判所で毎年開催されてい

る「犯罪被害者等の置かれた立場状況等に関する理解を深めるための研究
会｣"においても，同附帯決議以降各庁で， ，性犯罪被害者本人を講師として

迎えるなどの取組がされています｡

同改正法は，附則9.条において，施行後3年を目処として，改正後の状況

を勘案して検討を加え，必要に応じて所要の措置を講ずる旨のいわゆる検討

5､､
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条項が定められているところ， これを受けて，法務省に設置されたワーキン

ググループにおいて性犯罪に関する実態調査が行われ’本年6月からは，そ

の調査結果を踏まえ，同省に設置された「性犯罪に関する刑事法検討会」に

おいて,法改正の要否等に関する議論が始まっています｡

このように, この問題に対する社会の関心は極めて高い状況にあり，裁判

所としても，引き続き適切な運用が求められているといえます。

(4)秘匿，逃亡防止等について

裁判所では,秘匿情報を取り扱うことが多く， このような情報がいったん

流出した場合には回復が困難ですし,庁舎内で加害事案や逃亡事案が発生し

た場合には,地域社会に不安を与えることとなり，いずれも国民の裁判所に

対する信頼に大きな影響を与えかねません｡このような事態が生じないよう

にするためには,裁判部と事務局とが連携し，庁として適切な事務処理態勢

を構築するとともに，問題事案が発生した場合には，所長まで迅速に情報を

流通させて，庁として適切な対応がとれるようにしておく必要があります6

また，個別の裁判における感染症に対する防止策や被告入の入退廷時の解

錠等に関する押送職員への指示の在り方のように，裁判体がそれぞれ個別に

判断すべき事項であっても， 当該個別の事案における当事者･関係機関の意

向だけでなく，裁判所全体の人的・物的状況や他の裁判体の事件処理に与え

る影響等を踏まえた上で,あらかじめ裁判所内部で十分な意見交換や検討を

し， さらに，組織として関係機関と事前の調整を行う必要がある場合もある

ということを念頭に置き，個々の事件処理を行うことも重要と思われます｡

以上

へ

6
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第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況 (平成22年~令和元年）一高裁･地裁･簡裁－－1

〔参考グラフ〕通常訴訟事件,略式請求事件の推移

（平成22年～令和元年）－高裁・地裁・簡裁－－1

〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移 （昭和24年~令和元年)一地裁一一二2

第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳 ． （平成22年~令和元年)一高裁･地裁一3
第3表事案複雑等を事由とじて審理期間が2年を超える長期係属事件の

合議(法定･裁定） ・単独別,罪名別審理長期化の事由 （令和元年末現在）皇地裁－－÷－3

〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移

． （平成12年～令和元年各年末現在）一高裁・地裁・簡裁－－4

第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況 ： (平成22年～令和元年）一地裁・簡裁－－－5

第5表通常第一審において弁護人が選任された人員 (平成22年へj令和元年）一地裁･簡裁一一一二6
1． ．．

第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間，平均開廷回数，

“ 平均開廷間隔及び平均取調べ証人数 … ・ （平成22年～令和元年）一地裁‘簡裁－－－7

第7-1表通常第一審における終局人員の審理期間，平均開廷回数及び平均開廷間隔

（平成22年～令和元年）一地裁一-－8

第7寺2表通常第一審における終局人員の審理期間，平均開廷回数及び平均開廷間隔
（平成22年~令和元年)一簡裁一一一9

第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員

（平成22年～令和元年).一地裁・簡裁－－－10

〔参考グラフ〕通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移

（平成22年～令和元年）一地裁一一-－10

第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員

（平成27年～令和元年):一地裁･簡裁－－11

第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 （平成22年～令和元年）一地裁・簡裁－12
第11表刑訴法332条による移送人員 （平成22年置令和元年)一簡裁菫－－12
第12表即決裁判手続により審判が行われた人員 （平成22年~令和元年）一地裁･簡裁－－13
第13表控訴申立人員及び控訴率 （平成22年～令和元年）一地裁・簡裁－－－－14

第14表犯罪被害者保護関連法に基づく諸制度の実施状況

（平成22年～令和元年）－高・地・簡裁総数－15

第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

（令和元年）一地｡､簡裁総数－－－16

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況(年別）
（平成22年~令和元年)一地･簡裁総数－－16

第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況． （平成22年～令和元年）一地裁一一一17

第17表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数 （平成22年一令和元年）一地裁－－－17

第18表逮捕状の請求と発付等

(昭和55, 60年，平成2,7,12, 17, 22, 27～令和元年）－簡裁・地裁---寺-. 1.8
第19表差押・記録命令付差押･捜索(許可）状・検証許可状の請求と発付等

（昭和55, 60年,･平成2， 7， 12， 17， :22, 27～令和元年)－簡裁・地裁一箒－－19
第20表勾留請求と勾留状の発付等 ・

（昭和55, 60年,平成2, 7,12ｹ 17,'22, 27~令和元年)一簡裁｡地裁－－20
第2'表通常第壽審における勾留,保釈請求,保釈人員及びその割合

（昭和55, 60年，平成2, 7, 12, 17, 22, 27~令和元年）一簡裁･地裁--ムー21

第22表準抗告事件の処理状況 （平成22年～令和元年）一地裁－－－22

第23表医療観察処遇事件における終局区分 （平成22年～令和元年).－地裁－－23

最高裁判所事務総局刑事局

(令和2年3月27日作成）
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第1表通常訴訟事件,略式請求事件の処理状況

(平成22年～令和元年）－高裁・地裁･簡裁

(注） 1延べ人員（同一被告人につき別件が係属した都度累積計上）であるも
、 2令和元年は速報値である。
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〔参考グラフ〕通常第一審事件の新受人員の推移（昭和24年～令和元年）一地裁
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延べ人員であり，再審事件を含まない。

令和元年は速報値である。



第2表長期係属実人員の長期化事由別内訳 (平成22年～令和元年）一高裁．地裁

(注） 1概数である｡、

2長期係属実人員とは,係属2年を超える事件の実人員（同一被告人につき複数の事件があっても弁論が併合
されている限り1人として計上）である。
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2複獣罪名の事件についてI＊，審理是期化の事由と密接な閣係があるものとして報告のあった罪名によった。
3 ユ件で猟鱈敗の事由がある温合には，各欄8こ重複して計上した。
4 『…的犯罪処罰逵」は,． 「綻磯的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する潅律」の略である。
S 「過失運転致死傷』には，平成25年法律第86号による改正前の刑法2]1条2項の罪（自動車運転過失致死傷）を含む．
6 《 ）内は係属事件数に対する％電ある。
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一

〔参考グラフ〕事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移 (平成12年～令和元年各年末現在）－高裁･地裁も簡裁
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係属2年を超える事件の実人員である。

高裁については特別権限による第一審事件を除く3

概数である。



第4表被疑者段階の国選弁護人請求の処理状況
(平成22年～令和元年）一地裁・簡裁

■ 夕
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0 ． 。

2 「うち即決裁判手続同意確認のための請求」には,刑訴法350条の17第1項（平成28年法律第
54号による改正前の刑訴法350条の3第1項)による即決裁判手続同意確罷のための請求のあった
被疑者数を計上した。

3被疑者段階の国選弁護人請求の新受人員及び既済人員の各｢総数｣には,勾留請求が却下されたため，
国選弁護人選任請求が却下されたものも含む。
4令和元年は速報値である。
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一

第6表通常第一審における終局事件の自白・否認別平均審理期間，平均開廷回数，平均開廷間隔及び平均取調べ証人数
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Ｊ注ぐ 実人員である。

｢通常第一審事件全体jには;･ 自白及び否認以外に被告事件についての陳述に入らずに終局した事件を含む。
平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
（ ）内は， 「通常第一審事件全体」の終局人員に対する％である。
令和元年は速報値である。
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第7一1表通常第一審における終局人員の審理期間，平均開廷回数及び平均開廷間隔 (平成22年～令和元年）一地裁

1．

“

I

2平均開廷間隔は，平均審理期間を平均開廷回数で除したものである。
3 （． ）内は終局人員に対する％である。

4令和元年は速報値である。
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第8表通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員
戒22年バー令禾ﾛ元年）一封h夷

(注） 1実人員である。 、

2 「通訳翻訳人が付いた被告人jには,証人についてのみ通訳人(李話を含む｡ ）が付いた場合等
も含む。 、

3令和元年は速報値である。

〔参考グラフ〕： 通常第一審における通訳翻訳人が付いた外国人事件の有罪人員の推移
（平成22年～令和元年）一地裁
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『

，第9表通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の言語別終局人員
．(平成27年～令和元年）一地裁・簡裁

鵬
一
妬
一
釦
一
加

(注） 1実人員である。

2被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件には，証人等についてのみ通訳人が付b》た場合等を含まない。
また，終局人員は有罪のほかに無罪,移送等により終局した人員を含む。したがって,本表における
「総数｣は,第8表の｢うち通訳翻訳人が付いた外国人」とは一致しない。
・3令和元年ぱ速報値である。
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第10表簡易公判手続決定人員と決定取消人員 第11表刑訴法.332条による移送人員
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（平成22年～令和元年).－簡裁(平成22年～令和元年)･一地裁・簡裁

ノ

1

ｰ

画

I

(注） 1‘実人員である。

2 「自白人員」とは，法定合議事件を除く終局人員中公訴事実全部について自白し，か志つ，法
律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実を主張していない場合の人員であ
りj 「簡易公判手続決定(決定取消）人員」とは，当該年度に決定（決定取消）された人員で
ある。
3令和元年は速報値である。

(注） 1．実人員である。
2 (B)は，簡裁の法332条によ
る移送人員とは一致しないが，統計
上は近似する。
3概数であり，令和元年は速報値で
ある｡．

、、､、
、 へ

、
『

年次

裁判所
一 一心→『－－今_･宇卓旱 ､

、

、

区分

ゆ

C

Q

、

ひ

％

、
、

一一 一台 守萄

自白人員|

地 裁

簡一易一憂一 判手続
－－Fー‐今～ー

誤一定｢一百~弓褒定雨『一6－‐
：人員|丁蛸人員｜了

(A) | (B) ! %|{C) | %

古←一L－ － 一■■

自白

(D)

簡 裁

6
ｳ

(E)
ｑ

０

■
ご
Ｕ
Ｂ
０
ｑ
Ｊ

一一一

一判

％

＝一一口』■ 己一一●へ一今令一

判．手．

決定取

消人員

(F)

－← ・口苦吟一一一●ー一一ﾛ－

続

Ｆ
ｌ
Ｅ

％

平成22年
－ 』 ÷ 一一－

23

一申も . L ●令■やも､-■｡●－＝ ●e －◇－

24

－ ｹ一一一 + ■

25

ｰ一一一口 ■ b b ■ P ●一▼ －今

26

~ー●＝ー一 一一

27

一色 ､ h､～、卓 →◇守一幸~一一一

_28

一③■ 一一今 q 句吟■O q L▲ 七 ℃寺早 七一一

29

30

令和元年

口

５
－
３
－
６

１
－
２
－
５

凸
９
４
■
０
■
９
８
凸
■
Ｐ
Ⅱ
■
■
■
Ｂ
■
ｑ
ｑ
ダ
ム
日
ロ
■
。
。
■

・
ａ
■
Ｑ
２
且
●
▽
Ⅱ
ｙ
ｆ
ｅ
■
■
０
８
ｑ
・
凸
８
１
０
５
■
８
５
４

．

＄

１

．

、

‐

？

●

Ｐ

も

１

９

‐

１

１

９

４

。

！

．

■

５
」
一
・
４
郡
１
－
１

○

一

－

１

４

↓

，

８

。

、

４

．

？

」
‐い↑

１
１
１
－
Ｍ
一

６
－
３

’
一
Ｑ

一

勘
廻
Ⅲ
■
一一

●
苛

昼
■
■
Ｂ
ｑ
Ｊ
８
０
Ｄ
１
０
凸
■
■
７
１
９
■
０
０
４
０
６
０

凸
■
■
■
９
９
０
■
●
ロ
０
■
０

！
６
■
旬
《
８
７
９
１

‐
Ｆ
４
４
ｎ
■
了
０
Ｐ
、

．

８

９

町

。

心

Ｆ

８
３
《
８

剛
一
剛
葺
伽
一

55,108
１
１
１
１

Ｌ
Ｕ
邑
宇 も孕

甦Gも凸幸

巳今｡

44

45,095
－ －一一一L寺一

i－
l
０
１
勺
１
１
１
６
１
６

113

一一一一 一

39

一一一一 ￥－ﾏーー

寺
０
〃
◇
６
１
１
心
■
■
■
■
■
■
日
日
９
■
日
口
早
？
Ｌ
Ｉ
Ｕ

46,8691 166
● 』

ｂ
７
ｂ
ｃ
Ｄ
‐
ｐ
ｐ
私

03

0.1

0.4

凸
。
ｑ
「
凸
８

’

■
二
■
■
●
Ｔ
０
■
■
ｑ
Ｐ
Ｐ
ｑ
■
■
廿
曰
り
り
ｑ
ｎ
ｑ
ｂ
Ｂ
■
■
５
日
０
■
１
●

－－

16

－

15

Ｆ
Ａ
■
▲
９
１
９

14.2

38.5

－－－－

.2. l l．2
己

ｑ
、
４
可

ｑ

5.5

１

４

卜等

『
凸
■
■
ｑ
ｇ
ｂ
■
Ｉ
Ｕ

12

ー一宇‐●ーb一
ケーーーb牛▲…~■0

､4
9

2

21．4
〃

１
１
４
◆
‐
！

－一一

ー｡P←g L

－－－

9；
d

巾

0．51
1

1

…－ ． ，1

｜
■

0.4

■ ■-

0.1 1

218. ’

一一一一_‐』－ ． 、

1661
.-|"－
421

巳
阜
Ｆ
Ｆ

Ｆ

１

５

■

？

Ｌ

９

１

０

Ｕ

４

Ｉ

？
，
１
４

45,677
勺一｡－

･－．4． ， ‐ ・- .
4

一

42,672

＝－－－－－

I

－－一一一一

0100
’
1１

１
0.0

P

1
I

ﾄー■ 三 弓 －1－｡ 一一

41,570

9，1651
－－－一半‐

8,473
－ー一や一一一一コ一

7,704

7,125

I

’
ｂ

Ｂ

ｒ

Ｔ

８

Ｂ

８

９

ａ

ｇ

も

召

守

Ｉ

Ｕ

Ｌ

歩

卜

ｂ

守

り

▽

ｏ

６

ｄ

Ａ

ｅ

○

号

４
２
７
Ｆ
も
寺
。
■
町

勺
６
ｒ
ｐ
４
６

』
■

画
色
４
吋
．

382

ー盲 L－司 ■ 可 ■▲ b ○ ■ ■寺、

207

＝■ ■エタマ

’

4.2

一国 一 q ゴ 毛‐

1J
‐ ‐ － 4

153

I

■
甲
■
■
ｌ
〃
１
１

－1

2.4

色ご△~一‐す＋一一上毛虫

2.0
し

､‐ ．､耐､－－．－‐←．…････…零．ﾄｰ一-－．－－．．－－－－

I

０
０
今
Ｑ
ｑ
ｒ
ｑ
凸
画
■
Ｇ
１

60

－

Ｔ
ｑ
ａ
８
８
甲
ｑ
Ｂ
Ｏ
８
Ｕ
４
０
８
■
々
可
§
、
Ｐ

も
’
１
．
４
凸

辱守一一

0.8

一一

3

1

2．

ー

I

I

1

0.5

-． 1．3

跨一■一一

0.0

一－

０
一
一
・
一
》
一
一
刎
一

０
－

Ｊ
１
一
一

ユ
ユ
！
言
ｌ
ｗ
ｌ
一
‐

理
肌
！
一
劉
叫
仙
一
訓

細
’
一
Ｉ
加
剖
叫
升
‐
！
剛
‐
‐
‐
刑
‐
‐
駅
；
一
ｉ
‐
『
Ｉ
ｉ

－
Ｃ
ｏ
－

・

’

１

１

‐

‐

１

１

‐

↑

●

‐

’

１

１

８

０

１

…

§

ｉ

’

一

‐

‐

‐
、
＃
，
‐
‐
‐
‐
‐
峰
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
一
，
Ｉ
ゞ
ｉ
１
１
．
，
４

庵ｔ

塾
器
麺
柵

３
－
筋
一
，
↑

６
－

、
､｡

、、
、

も

、

年次

、、
､

寸

区分｜
I

、

●

、b●

n

K
4
、

、

■

q

I
４
Ｊ
■
９
斗
■
９
１
凸
、
町

(簡裁）

終局人員

(A)

I

’
。
ｑ
ザ
ａ
ｆ
Ｏ
ｂ

１
９
，
１
０

(地裁）
甲
凸
■
日
日
９

●

法332条

による

受理人員
(B)

’
i

i

l

’

ト

ウ

Ｂ
ｌ
Ａ

■

％

920

Ⅱ
９
４

０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
且
Ｕ
Ｕ
■
Ｕ
■
ｇ
９
■
■
■
１
日
■
ｆ
と
■

91

。
’
Ⅱ
■
９
凸
ｅ
ｑ
●
０
■
Ｅ
Ｏ
Ｔ
４
１
や
１
１
８
■

769,8
、

‐ｊＬＨ９Ⅱ

平成22年
ひ｡◇一－

06197214，923

一で①－－－
← 一旬 ﾛ + －

?－
6

081

ザー、 －■→H ■ 吟亀●、 ｨ 甲子一

091；

－

４
Ⅱ
４
１
Ⅱ
●
５
、
‐
４
０
，
．
．
９
Ｊ
＆
９
や
１
１
４

、

今

１

も

ｔ

り

９
凸
■
■
■
ｐ
Ｉ
ｂ
■
■
■
■
■
Ｔ
■
‐

90

■
ロ
■
９
■
＋
４

“

４

ｑ
や
４
４
４
？
Ｏ
ｅ
ｑ
Ｆ
色

日
・
寺
ｅ
０
■
６

408,324

－－－－－．－－

88

－←一 →●らL己一

960’69
一司一＆▲一一倒
リ

8

０
１
０
６
■
０
６
回
Ｉ
ｑ
９
９

ｒ
ロ
ロ
Ｏ
ｊ
ｑ
ｑ
■
１
９

25

一-. - - ． ←－． －－－ →－ －､---. .-., ---‘一一一

’657,1
ｐ
Ｕ
９
９

・

Ｄ

ｇ

ｆ

ｃ

１

。

『

１

１

９

■

Ⅱ

Ｉ

Ｄ

ｂ

ａ

９

卜

９

０

９

０
Ａ

26

151

111占

~…一一ヤーー｡-

65

82

１
－
１

ｌ
創
引
’
一
；
５
１
一
Ｉ
Ⅷ
「
ｌ
北
Ｉ
剛
；

７
－
６
－
β
９

１
叫
湿
一
１
１
列
‐

５
’
８
》
５
－
０

,627

，
？

５
》
５

■
１
０
０
１
Ⅱ
■
■
■
■
■
０
Ｘ
１
０
，
１
９
６
１
０

凸
■
ｒ
９
凸
０
６
８
７
４

Ｏ

１
１
Ⅱ
■
Ⅱ

８
封
９

２
－
２

，530

､

-‘ ･-‐4‘--.--.- 、．-- --
0

－

■
Ｊ
ｂ
ｆ

591 1‘31
1
A

５
口
●
ｒ
ｏ
、
。
。
ｑ
ｆ
Ｅ
・
屯

１
．
１

114,5

画
■
日
日
Ⅱ
９
０
４
０
日
０
Ｐ
Ｐ
Ｉ
Ⅱ
１
８
７
Ｊ

令和元年
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第13表控訴申立人員及び控訴率

(平成22年～令和元年）一地裁･簡裁
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(平成22年～令和元年） .－商・地・簡裁総数第14表犯罪被霄者保遡関連法に基づく諸制度の実施状況
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函
I

(注)1延べ数であり,概数である唖
．2犯罪被害者等の梅利利益の保礎を固るための洞事手統に付随する措置に関する法律及び総合法律支担法の一部を改正する法律(平成25年法律第33号)に上り,･民事上の争いについての
刑事所詮手続における和解の規定は.｢犯罪被害者保護法第13条1項又は2項｣から『犯罪被害者保麹法第19条1項又は2項｣に改められた(平成25年12月旧施行)。
3「狂人等秘匿｣6『裁定舗求』及び｢弁膜人等閲覧腰写｣(平成28年12月1日施行)の数値については,当該事件の終局日を基準に針脂している。
4［付添い｣,｢遮ぺい｣,｢ビデｵﾘﾝｸ(構内)｣,『被害者秘匿j, ｢意見陳述｣, ｢被害者等閲覧謄写｣及び『和解jの致値については,平成28年定では決定等がなされた日を基準に計上していた
が,平成29年以降は当骸事件の終局日を基準に計上している(なお,平成28年以前に決定等がなされ平成湘年に事件が終局したものについては,決定等がなされた日を基準仁計上している｡．)。
この計上基準日の変更により,平成29年の数値は一時的に減少することとなるので留意されたしも
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第15-1表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（処断罪名別）

＄

ト

(注） 1 「終局人員数」は，終局した被告人の人員数であり，実人員である。

2罪名は，有罪の場合は処断罪名，無罪その他の場合は終局時において当該事件について掲げられている露因の罪名の

うち.法定刑が最も重いものであるため,被害者参加制度の対象罪名どば異なる場合があち。 、
3被害者等の数は，延べ人員である5

4 ．「(準)強制性交等」 Iこは，平成29年法律第72号による改正前の（増）強姦及び集団（準）強姦を含む。

5 ｢ (準)強制性交等致死傷｣には.平成29年法律第72号による改正前の(準j強姦致死傷及び集団(準）
強姦致死傷荏含む。

6 「危険運艦致傷｣及び｢危険運転致死」は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2の罪をそれぞれ含む。

7 「過失運転致傷｣及び『過失運転致死｣は,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪（自動車運転過失
傷害及び自動車運転過失致死).をそれぞれ含む。

8 r強盗･強制性交等」には,平成29年法律第72号による改正前の強選強姦を含むも
9速報値である。 ．

第15-2表通常第一審における被害者参加の申出があった事件の状況（年別）
平成22年～令和元年】－地

2被害者等の数は，延べ人員である。
3令和元年は速報値であるも

－16－

終局人
員数

参加を申

し出た被
害者等

１
１

うち参加
を許可さ
れた被害
者等．

８
５

|うち弁膜
1士委託の
届出が

あった被
害者等

－一宇一一~"一

うち証人
尋問をし
た被害者

篝

一一一-句
の

一一一一一一一一一.〒－－－－

｜うち刑醇｜

|うち稜告腱鯵瀧棚
うち刑所

i人質問を億見陳見陳述を
の2の意

l灘憲饒騨。

’
うち付添
いの措澄
が採られ
た被害者
等・

一一一一ゆ争

うち遮へ

いの措露
力螺られ
た被害者
等

総数 998 1,482 1,466 1,157 ･602 2“ 623 723 心059 106 318

<準)強制わいせつ
=－－

(準)強制わいせレフ致死傷
一~一一一一

監凄者わいせつ ．
●

(準)強制性交等

(準)強制性交等致死傷
一一一一一

二毛● 三一一一一÷一一

”昼一壺一ーー＝ F・少 今ず 丑4－芦凸 ▼←一一▽■

一一■ー

－－－＝ 一ローコー 己一一一一

監護者性交等 、

殺人． ．．
一一争一

一~等､一.弐一一マーー.－一一一一●－－－

自殺関与及び同意殺人
一弓一心け一→－－－

傷害

傷害致死
－－･■

危険運転致傷

●－－◆ F fへ凸 守 ー

ザ

一一Pd L--

今△－

堅 写字ゴーP一一

－－－七一一■ P =今や一

一 ロ"凸一b ■ 一 F b ~一朝~寺凸韓一一一一一一 一一■ 守

一一｡一－4－

→~一F一七一 心 ‐等ﾏ ゴｰfL画一‐0F一一一

危険運転致死 ．

業務上過失傷害

業務上過失致死

一一圭一一■守口 L

q

Ⅱ■､－

一一ヨー ｣ 守争一

－－

－－ﾆ ﾏ ㎡ L や 寸 ■■一写駒韓"－一一一一

一・一・一一一.一一

重過失傷害 ．
一 ■ 一申 ■－－－一

霞過失致死

過失運転致傷
一寸 ←ﾏ ■ ●かF

‐ずサ▽9－－－一一空

＝■－－

F一一一一一‐■ 凸 ”争凸巳 " noq

過失運転致死 ． ．
一一一一.四毛－－『▽÷ﾛ ●千一一－－

過失運転致傷アルコール等影蓉整覚免脱
－■一

過失運転致死天ルコール等影響発覚免脱
雲免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱

一缶一一一宇 ■一

鍾免夢I過失運転致蝿

票免許過失運転致死

逮捕髄禁致死傷

京成年瀞酪堆鶏掛

営利拐酌溝．

一一 一曲

●

▼守宇一▼一■ 訂一一一一F－－

▲f~－一一晶一戸一G－一二

協敗暦･弊の代金恥撫溥

強盗致傷
口

強盗致死(強盗殺人）
強盗･強制性交等

一一c一万 一一画 ◆一

一一七 勺一一口■PO■－告q-r 雫 r 甲■-

一一ニーーーュ ▲一一一軋 ザ ーー令一

一－一一壱F 命斡■二章 － 』～』一一一｡－

一一一一一今 ■ 圭 一手■

暴力行為等処罰二関スル法律違反(常習傷害）

F －q e一旬

道路交通法違反 ．
一曲グーQ－､ず｡一一一一一幻一

その他
－ －争･一戸己ヤークーも

116

22

４
－
“
・
副

一
一

←乱い～

肥
一
鯛

3

112
－

31

9

、5
ｰ→－

1
■一宇一一声ク ●5

20
0～竜ゥ●■r一マーー

1

1

105

248
－－

1

2

l
~△①ｰ』 』 ◇一一●◇Pd-今一

3

3

6

ﾚー

４
－
６

2

19

÷ー･ウ苛守 ●F一

、
一
ｍ

2

"▽P■分町

飽
一
澱

１
一
・

4

160

24
『.･－－ や 『~Q▽で－

4

一Ⅲl ''7】17
■

271 27

133

21.

一一一 ▲ 』マー

４
－
ｍ
．

25

111

21

4

一

卵
一
型

18
◆

18。 15 15

141
心～口

1

140

－31 3
一一一一一一、 、 ．-‐

"j
→ ▼ ゆ与り

54
一～ー－

． ．11

－

手

６

１

◇

４

吋 ･121.

2

120； 105
2

49

皿

44

5

・ 79
卜‐一子 q一二

1

6．

24
■

2

14

1

l4i l4
、

'~一‘-.一~一一-一一-－．1．．一一壱一

l i , 1

､57
－1』●今一一号

1

57
ア

ゾ

ダ

Ｑ

い

り

も

Ⅱ

９

34
ー .一万 γ~~一一一・口■■■■■■■■

1 1
ー

5．

q■■

一一ﾛﾏｰ伊ｰ寺"P一 △一再一一

7

一

1 1 1 ー

141

416

139
勾■ﾖ ﾛ ﾛ ‘－わ…今

415

76

304

22

48

1 1 一
Ｃ

■■■■

3

一一.=.～

一一一

ｒ
－
３
－

6

8

３
－
１
３

一
一

一ロ ー幸一

６
－
８

ｰ③ｰ－4争一■一や｡ 凸

ー

ー

－
１

6

8

－

D－－

一一

ー

－一

一

－
１
－
５

7，

－－ー中

４
一
過

2

4

15
一▽一一■ﾛ■b一一一

2

4

15

2
｡

I-P』一一一一

3
一~乱一

10

ー

26

･20

咽
－
２

与句一△一寸･ 世･子一一

26
－

20

12

2
，

23

、 20
＝わー■ ▽一一→－

11

2
１
１
１

16

7

10

2

43

22

43
－輯』~－－軸

19

古ﾛ クー

・ 8

10

､22

.､－．．－" ‘一品一....．

ー

2

一
一

9

1

3

一

7

ー

1

●■ r ③子一Ce ④等

13
－

66

ー

－－ 一

一
一
一

一

ー

1
0－－FL ﾛ 号令－

2

ー

2

2
~やFF－－

4
｡

2

■■■

6

］

55

12

ﾏーマーマーーー

２
－
蛇

12

10

51

1

二一一-

31

5

８
尾
ル
ー
鋤

一
一
一

平

ー

1

.52

196

1

■■■

一
つ

ー

4

4

2

5

■■■

5

早年、 ■

2

28

6

82 116 32 78

15

3

69

23,
曲－， 4→一・■

3

・ 97

51 16
ー

－ニ ヤー‐一-, 凸二一・～ー

‘ 20
●

1
－

75

－

171 23
卦

81
＃

一一~'－一

]0
．…~､診一.･'一一一一一一..。

761
.マーーマ ，一一一,=－－－『4

106
－

1 2

Ｏ
ｐ
ｄ

Pウーや▼古『 ▲－

寺一一一一－ ． 一・－－面一

57 i 91

〒可51--ｺ玩一

9

4
一ｩ

･15

19

12
=『－

･39

-l l

5 1 31
.F･－も －一Gつ・●, デ ﾆー

2i lO
2 6

1
一一■一一一－和

一戸一宇F F斉守命寺

8

1 1 ．1． 。 ｛

狐・洲
－－一. - , 口一一二

■ 1■■■ ２
日
７
６

1

一
一一

０

１

Ｄ

Ｐ

“

八

勺

１
－

49. 1 93
－口－－･ず早 ← ･些｡ ｡～P－

｡ ？

手●－

175i 278
1

ヴ●

オ

－－ 寺｡－－～一一

一一

一I
c－－▲q一一

1 i

3

１
－

3

2

4

6 8

一｜ ・・ ．－
一一・一→ 砦－ 島

一三1－-一二
一
一
一
●

一一

■ 』＝ケー

一一甲

－

一
一
一
一

－－三』 －
一

－－－一寺

1■■■●0

ひ■←－

6，
~一一一寺●－－

C一

ｰ

一
一
一

5
一一－－

－

一一－◆F ■ ＝』＝凸 F や

一

ｰ

ー

－－

－

－一

●ｰ 3

2

12

2

一

７
一
過

一一

2
●

－

10
一一』 互司 一一●

2

ー

一一今

－

－

ー

11 3

14 1

吟－－4

－

一

一=令

5

7

7

10
■＝ 年－－

2
一▲甲一一▲ー=｡－凸 4ー■宅

31.

13

11
I ●
イ

4

◆ ＝L －

21 －
一一一-一一一

31 1

－－河一一一

一守一宅一 生む－－

一一

6
一

1
一一■

2

－

終局人員
数

参加を申
し出た被
害者等 瀧

鋤

１
１
１
１
鱗

ち
い
『
“
一

二一でー －－で▲ 令 一一→ ～一■ 戸

－『勺ウロー ーー, - . 句し ､一 今｡－冬

－F 一 ～一 一一 ユ■÷＝

－．－－－今一七今一■● 』 今 今･一拝 ﾏ･ 合一 ･一凸－－－』.マー ー､

蝋|灘灘
’零篝 ‘した綾害

等

|者等

！鍵|棚繍
騨|騨琴蕊

1 『

平成22年 __…
23

24
－－．－二一一_ → .

25
－一一一一L q－－÷■ 再- --一 .時 ‐－．－ ．．

26
Fー－

●二争 b ---

－一一一一ヶhr- - ヨマ s マ ュ ■ －－

27
4一両や一 一一bｮ』 凸 口 1一▲－← －－－

宅 酢七 , やF面一一●

’28 ・ ・

29

30
■ ■一■ 一 一一 P 』一一争←－ｮ

－C勺●－－－ 〆画←一

合和完寿
→→一一一一一÷→Fp-

缶一＝口

588
－

586

660

811

821

916．
－

982

８
２
年
８

匝
一
卵

０９
１
－

849『 839 1
－'’一一一P －8

914

=－－ザー→－－10231
＝－－ﾏ ｮ

06
－

902
－

裳I
9

－一一一一■

1.490
－

1，002

1.297

1,227
二一－

557

632

677

873

951

綿i淵
０
別
一

“
皿
一

１
口
一

1.482i 1.4661 1.157

1,380
一-

1.485

484
■
日
Ⅱ
１
６
▲

459

475’

2721217

二悪r悪
596257、 410

も一・ーp一

繍ｒ一

７８５Ｌ麺一

淵
荊
悪

２６４

42

45
■凸心司 ｣－

≠一①ニョ ■里

吐

08

522 40
＝ +－－℃

_"__._mZ!_

591
－

30

塵一一38

47
B今△ ■＝ 今一』 」己③ 子 リヰテタ■

93

’ 87

1．010 107

1,020
698 、1,074

0. ｡ 凸 角一一一

723； 1.059
一ワー

115

149
6－－

106

115

一

104
－

95

14？

195

249

258

27F

b F →■

362
-

318



第16表刑事損害賠償命令事件の処理状況

（平成22年～令和元年）－地裁

(注） 1 件数建てである。
◆

2令和元年は速報値である。

第J7表刑事損害賠償命令事件の終局区分別終局件数
【平歳働，生～今痴弄些、一場h銭

2 「決定・その他」は,民訴法141条の準用により，決定で申立てが却下された場合などである。
3 「その他｣は,犯罪披害者保護法25条(平成25年法律第33号による改正前の同条i9条を含む｡）により終局したもの,当事者の死亡等にも
かかわらず，その地位を承継するものがいないために事件が終局したものなどである｡
4 脚下･27条1項1号』は平成25年法律第33号による改正前の犯罪被害者保簸法21条1項1号， 「却下･27条1項2号｣ば同改正前の同法21条1項
2号,… ｢却下･27条1軸号jは同改正前の同法21条】項3号， 「却下･27条1項4号｣は同改正前の同法21条1項4号， 「終了・38条1項｣は同改正
前の同法32条1項， 「縛了･38条2項1号｣は同改正前の同法32条2項1号， 「終了･38条2項2号｣は同改正前の同法32条2項3号により終局した
ものを含む。

5令和元年は速報値である。
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第18表逮捕状の請求と発付等
昭和55_ 60a 言和元年） ‐ー簡裁・帥謁

2令和元年は速報値である。
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第19表差押・記録命令付差押・捜索（許可）状．検証許可状の請求と発付等（昭和55, 60年，平成2, :7， 12， 17， 22， 27～令和元年）一簡裁．地裁0
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第20表勾留請求と勾留状の発付等
(昭和55, .60年，平成2， 7， 12， 17， 22， 27－令和元年）一簡裁・地裁
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第21表通常第一審における勾留，保釈請求,保隷人員及びその割合
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7令和元年は速報値である。
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第22表準抗告事件の処理状況 （平成22年～令和元年）一地裁

(注） 延べ人員であり，令和元年の数値は速報値である。

－22－
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1 実人員である。 、

2 1人で複数の終局区分がある場合には，．最も左にある区分のみに計上した。 ．、 ．
3 「その他｣は，入院･通院の申立て以外の申立てにおける却下（法51条2項,法56条2項及び61条2勅のほか,移送や取下げである。
4令和元年の数値は速報値である。
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貢裁判の実施状況

、

目 次

表1 罪名別の新受人員の推移 g ● ● ●

1
p● ● ●

表2庁別の新受人員, ､終局人員及び未済人員の推移 ． ・ ・ ・ ． ． ． ． ． ． 、
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末Q速報）

表1 罪名別の新受人員の推移

(注） 1 延べ人員である。

2 ‘受理後の罰条の変更等により，裁判員裁判対象事件になったものを含まず,同事仲に該当しなくなったものは含む。

、 3 1通の起訴状で複数の罷名の異なる裁判員裁判対象事件が起所された場合は,法定刑の最も重い罪名に計上した．
・4未遂処罰規定のある罪名については,未遂のものを含む。 ’
’5 「 （準）強制わいせつ致死傷jは，監護者わいせつ致死傷を含む｡ ． ．

6 「 〈鐘)強制性交等致死傷jは，監護者性交等致死傷及び平成29年法律第72号による改正前の（準）強姦致死傷を含む。
7 I強盗‘強制性交等jは，平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含む。 ．

8 「危険運転致死」は,､平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の運嘱により人を死侮させる行為等
の処罰に関する法律2条に規定する罪である。

9職刀法」はj職砲刀剣類所持等取締法」の賂である。

10 ｢組織的犯罪処罰法」は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の略である｡、

皿「麻藁特例法｣は， 「国際的な協力の下に規制蕊物に蝿不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精
神典取締法等の特例等に関する法律｣の賂である。
12 「麻薬取締法jはj 「麻薬及び向粕神薬取締法｣の略であるd
l3裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起所された人員を除く。
14速報値である。

－1－

累計 平成21年 平成22年 柵 平成24年 平成25年 平成2岬 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
令和2年
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蕊判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速勅
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行一令和2年2月末･速報）

旺1 1 実人員である。

鯏賊判に関する鞘を取り扱う螂以外の湖に鰯さ札た順鰕〈。

湘蔽により鯏賊洲郷件鹸つた事伽,姻叡雌日Ⅷなく,鰡日をもって搬欄の当蝿所に計上した，
鯛員法3条1項の除外決定があったものを除く。

慨敷である。

2

3

4

5

q

－3－

累計
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行苧令和2年2月末･速報）

表3罪名別・量刑分布別(終局区分別を含む）の終局人員及び控寵人員

1

《在J ユ 垂人只であるロ

「その他」は，免解，公瞬乗却，秘送（少年法56条による家鐘移送雀除く ）等である．
未遂処刑規定のある罪名については，未遂のものを含む。

･有罪（ ‘郎鏡扉を含む。 ）･の楊合は処断卵名を．無罪, .その他の場合は終局鰯において当該事件について掲げられている所因の罪名やうち．戯判員裁判針象事件の卵名
(鮫判員裁判対象事件が複歓あるどきは．法定刑が趣も重いもの）を，それぞれﾛ十上した．

起訴罪名と鴎定罪名が墨なる錫合や嗣粂の喪更等の場合などにおいては，戦判員戯判対魚事件の罪名と異なる罪名で叶上されることがある‘
禁畑刑について．刑の一部軌行猛子が言い渡された人員はない．

「麻蕊特例法」は． 『国原的な埼力の下$こ規閥顕物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向幡神栗取締法等の輯例等に閨する法律」の略である．
「危険運転致死』は，平成26年法律索86号による改正前の刑法2”粂のz及び自動車の運転iこ.便り人を死侮させる行為簿の処闘に閥する注律に規定才る蝉である．
「錠刀法」感0 ．『銃砲刀鰯麺所縛等取締法』の略である。 ←
「組織的犯罪鵜飼法』は， I組殿的な迦興の処嗣及び犯罪収益の規制等.に関ずろ法律jの略である。
「麻薬取締法』は． 「麻薬及び向構神璽取蹄控jの略である． ．

＆ ●

「海賊行為処嗣法」は． 『海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法簿」の略である、 ・ ・ ・
「過失運転致死」は，平成25年竣律鰯86号による改正前の刑法趣1条2項及び自鋤車の運転により人を死鰯させる行鈴等の処嗣に関する法律に規定する糠である．
『危険運転致侮」は， 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する津律に規定する罪である．
鐘判員法3条1項の除外検定があったものを除く．〆

餓判員戯判に閲する事務を取り扱う支部以外の支部に態断され， 当鯨支痴の管幡区域を取扱区域とナる本庁又位支部に回付された人員を除く
速報紋である． ．
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速報）

表4裁判員候補者名簿記載者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員・
補充裁判員の数の推移

<注) 1 「ｲ｣剛鯛の鮒結果であり,平成29年以降|ま,難に脇判員侯儲に選ばれない18細び19窪の都含まれる．城, 18歳及び19農の者について
． 《

は,名繩雛直ちに消除されるため｢ﾊ｣には含まれない‘
2 『ﾊ｣ないし｢ｦ｣は延べ人員であり,速報値である。
3 「二j及び｢へ｣には,辞退螺められたもののほか, (1)焔軸,就職禁止軸に醸当するとして,呼朏さない繩又は呼出刷肖しがされたものが触れ,更
に前者には， (2)振居先不明等により裁判員侯補秘博毘載通知等が不到達であったものが含まれる｡、
4 「ﾄ]には,そもそも呼出旗が到達しておらず,雛的には出席を鱸L得ない綱員侯補者も含まれる。
5 ドヌ」にぱ,理由あり不選任決定(裁判員法.34条4項) ，辞退による不選鰍定胴法34条7項) ，理雌し不選任決定(同法36条)及び質問なし不選任決定
（同規則35条2項, 3項)がされたものを含み, く時による不選任快定(同法37条3項)がされたもの|蛸まないb
6 「ル(a)」のうち,W21年及び平成22年の人数には, (1)欠格事由,就職禁止事由に蕨当するとして,呼び出さない繩がされたもの, (”居先不明等によ
り凝眼僕補者名.簿記鯛知鯏不鱸であったものが含まれる。
7 「ﾜ」及びI力｣ ･は実人員であり，慨敷である。 、

8 補充蕊判員から栽判員に選任された場合は,.MLて計上した。
9 ［ ］･は,判決順(累計12,701人,平成21年142人,平成22年1j506人,平成23年1,525人,平成24年1,500人,平成25年1,391人,平成26年l,202人,平成27年l,182人，
平成28年】,104人,平成29年966人,平成30*1,027人,令和元年1,ooi人,令細年159人) 1人当たりの平均である‘柿,判決人員には少年法55条による繊維縦
があったものを含み,裁判則参加する合鮒で龍が行われずに公職劃判於があったものを含まない‘

--5‘-‐

累計 W21年 平成22年 職關年 平成24年 平成35年 平成2畔 平成27年 平成28年 平成2畔 平成30年 令和元年
●

■

締2年

(明末）

イ 鯏員騰緒名簿識者数 ，406 295,036 344,900 315,940 285,530 200 236,500 233,800

■ ●

229,200 233,600 230,600 233,300 232,800

ロ
●
名雛用串(%) (D,j/｢ｲl) 42.0 4.5 36.7. ･41.7 47.5 52.2 52,0 ･ 56．8 、 55．8 51.4 ､ 55．3 50.9 9.3

ﾉ、 選定され織判員端者散
1,314,305

[103.5]

13,423

､5］

465

[84,0］

131,880

.[服5］

135,535

[90.4］

135,207

[97,5］

123,059

[102.4]

132,831

.4］

127,811

､8］

120,187

[124.4]

127,490

[124.1]

118,754

[118.6]

21,663

[136.2]

二
瀧票により蝿等耀められ織

甲 ｡

判員勵賭灘
合

● ①

390,982 3,785 32,245 ",771 38,488
■
●

39,666 36,755 40,755 39,485
●

36,011 39,703 38,578 1,剛

ホ
繩の通知‘質問票を送付した鋪

員鮒識(｢ﾊj－｢二l)
923,323

[72,7］

･9,638

[67.m

.94,220

[62.6］

94,109

[61.71

97,047

[64.7］

95,541

[68,9］

86,304

[71,8]

92,076

[77.9］
●

88,326

[80.0］

84,176

[87.1]

87i781

[85.5］

80,176

[80.1］

13,923

[87.6］

へ
質鵬により辞退等力潔められた裁

判員侯補鮒
419,773

6 イ 3,185 34,147 37,756 42,443 43,451 40,351 43,806 41,563 41,707 44,907 39,523 6,934

ト
選任手続期日に出席を求められた篭

判賊補微（｢ﾎj-｢へ｣）
503,550 6,453 60,073 56,353 54,柵 52,090 45,953 48,270 46,763 42,469 42,880 40,653 6,9朋

●

チ
選任手繍日に出席肱裁判員侯補
糊

362,261
◆

６
の

､5］

5,415

[38.1]

･期.422

[32.2］

44,150

.[馴

41,543
1

[27.7］

38,527

[27.8］

３
１
３
３
期
呪
３
１

32,598

[27.6］

I
｡●

30,313

[27.5］

27,152

[28.1]

28,961

【28.2］

270874

[27.8］

4,棚

[28.1]

リ 出席率
(トチ｣/『ﾊj)

(｢ﾁ｣/IN)

27.6

71.9

40.3

83.9

38.3
口

80.6

33.5

78.3

30.7

76.1

羽.5

74.0

26.7

n.4

245

67,5

23.7

・ 64．8

22.6

閃.9

22.7

67.5

23.5

開.；

20.6

64.0

ヌ
選任手繍日当日に雛等により不

選任決跡された蝋員鋪徽
96,744 1,326 11,850 11,308 10,933 11,055 9,321 9,150 昭24

〃 。
7,528 7,498 7,299 1,152

蝋
！
一

I(b)

瀧耀めら脈翻員候儲蝿
敷

C e

繩串(%)･(｢ﾙ(a)j/『ﾊ』）●
●

827,926

63.0

7,剛

53.1

66,977

53.0

77>909

59｡l
●

83,棚
■

61．6

.85,615
凸

､63.3

一●

79,2朋

64.4

86,201

･64.9

82,647

64.7

79,284

66;0

〕

85,484

67.1

79,241

66.7

14,720

W､9

ヲ
くじ鯛謙厳った繍轍に,理由
なし不灘敷釧えたもの

p ●

310,687

[24.5］

41802

[33.8］

42,559

[28.3］

38,2側

[25.1]

35,785

[閲.9]．

32,586

[23.5］

27,703

[23‘O］

27,剛

[23.3］

棚
刈
５
２
２
ｆ

22,
●

954

[238］

24,853

[24.2］

４
１
４
０
即
似

3,895

[24.5］

ワ 選任され湖荊員嗽
Ｑ
□

73,022 838 8,673 8j816 8,633 7,937 6,938 6,768 6,363 5,536 5,905

■
■
亘
■
■
■
■
■
■
▼
Ⅱ
９
■
Ｂ
ｒ
Ｔ
４
ロ
Ｄ
０
４
４
ｇ
Ｅ
ｃ
凸
Ｆ
Ｐ
画
▲
サ
ヨ
ｐ

８１７
９
５ 897

力 選任された補充綱員噸 ､24,8M 346 3,冊7 2,988 2,906 2,622 2,333 2,293 2,140 l,896 1,989 1,919 301



裁判長裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速報）

表ら平均審理期間及び公判前整理手続期間の推移（自白否認別）

】_r

（注） 1 判決人員l嬢人員である。

2 i公判雌理手鯏間の平均(月) 」は,鯏員蕊判対鱸件以外の事件について,公判前整理報に付されずに公判を開い蝦,罰条の蛮鵡により
・裁判賊判総鮒Iこ蹴り,期日雛理諭に付されたもの等を除外して算出した．

3判決人員には少年法55条による識雛齪脇つたものを含み,裁判員力i参加する合議体で審理力垳われずに公撫却判決があつ虎もの蛤まない｡
4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

5速報値である｡．

表6公判前整理手続期間(公判前整理手続に付された日から同手続終了日まで）別の

判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別）

(注） 1 実人員である。

2裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判
員裁判対象事件になり，期日間整理手続に付されたもの等を含まないため， ･判決人員は他の表と異なる。

3判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み；裁判員が参加する合儀体で審理が行われずに

，公所棄却判決があったものを含まない。 、

4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

5速報値である。

－6－

累計
●

｡ ①

平成21年 平成22年 平細年 平成群 平成25年 平成2碑 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
e

令和元年
令和2年

伽制

総数

判決人員

平均額卿
の

間(月）

蝋繩轆手綱間の

平均(月） ． ． ．

鯏崩鯉手続以外に

要した期間の平均(月）

12,701

9.2

7.1

2.1

142

5.0
■

2.2

1,506

8.3

2.9

1,525 1,500

9.3

7.0
●

2.3

12387

8.9

6.9
■

2‘0

1,202

． l‘9

●
●

1,182

7.4
e

1.8

11104

10.0

8.2

1.8

966

10,1

8.3

1,027

10.1

8.2

1.9

l,OOl

10.3

･ 159

10,6

1｡7

自白

判決人員

噛審馴間(月）

鯏前擬手織間の
鞠明）

蝋前鯉辮剛に
要した期間岬均(月）

6,841

7‘4

5.5

1.9

114

2.8

2‘0

970

7.4

885

･7.3

〃
Ｄ
●

2.3
q

■ー

806

7.2

2.0

725

7‘1

5.4

1.7

棚

7.0

1.6

棚

1.6

剛

6.5
■

1.5

449

l'5

496

7.7

6.1

1.6

491

7.9

6‘4

1‘5

70

1.7

謡

判剛員

平均顎醐間(剛

蝋前轆手繍間0

平均(月）

鯏前鯉手続以ﾀﾄに

要吹期間の平均(月）

5,860

11,4

9．0

28

3.1

536

3.0

640

10,9

8,3

冊4

11,7

9.1

2.6

662.

10.9

558

10;6

8.5

2.1

559

11.2

9.1

2.1

536

12.1
0

10.1

2.0

517

12.1

10.0

2.1

531

12.3

10.0

510
ー

12.5

10.5

2.0

89

12,3

10.6。

l.7

判
決
人
員

公 判 前 整 理 ・手 続 期 間

q

◆

●

喝
日
以
内

１
月
以
内

２
月
以
内

３
月
以
内

６
月
以
内

。
●

９
月
以
内

１
年
以
内

・
１
年
３
月
以
内

．
ｅ
申

１
．
年
６
月
以
内

１
年
９
月
以
内

２
年
以
内

２
年
３
月
以
内

２
年
６
月
以
内

２
年
９
月
以
内

３
年
以
内

３
年
を
超
え
る

平
均
公
判
前
整
理

手
続
期
間

総数 12,533
ー 7 235 886 5,316 3,170 1,541 748 308

ｐ
の

132 84 43 23 16 7 17 7.1月

自白 6,738
争
一 6 204 783 3,740 1,392 395 142 46 13 12

、

3 2 ー ー ■■■■ 5.5月

否認 .5,295
ー １

． 31 103 1,576 1,778 1,146 606 262 119 72 40 21 16 7 17 9.0.月



『

裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月‘末･速報）

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）

(注） 1判決人員I嬢人員である。 、

2鶏理鯛は,篇1回公判期日から爵局(判随告)までの鯛であり；審理郡行われなかった日や土日祝日を含む,賑のものは207日であり，品
1 ．

短のものは2日である。

鮴,淡の事件は, ． （1）～（3）の雄により算出した｡

(1) 区分認を行ったものについては,裁判員が参加し鳩理術わ九た期間の合計を燕鋤間とした‘
（2）裁判官のみで第1回公判を開い雄,裁判員裁判対継件で追鮒があったた城判員の参加する舗体で翻されて終局したものについては,裁判員
“赫加した繩力垳われ潮間を実認鯛とした。

（3） 東日本大震災の影響等で公判期日力極期され,裁判剛解任されたものについては,鋤て選任さ鰔鯏員の穆加し瀞跡榊れ旋期雛鋳鰯
間とした｡ ． ： ”

3， 開廷回撚は,裁判官のみで行われた公判の回数を含む。

4判決順にI妙年法55条による鰄雛雌があったものを含み,･裁判員が参籾する舗体で審馴垳われず舩撫却判郷あったものを含まない。
5裁判員法3条1項の除外決跡あったものを除く.
6速報値である。

「

－7－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 職27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
令柵年
(2月調

総数

判決人員

平均鶏理鯛(日）

平均開廷回数(回）

12,701

8.3

4.5

142

3.7

3.3

1,506 1,525

6.2

4.1

lj500

4.5

1,387

8.1

4.5

1,202

8.2

4,5

1,182

9.4

4.7

1,104

9.5

4.6

966

10.6

4.9

● ●

1,027

10.8

． 4．8

●
ザ

001，

早
’

10.5

4.8

159

11..1

4.8

自白

判決人員

平均鶏理鯛(日）

平均開廷回敷(回）

6,841

5．7

3.7

114

3.5

970

4.0

3.5

885

4.5

3,6

806

5.0

3.7

725

5.8

3.8

644

5.9

3.8

623

6.2

､:3.8

568

■
一
石
”
Ｄ
Ｂ
。
。
。

■6

3.8

449

7.2

3.9

496

7.3

13．9

491

● ． 戸

6.8

3.8

70

.7.2
旬

,3.8

翻

判決人員

平均実審剛間(日）

平均開廷回数(回）

5,860

"11．3

’ 5．4

28

4.7
中

3.7

536

6,6

4.4
●

640

8.5

694

10.1

5.5

662

10.5
｡

5.4

558

10.8

5.3-

559

13,0

536

12,6

5t6

517

13.5

5.8

531

14,0

5.7

510

14.1

5.7

89

14.2



裁判員銭判の実施状況について(制度施行~令和2年2月末･速報）

I

表S平均取調べ証人数の推移（自白否認別）

1

I

１
２
３
４
５
６
７

１注ｉ 蕊判員の参加した合雷体により審理鯛した事件ごとの件敷建てである。

畝の数は,柵告人のみの関係で脚關べた証人を含む｡ ・
双方識の場合には， 「鰄官請求証人数｣及び｢弁憩人側賄繩人数jに雛して計上した：
｢敢闘証人実人敷jには,職権で取り開ぺた証人を含む。

柵件敷には少年法55条による識雛齪があったものを含み;裁判員繩耐る合鮒で認力垳われずに蜥棄却判柵あったものを含まない。
裁判員怯3条1項の除外決定があったものを除く。

概数である。

－8－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
令和2年

蠅剰

総敷

判決件数

取關ぺ証人実人数

喰鮪請求証人散

弁護人側請求証人数
● ｡

11,918

2‘8

1.8

1.2

138

1.6

1.1

1j423

2.1

1.1

l製3

1,442

2,3

1.3

、
●

■

心

1,2

1,415

3.0.

2‘0

1.3

1,294

2.9

1.3

1,131

2.0
●

l.3

･1,104

3.0

2.1

1.3

1,037

3,1

2.1

1.3

900

3.1

2.2

1.3

958

3.1

2.2

1.2

931

◆ ､

2.9

2.0

■ の

1.2

145

2.1

12

自白

判渕徽

噸ぺ証人実人数

憾舗求証人数‘

｡ ●

弁護人側識証人数

6,364

1.7

0.7

1.2

110

0

1.4

1.0

905

l.5

0.4

1.2

818

1.5

0,4
句

1.2

753

l:8

b O

0‘8

l.2

662

1.9

1.2

･602

1.9

1;0

1.2

579

2,0

l.0

l.3

、532

1.9

0.9

1.3

1.9

0.9

1.3

463

1.8

1.2

459

1.7

0.7

1.1

I 64

1,7

l.1

否認

判決件数

■ の

取詞ぺ証人臭A数
◆ p ● ゆ

●

鶴官請求鋤数

弁篭人側請求証人数

5,554

4;0

3.1

1.3

28

1.2

1.3

518

3.3

2.3

1.3

624

､3.4

2.5

1.2

662

4‘3

3‘4

1.4

632

4.1

･3,1

州

529

4.1

3;2

1.3

525

42

1.3
●

505

4.3
D

1.3

483

4.2

3.3

1.2

495

4.4

1.2

472

4.1

3.2

1.3

81

4.0

3.1

1.2



扉

6

裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年2月末･速報）

表g平均評議時間の推移（自白否認別）

１
２
３
４
５

１注ｉ 判決人員I嬢人員である。

評蕊時間には,中間評畿に要した時間を含まない。

判決人員に賊年法55条によ碑裁雛決定があったものを含み,鯏員が参加する儲伸で審理が行わ九ずに公礁却判獅あったものを含まない．

裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

速報値である。

ｰ

I

－9－

■

■淵 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平撫5年
●

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 輪30年
0 ■．

令和元年
令和2年

(2月詞

総数

判決A員

平轤議時間(分）

12,701

659.2

142

397.0

‘1,506

504.4

1,525.

564.1

1,500

619.8

1,387

630.1

1,畑

674.9

1,182

71

lilO4

731.9

966

､760.3

1,027

778.3

liOO1

768.2

159

75

自白

判決人員

平鵡儲時間(分）

6,841

510.9

114

377.3

970

438.7

885

468.4

806

475.2

725

498.1

644

532.2

623

541.9

568

560.1

449

580.3

496

583.9

491

567,5

70

581,1

儲

判決人員

平均評議時間(分）

I5)860

832.3

28

477.3

536

623.4
□

640

696‘3

694

787.7

662

774.6

558

839.6

559

917.7

536

914.1

517

916.6･

531

959.8

510

961.5

89

892.4
p O

9 B
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一

（令和2年7月）

令和2年度実務協議会（夏季）資料

一

』

（

家庭露判所の現状と課題
『

ダ

ト

1

#‘
一q

霞

I

ノ

最高裁判所事務総局家庭局

「



←

タ

はじめに

家庭裁判所は，家庭や家族に係る紛争や，少年の非行について，そ
｡ ～

の背後にあ.る原因を探りながら，それぞれの事案に応じた適切妥当な

措置を講じ,将来を展望した解決を図るという理念に基づき，昭禾ﾛ2

4年1月1日に創設された。 、

その基本的役割ば創設から70年余を経ても変わることはないが,

社会状況や価値観の変化の中で，家庭裁判所に求められる具体的な役

割もまた変化してきており,家庭裁判所は， その変化を踏まえつつ，

上記の理念の実現に向けて的確に対応していくことが求められている。

本資料は, そうした家庭裁判所の現状及び課題をコンパクトにまと

めたものである。

家庭裁判所は今年で創設70.周年を迎えます。その間の歩みの中で，

裁判所に持ち込まれる事件には常にその時々の社会経済情勢や人々の

家族観・価値観が反映されてきましたが，近時における家族や社会の在

りようの変化にはとりわけ目を見張るものがあり，家事事件は， 当事者

間の対立が先鋭化するなどして解決が困難な事案が増えてきていますら
9 ． ． 、

少年事件においても，調査や処遇判断に困難を覚える事件が少なくあり

ません｡また, こうした変化に伴い，家庭裁判所が社会で果たすべき役

割も，それに応じて大きく変わりつつあります。成年後見制度について

は，成年後見制度利用促進基本計画を受けて，市町村をはじめとする関

係機関との間で連携に向けた協議が進められています6裁判所として

は．引き続き個々の事件処理における運用の改善に向けた努力を尽くし

ていく一方で，計画の目指す地域連携ネッドワーｸの構築へ向けて､関
係機関とも協力していかなければなりません。各職種がそれぞれの果た

すべき役割を改めて検討し,関係機関との連携を強化するなどして，家

庭裁判所としての機能を一層充実させていくことが求められます。

(平成31年最高裁判所長官「新年のことば」より）
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第 ｜家蕊の事件の擬況

｜ 家事事件等の概況．

令和元年の家雲事件及び人事訴訟等事件の新受総件数は109万1, 8
O3件であり,この10年間で約34%増となっている｡このうち家事審
判事件はgO万7, .7gg件:(10年間で約43%増) ,､家事調停事件は

13万6,358#(同約3%減〕で,これらが全体の約96%を占めて
いる。家裁は,これまでも社会経済情勢の変化に対応し，事務処理の態勢

や方式を工夫改善してきたが,家事事件手続法(以下｢家事法｣という｡）

の趣旨やその背景にある国民のニーズを踏まえて,事件の種別を問わず，
更に取組を深化させる必要がある。
(1)家事審判事件の橿況 ｛

． 。 , 、 ． ,

家事審判事件の約98%を占める別表第一審判事件の新受件数につい

ては, ,増加傾向が続いており,特に成年後見関係事件の増加が著しい｡

他方，別表第二審判事件の新受件数については，近年増加傾向にあっ

たが,平成25年以降,緩やかな減少傾向にある6‘もっとも,子の監護

に関する処分事件はｩ平成25年以降もおおむね増加傾向にある． O

②家事鯛停事件の概況 L

家事調停事件の新臺件数はγ;平成’9年がぢ平成”年まではおおむ
ね増加傾向にあったが，平成2S年以降，高止まり状態にあり,令和元

年も高水準にある。

側人事訴駿事件の概況

：人事訴訟事件の新受件数は,平成’6年4月に家裁へ移管された後，

平成24年に最も多くなったが;平成25年以降は減少傾向にあるざ
側子の返還申立蕊件の概況

子の返還申立事件の新受件数は，平成26年（ただし，施行された堅

月以降>は9件,平成27年は26件,平成28年は25件,平成”
年は12件,平成SO年は2･7件j･令和元年は1乞件であった。

少年事件の概況
』 ･ 0 ・ ｡

少年保護事件の新受人員は,平成14年以降減少しており,令和元年は，

5万6,408人!(前年比約13%"10年間で約63%減):どなって
いる｡この減少傾向は, :少単入口の減少が-つの要因と考えられるが》新
受人員は,少年人口の減少割合以上に減少しているb

事件種別で見ると,交通関係事件は一貫して減少しており,令和元年は

2万4，426人（前年比約15％減） となった。これは, .10年前と比：
くるど約60%減少したことになる8また, :同様に=般事件も減少してお
り,令和元年は3万1‘, 982人(前年比約11％減） となった。 :一方，
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凶悪犯（殺人,放火，強盗及び強制性交等）は，平成24年から平成29

年までは減少傾向にあったが,平成30年に~且増加に転じた後，令和元
年Iま“6入､(同約'2％減）となった。 :
個別の事件を見ると，社会的関心を集める重大事件や,資質や家庭等の
環境に根深い問題を抱えた少年の事件が少なくない｡複雑多様な事件につ

いて,適正な事件処理が求められているといえる。
ヘ ． ．

第2家事事件関係

1 家事法の下における家亭事件の処理に関し運用上検射すべき事項

(1)癩事法施行の意稜 『
平成25年1月に施行された家事法は,.家族をめぐる社会状況や国民

の法意識の変化を背景に,当事者間の利害の対立が先鋭化し,解決困難
な紛争が増加しているという家事事件を取り巻く現状にふさわしい法的
紛争解決手続を実現しようとするものであり,家事事件の手続を現代社
会の要請に合致したものとするため,当事者等の手続保障に資する規定
を拡充するなどし,まだ,手続をより利用しやすくするための制度を新

1 0 、

設するなどしているb

家事法の下における家事事件の処理に当たっては,法め規定を遵守す
ることは当然の二‘とであるが"裁判官を始めとする各職員が,家事法が
制定された背景をしっかりと理解した上,塚事法の趣吉に則った運用の
実現に努めることが求められている｡
（劃家事法の下における家事溺停の運営

：家事法の施行は, :家裁の紛争解離能の強化を実現するための重要な
契機と位置付けられるところであり,各家裁においては,家裁の主要な

事件である家事調停の運営改善に取り組んでいる。
：家事調停の運営改善の取組においては,裁判官はもとよりj家事調停

委員,書記官,家裁調査官等の関係職種が,問題意識を共有脈それぞ
れの役割を適切に果た:していく必要があり，定量的，定性的両面からの

効果検証の視点を持ちながら， この取組を庁として継続していくことが

肝要と考えられる。このような観点から,協議会等においては,家事調
停における裁判官の効果的な関与の実現方法,裁判官と関係職種の果た
すべき役割を踏まえた書記官及び家裁調査官との合理的な役割分担や連
携の在り方,取組の効果検証の在り方,効果検証の結果を踏まえて取組
を修正し, これを継続Ⅲ定着させていくための課題といった点について

議論が重ねられてきており,家裁においては，関係職種間の連携をべ－

’ｽとした紛争解決機能の強化に取り組んでいくことが必要との意識が浸
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透しつつある｡

今後は，今まで積み重ねてきた総論的な議論を，個別具体的な事件の
中で:どのように実践していけるのかといった視点で検討を深めていくこ

とも重要であり,離婚調停事件や子の監護に関する事件など,裁判官の
リーダーシシプと函係職種との連携が強く求められる複雑困難な事件類

． ：．

型を意識しながら，更に取組を進めていく§ことが求められている． …

：また,新型ｺﾛﾅｳｲﾙﾇ感染症の拡大防止め観点からはう小規模の
室内で当事者と対面し比較的長時間にわたり事情聴取及び調整を行う従

前の調停の在り方をそのまま維持することは難しく"調停手続の利点を
生かしつつ利用者のニーズや生活様式の変化に対応寸る新たな,手続の在

．り方を検討・模索していく必要がある6

側家事法の運用上の鯖問題

申立書の写しの送付,子の意思の把握･考慮,電話.ﾃﾚピ会議,調
停に代わる審判(別表第二に掲げる事項Iとつき新設)等;家事事件の手
続に関し規定が新設されたものについてiま,それぞれ新設された趣旨等
を十分に踏まえた運用の定着に向げた実務が積み重ねられているところ

であるd

なお,家事事件に限らず,秘匿情報の適切な管理が課題とされており，
各家裁においでは, これを実現するための職種間連携の在り方を含めた
検討や実践が進められている6

垂後見関係事件及び財産管理人選任事件の運用見直し
（1）後見関係事件の運用見直しの現状 ；

：後見関係事件は,平成12年4月に現在の成年後見制度が始まって以

’来増加の一途をたどっておりj令和元年12月末日現在の管理継続中の

本人数は,約23'万3,000入に上っている（平成SO年12月末日
． ． ； 。 〃

時点は約22万7, 00.O人) 。また,政府が作成したオレンジプラン

によれば，我が国における認知症有病者数は令和7年には約7.00万人
《 ． ． ．

に上ると推計されており,:成年後見制度の利用者数は, .今後更に増加す
． ． ： ． ． ． ． ， 、 ． ． ソ

ることが見込まれるdこのような状況から，国民の成年後見制度に対す

る関心も高い状況にあり,近年,家裁においては,従前の制度運用がﾉ
－マライゼーション, 自己決定権の尊重,身上保護の重視といった成年

後見制度の趣旨に沿ったものとなっているかという視点で検討を重ねて

きた6 ."

とりわけj後見等監督の在り方については，後見人の裁量を尊重する
という制度趣旨を踏まえたものとなっているかという点について,現状

を客観的に検証した上で，実証的な視点を持って見直しが進められ，そ

3
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の結果,後見人が家裁に報告する事項を必要かつ十分な範囲に絞り込み，
家裁が審査すべき事項を明確にするどいった新たな監督手法が取り入れ
られたが，引き続き，新たな監督手法の定着に向けた取組を進めていく
必要がある｡今後は,成年後見制度の趣旨から在るべき後見監督の姿を，
検討するという取組の理念を庁として継承していくことが課題である｡：
園外部棲関との連携I=向けた取組

平成28年5月， ｢成年後見制度の利用の促進に関する法律」 (以下
「促進法」という｡〉が施行された｡同法に基づいて設置された｢成年
後見制度利用促進委員会｣においで,政府が雑する｢成年後見制度利
〆用促進基本計画｣ （以下「基本計画」という。 ）について盛り込むべき
事項について議論が重ねられた｡その結果,平成2.9年,月,市町村が
主体となって,権禾艤婁支援の地域連携ﾈジﾄﾛｰｸめ構築とその中核
:となる機関を設置することが望れい旨が記載された成年後見制度利用
促進委員会の意見書が提出され，政府は,同意見書を踏まえ;平成29j

年s月に基本計画を閣議決定し,平成29年度から,基本計画に沿って
制度の利用促進に関する取組が進められている。
、 ′基本計画の推進についてはj促進法に基づぎ成年後見制度利用促進、
専門家会議(以下｢専門家会調という｡ )が設置され,厚生労働省が

0 ． ．

事務局を担うかたちで平成S.O年7月から会議が開催されている。
。 。 ． 1 ．

制度の運用を担う裁判所としても;政府における取組を踏まえ,国民
にとって利用しやすい制度の実現に向けた取組を進めていく必要がある。

● . ｡ 『 ･ ･ 。

そのためには,後見等監督における運用の見直しに限らず；本人の生活
状況等を踏まえた適切な後見人の選任や,後見開始後の本人及び後見人
に対する継続的な支援といった点についても,制度の理念に沿った運用
の見直しを検討していく二とが求められる6また，裁判所内部における
取組のみならず,地域社会全体で後見人を支援することのできる豪境整
備， とりわけ§利用者の身近なところで福祉行政を担っている市町村等
やこれを支援する都道府県の関与が不可欠であり， また，市町村等が中
核的役割を担うためにも,身上監謹や財産管理において専門的な知見を
有する専門職団体が行政の取組に積極的に関与し,連携していくことが
重要と考えられる｡

匡の問題は関係機関等どの間の協議.運営を必要とする重要課題とし
て司法行政的な対応を要し,事務局が事件部と一体となって庁全体で取
組を進めていく必要があることから，平成29年度,‘平成3○年度に引
き続き，令和元年度も7月に最高裁において後見関係事件事務打合せを
開催した6同事務打合せにおいては〃①中核機関の設置に向けた自治体
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の取組とそれに対する家裁の連携の在り方，②基本計画を踏まえた裁判

所の運用の改善に向けた取組,③後見人等による意思決定支援の在り方

についての指針の策定,④裁判所の取組等を迅速かつ円滑に行うための
態勢などについて意見交換等を行った｡前記②に関L)家庭局と日弁連
等の専門職団体との間で，基本計画を踏まえた後見人等の選任と報酬付・

与の在り方について継続的に協議を重ねている｡基本計画を踏まえた後
見人等の選任の在り方については家庭局と専門職団体との間で認識の共
有に至り,報酬付与の在り方については専門職団体からの意見を踏まえ,
各家裁において今後の運用について具体的な検討を行うことについての

理解を得て,各家裁での検討を行う際の参考どなる資料を添付した家庭
局第二課長書簡を平成31年'月に発出した。まだ，家庭局と専門職団
体との間で,親族後見人に対する支援という観点から後見監督人に期待

される役割についても，今後の検討の基本となる考え方がおおむね共有

されたので,その内容について記載した家庭局第二課長書簡を令和元年
8月に発出した｡現在,各家裁において襯族後見人支援を中核に据え
た後見人選任の運用の検討を進めるとともに，後見人等が行った事務の

内容等に応じて報酬を付与するという考え方に基づき,大規模庁におけ

る検諦況を参考としながら"新たな報酬算定基準の検討が進められて
いる。 ：

令和元年度は,基本計画の対象期間である5年間の中間年度であり,′
各施策の進捗状況を踏まえ,個別の課題確理9検討を行う中間検証が
行われた｡令和元年5月に開催された専門家会議(第3回)においては,
基本計画に盛り込まれている施策の進捗状況についての報告がされだほ
か,2021年度末までに達成すべき数値目標(KPI)が設定された．

また,専門家会議において｢中間検証ﾜｰｰｷﾝ〃ﾙｰプ｣が設置され, ：
令和元年,0月か'ら同年,:之月にかけて; 4回にわたり,施策ごとに中
間検証に向けた意見交換が行われた後，令和2年3月，専門家会議にお

いて,中間検証報告書が取りまどめられ,成年後見制度利用促進会議に
報告された。このような状況も踏まえ，成年後見制度の利用促進に向け
た地方自治体等における実践的な検討や取組が進められることが予想さ

れる中,家裁も地方自治体や専門職団体等の外部機関と十分に連携し，
促進法及び基本計画において家裁に求められている役割を果たしていく
ことが求められる｡､ 、

成年後見制度で利用する診断書については,財産管理能力の確認に偏

り過ぎているという指摘を踏まえ,判断能力についての医師の意見欄の
表現を見直すなどの改定を行うとともに,福祉関係者が有している本人
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の生活状況等の情報を医師に伝え,より的確に診断を行ってもらうため，

平成3，年4月から，新たに｢本人情報ｼｰﾄ」を導入した。
③不正防止に関する取組

， 平成3,年,月から令和元年12月までに家庭局に報告された後見人
等による不正事案は201件,被害総額は約11億2,000万円で，

前年と比べて減少したものの(平成30年1月から12月までに報告さ

れた不正事案は25o件,被害総額は約n億3,000万円);なお社
会的に許容される水準とはしiいがたい状況にある｡
不正対応については,平成23年以来,各家裁において，不正対応時

の緊急事務処理態勢の確立に向けた取組が進められておりj!一定の成果
を上げつつあるように思われるが,今後も引き続き不正対応の重要性等
について注意を喚起し,更なる不正被害を防止するために必要かつ合理
的な措置を迅速に講ずることの重要性を圭分に認識した運用を徹底する
ことが必要である6

また，後見制度支援信託については，平成24年2月から令和元年1

2月末日までの間に， 2万6, :1.91件が契約締結に至っており,支部・
出張所における利用件数も徐々に伸赦きている。 『
さらに,基本計画の閣議決定を受けて,一部の地域金融機関において；
後見制度支援預貯金の取扱いが開始された6同預貯金を取り扱う金融機
関は徐々に増えておりぅ平成30年鯛から令和元年12月末日までの
間に1, 867件が契約締結に至っている。今後はi同預貯金を取り扱

う金融機関が更に増加することが予想される。
後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金のような不正防止効果のあ

る金融商品については,更なる利用拡大に向けた各家裁の取組が期待さ

れる｡ － ， ．
側財産管理事件の処理について

財産管理事件の新受件数に関款る過去10年の動向を見ると，不在者
財産管理事件については》 8,:OOO件前後で推移しているのに対し"
相続財産管理事件は,年々増加を続け,令和元年には2万1， 751件

とZM, 10， 10年間で約1， 5倍となった。 ，

;財産管理事件において,定期的に財産状況を確認することの必菫性や羨
特に相続財産管理事件において,管理終了に向けて計画的に清算手続を
進めるため,管理人に対する助言や働き掛けを行うことの重要性につい

ては,従来から強調されてきたどころであるざまた,財産管理上の問題
を把握した後は, -後見関係事件と同様に，財産の流出を阻止する措置を

迅速に講じることが求められている｡

6．
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平成30年11月から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別

措置法(平成30年法律第49号)が一部の規定を除き施行されているb

同法には,所有者不明土地を適切に管理するため特に必要があると認め

るときは,国の行政機関の長叉は地方公共団体の長が,家裁に対じ；財

産管理人の選任を請求できるとする民法の特例が定められている｡今後，
国の行政機関の長等からの財産管理人選任事件の申立てが増加すること

が予想されるところであり,事案の性質に応じて，適切な運用を行うこ

とが求あられて1､る。 ：

s人事鯨舩察件の適正かつ迅速な審麗
‘ 家裁に人事訴訟が移管されて'6年が経過した。その間未済事件は，
平成加年以降,年々増加し,平成23年'2月末時点で'方件を超える
状態となっていたがj,平成24年以降， 。, ．700件前後で推移している。

‐ ‐ ． ； ・ ・

．また，既済事件の平均審理期間は長期化する傾向にあり，令和元年の平

均審理期間は'3． 2月であったb未済事件の平均審理期間も，平成24
年は若干短縮したものの，平成25年以降は長期化傾向に戻っていること

からすると，平均審理期間の長期化の原因を長期未済事件の優先的な処理

に求めることは難しいと考えられる。 ・
申 ◆ も ･ ． ● ．

なお,令和元年の既済事件の平均審理期間は,地裁で処理していた当時
(平成15年）よりも審理期間は約3.9月長くなって心､る。また，財産

分与の申立てがある離婚の訴えでは,争点整理期間を中心に年全審理期間
が長期化しており (平成20年は13． 0月，令和元年は17． 0月) , ､

財産分与に関する合理的かつ効率的な審理の在り方等について検討するこ

とが必要であると指摘されている。さらに，財産分与の申立てがないもの

についても,審理期間が年々長期化していること(平成20年は9.･4月，
令和元年は’1:｡4月）を直視した上で,その原因分析及び対応策の検討

が重要であると考えられる。

4国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の
運用 ；

国際結婚が破綻した場合等において，子が国境を越えて不法に連れ去ら
れた際に，迅速に常居所地国に子を返還すること等を定めた｢国際的な子
の奪取の民事上の側面に関ずる条約｣が,:平成26年4月,日本について
効力を生じ,その国内実施法(平成2S年法律第4S号)及び実施規則(平

:成25年最高裁判所規則第5号)も施行された｡…
子の返還申立事件の第一審専属管轄を有する東京家裁及び大阪家裁並び

に抗告審裁判所である東京高裁及び大阪高裁においては，適切な運用の確

立に向けた取組がされており｡，これまでのところ，円滑な事件処理がされ
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ているところである。東京・大阪以外の家裁に係属する親権者の指定若し

くは変更又は子の監護に関する処分につ味での審判事件及びこれらの抗告
事件においても,一定の場合には，上記実施法及び実施規則の適用がある

《ところであり， この点については留意が必要である。
5最近の立法の動向について

(近時成立した法律について）

制)児童虐待対応に関する児童福祉法等の改正
児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律
が，平成SO年4月に施行きれた｡ ・

との改正により,①朧法28条の審判事件においで家裁が都道府県
に対して保護者指導措置を行うよう勧告できる場面が拡大し,②保護者
の意思に反して2か月を超えで引き続き一時保護を行おうとするどきご
とに家裁の承認審判を必要とずる制度が創設された｡, 、

また､との改正法の附則第4条において,政府は,施行後3年を目処
として,改正後の法律の施行状況等を勘案し,改正後のそれぞれの法律
の規定について検討を加え;その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとされたことなどを受け,厚生労働省や法務省との協議が行われてい
るところである。“

②国隙裁判管轄に関する規律等の整備

人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄に関する改正法が,平成3●
n年4月に施行された｡

この法律の主な内容は，①人事訴訟法の一部を改正し,人事に関する

訴えについて日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるどともに，

②家事事件手続法の一部を改正して,家事事件について,その申立てに
係る事件の類型ご丑に日本の裁判所が管轄権を有する場合を定め,③民
事執行法の一部を改正して,外国裁判所の家事事件における裁判1こつい
ての執行判決を求める訴えについて,f原則として家裁が管轄することを
定めるというものである。

側成年年齢の引下げ

民法の成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部改正法が，平成SO

年6月に成立し;公布された｡この法律は,一部の規定を除き，令和4
年4月1日から施行される｡

家事事件において，成年年齢引下げ後に影響が及ぶものとしては,親
権喪失事件,親権停止事件,管理権喪失事件,親権･管理権辞任許可事
件,未成年者を養子とする場合の養子縁組許可事件ｳ離縁後の未成年後

見人選任事件,離縁後の親権者の指定事件,未成年後見人選任事件,親
8
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権者の指定・変更事件などがある。

側相銃法制の見直し
相続に関する規律を見直す改正法が,平成SO年7月に成立し,公布
された｡この法律はう配偶者居住権を除く主な規定につき令和元年7月
に,配偶者居住権については令和2年ﾕ月’日にそれぞれ施行されたd :
この法律の主な内容は,①配偶者の居住権を保護するための方策②

遺産分割に関する見直し等（配偶者保護のための持戻乙免除の意思表示
の推定規定や仮払い制度等の創設・要件明確化等） ，③遺言制度に関す

る見直し（自筆証書遺言の方式緩和や自筆証書遺言に係る遺言書の保管
制度の創設等） ，④遺留分制度に関する見直し,⑤相続の効力等(権利
及び義務の承継等)に関する見直し,⑥相続人以外の者の貢献を考慮ず
，るための方策である｡

法改正を受けて，家事事件手続規則の岸部が改正された。 ：

⑤執行法嗣の見底し：
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施

に関する法律がj令和元年5月に成立し,公布された｡この法律は,ｰ
部の規定を除き令和2年4月1日に施行された｡･ “

”この法律のうち国際的な子の返還の強制執行に関するものの主な内容
は,①間接強制の前置に関する規律の見直し,②債務者の審尋に関する

･ ・ ｡ . 、 0 0 ． Q

規律の見直し，③子と債務者の同時存在に関する規律の見直し，④債務

者の占有する場”外の場所における執行官の権限等に関する規律の見
直し,⑤子の身上の配慮に関する規律の新設である｡民事執行法につい

ては国際的な子の返還の強制執行と同内容の規定が設けられた｡なお,
この法律により，債務者の財産状況に関する情報取得手続力噺設され,

養育費の権利者も,金辮関等から預貯金債権情報を,市町村等から給
与債権情報を,それぞれ取得できるごとになり,強制執行を行いやすく
なった｡

法改正を受けて,民事執行規貝吸ぴ国際的な子の奪取の民事上の側面

に関ずる条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等
に関する規則等の二部が改正された。
⑥戸籍法の改正 ： ,

戸籍法の一部を改正する法律が,二部の規定を除き，令和元年6月に
施行された。

この法律の主な内容は,マイﾅﾝバｰ法による情報連携により，弓定
の行政手続における戸籍証明書の添付省略を可能とするとともに，戸籍

の記載事項の正確性を担保するための規定を整備することなどである。

9
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家裁実務に影響のある事項としては，戸籍訂正の要件の明確化が行わ
れた｡

（刀中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の改正

中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経菅強化法等の
一部を改正する法律が,--部の規定を除き,令和元年'ケ月に施行された｡
家裁実務に影響がある事項としては,中小企業における経営の承継の
円滑化に関する法律に規定する遺留分に関する民法の特例の対象が,個
人事業者の経営承継に拡大された6 ：

｡｡ 、

法改正を受けて；家事事件手続規則の一部が改正された。
⑧成年被後見人等の権利制限（欠格事由)の見直し

成年被後見人等の権禾Iの制限に係る措置の適正化等を図るための関係
怯律の整備に関する法律が,令和元年6渇に成立し,公布された。この
法律は;.条文によって施行日が異な;り,令和元年6月14日,同年9月

ユ4日,同年12月1日,同月14日に分かれて施行された。

この法律はﾀ成年後見制度の利用め促進に関する法律に基づく措置基
して，成年被後見人及び被保佐人を資格,職種,営業許可等から〒律に
排除する規定について， これを削除したり“心身の故障等の状況を個別
的実質的に審査し,必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定）
を整備したりすることなどを内容としている｡ :

． ． ・ ・ 1 ．

また，会社法並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にお

ける取締役等の欠格条項が削除されるなどの規定が設けられた会社法の
一部を改正する法律及び会社法の宇部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律が,令和元隼'2月に成立し,逃布された。
ごれらの法律は， ‐－部の規定を除いて，公布の日から起算して1年6月

を超えない範囲内において政令で定める日から施行きれる。
側特別養子縁組制度の改正

特別養子縁組制度の改正を内容とする民法等の二部を改正する法律が，

令和元年6月に成立し,公布された｡この法律は,:-部の規定を除き，
令和2年4月1日に施行された｡ ・

この法律の主な内容は,①養子となる者の年齢要件等の見直し及び②

2段階の手続の導入等,特別養子縁組の成立の手続に係る規律の見直し
である。

法改正を受けて,家事事件手続規則のｰ部が改正された。
(法案の提出が検酎されているものについて)

側登寵制度‘土地所有権の在り方の見直し

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が，平成30年

10
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11月に施行され，土地収用法の特例などとどもに，所有者不明土地を

適切に管理するため特に必要があると認めるときは，国の行政機関の長
又は地方公共団体の長が，家裁に対し,不在者財産管理人又は相続財産

管理人の選任を請求できるとする民法の特例が定められた6

また，政府は,所有者不明土地問題の解決に向けた取組を加速してお

り，平成29.年10月から,登記制度･土地所有権の在り方に関する研
究会が開始され,平成帥年2月に研究会の報告書が取りまどめられた°
これを受けて,同月の法制審議会第183回会議において,相続等によ
る所有者不明土地の発生を予防するための仕組み及びこれを円滑かつ適

正に利用するための仕組みを整備するために必要な方策につし$て諮問が
行われ,同年3月から法制審議会の民法･不動産登記法部会において審
，議が行われている。

:令和元年’2月に民法･不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改
”正に関する中間試案が取りまとめられ,令和2年1月から3月にかけて

． 1

パブリック・コメントの手続が行われた｡中間試案では，民法等の見直

､じとして,'財産管理艫,共有制度,遣産分割制度の見疎などが検討
されている｡民法･不動産登記法等の改正に関する法案についてIま,令
和2年中の国会に提出される予定となっている｡, ・
W1)民法の鏑出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定零の見圃

. . ･ ･ j . . ･ .. .

し

いわゆる無戸籍者問題解決に向けた取組の一環としてゥ平成30年1

⑥､月から．嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会

が開催され,嫡出否認の訴えの提訴権者の拡大#や出訴期間の見直Lなど，
嫡出推定制度に関ずる論点のほか，生殖補助医療によって生まれた子に：

関する親子震係の整備等について議論がされ,令和元年7月に研究会報
告書が取りまとめられた。

また,同年6月に公布された児童虐待防止対策の劉上を図るための児
童福祉法等の=部を改正する法律においてう政府は施行後2年を目途に

懲戒権について定めた民法第822条の規定の在り方について検討を加

え，必要があると認めるときは,その結果に基づいて必要な措置を講じ

るものとされたことを受け,伺屈力斗ら監護権の規定の在り方に関する研
究会で議論がされ,.同年7月に研究会報告書が取りまとめられた。

同年6月に開催された法制審議会第184.回会議におし｛て，民法の嫡

出推定制度に関する規定及び懲戒権に関する規定等の見直しについて諮

問され；同年7月から法制審議会難$(親子法制)部会において,調査・
審議が行われている｡
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伽親権に関する規定等の見直し

平成23年民法改正においては,･親権制度の見直しに併せて,民法7

6;6条に養育費や面会交流等が例示されたが,父母の離婚後等における
養育費及び面会交流の確保については，政治的にも関心が高い状況が続

いており,同改正の附帯決議においても離婚後の共同親権の可能性を含
めた検討が求められている。

．： ． ． 、

令和元年11月より,家族法研究会において，離婚後の親権行使の在
り方を含む家族法の課題についての議論が始められた｡

第3g･ 少年事件関係

1少年審判の機能の更なる強化

再非行少年の割合は,依然として高い水準にあり》少年刑事司法全体

：の再非行防止機能について'これまで以上に厳しい目が向けられており，

家裁としては，少年審判が果たすべき役割を再認識し,その機能を充実6
強化する必要がある。

かかる観点からすると,決定機関である家裁としては,家裁調査官Iこ
おいて；非行のメカニズムを分析して少年の再非行危険性を的確に評

価しウニれに基づく論理的で客観性の高い処遇意見を形成して,これを
踏まえて裁判官がより適切な処遇選択を行うようにしていく必要があ

る°そのためj家裁調査官が行う社会調査につﾚﾈで,裁判官と'も共通語，
識を持ちつつ,行動科学の最新の知見に基づく統一的な分析枠組みを
踏まえた客観的かつ実証的なものとすべきであり，その実現に向けた
取組が進められている。

また,家裁には,適切な決定をすることのみならず;決定に至るプロ
セスにおいて教育的機能を発揮するごとも求められている。これを踏
まえ“各庁においては；家裁調査官が個別面接の中も行う保護的措置
（教育的措置)を含めて，少年が抱える特性や問題点に応むた保護的措
置(教育的措置)のプログラムが偏りなく設けられているかについて検

証しj必要に応じて見直しを行うなどの取組が進められている。

2手続全体における事務処理の在り方の検鉦.見直しの必要性
少年審判の機能を十分に発揮するためには,調査段階のみならず，家裁

送致から終局決定まで;更には,決定後を含悉手続全体において事務処理
が適時適切に行われる必要があり，かかる観点から,手続全体における事

務処理の在り方について不断の検証,見直しが求められている。
とりわけ,再非行防止の観点からは,少年の非行性が深刻な段階に至っ
ていない在宅事件についても，少年審判の機能を十分に発揮することが必

12

イ

I



〃

要と考えられる。

3‘被害者の審判傍聴制度等の運用

被害者等の審判傍聴制度はj平成20.年1;.2月から施行されたが， これ

まで,通用において大きな問題は生じていない。二れは,各職員が慎重に

運用に当たってきた結果であるといえる｡特に傍聴対象事件については；
今後も引き続き,被害者等の心情に配慮しつつも審判の本質的機能である
教育的機能を十分に発揮するという法の趣旨に則った運用をするため,不

断の改善に取り組んでいく必要がある。

傍聴対象事件については万全の態勢を整えて対応する必要があるが,既
に各庁に配布されている平成22年度司法研究｢少年審判の傍細度の運
用に関する研究」ではジ課題として，対応の質を落とさずに態勢の合理化

を図っていく必要があること，傍聴を実施する審判を適切に運営するため
には合議体によるべき場合が多し､と考えられるが，一部の庁を除き， ･合議

､体による審理が低調であるため;喜案に応じ秘要な場合には積極的に合
議体による審理(その前提としての回付を含む｡ )を行うようにする必要

． ． ． ． ： 、 、

があること,特に身柄事件は原則としで受理後4週間以内で最終審判をし
なければならず,事件受理後に合議や回付の検討を始めるのでは遅きに失

することがあるため,あらかじめ;どのような場合に裁定合議決定をする
か，また, :支部から本庁に回付するかなどについて庁内で検討して申合せ

． ． ． ． ． ： ． ・

等で決めておく必要がある旨が指摘されている｡この指摘は現在において

も妥当ずるものであり>庁として態勢整備に向けた取組を締ていくこと
が求められている。

令和元年における傍聴制度及び説明制度の実施状況は,傍聴につぎ許

可20件(37人) ,説明につき， 申出294件(実施280件)であづ
たj

4銭量による團選付添人制度等の適切な運用
裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大等
を主な内容とする少年法の一部を改正する法律が,平成26年6月から施
行された。

改正少年法の下における裁量による国選付添人制度の運用については,
国選付添人の必要性判断をj立法の経緯や制度の趣旨を十分に踏まえて適

切に行うどともに,選任過誤や選任遅滞を防止するため,普段から各庁の
実情を踏まえて事務処理態勢を見直したり，職種間の連携を強化したりす

ることが極めて重要と考えられる｡
5最近の立法作業の動向について

少年法適用対象年齢の引下げに関する臓瞼 ‘
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少年法適用対象年齢を含む若年者に対する刑事法制の在り方全般につい
て検討するため,､平成27年11月から平成2B年7月にかけて,法務省

B b b ｡ ◆ ｡ e

の暗年者に対する刑事法制の在り.方に関する勉強会」においてヒアリン

グが行われ,同年’2月，勉強会の内容を取りまとめた報告書が公表され
た6同報告書にほ,年齢引下げについて示された意見の概要とともに，引
き下げられた場合の若年者に対する刑事政策的措置が記載されている｡ :こ
の検討結果も踏まえ，平成29年2月に開催された法制審議会総会におい

6 。 ・

てj少年法における｢少年」の年齢を'8歳未満とすること並びに非行少

年を含む犯罪者に対する処遇を菫層充実させるための刑事の実体法及び手
続法の整備の在り方並びに関連事項について諮問が訓るどともに,少年
法･刑事法(少年年齢･犯罪者処遇関係)部会の設置が決定され,同年3
月から,同部会において,諮問事項に関する審議が行われている;"
…諮問事項については;各論点の意見交換がされた後,審議の進め方につ
き,少年法適用対象年齢の引下げを議論する前提どして,犯罪者に対する
処遇の議論を進めることとされた｡ ．，

その中で，家裁に関係載る議論としては》ゞ罪を犯した’8歳及び，9歳

や者に対し,家裁におげる現在の少年審判手続ど類似の手続を行うものと
する制度の導入がある6 ：

:從前の議論で猛,此較的軽微な罪を犯して起訴猶予となった者を家裁に
送致して, この制度の対象とすることが検討されてきたが，第2，回（令

和元年’2月9印の会議哩降,､その対象者の範囲を拡大する案について
も議論が進められている｡具体的には,､弓定の事件については検察官が家
裁の判断を経ないで公訴を提起することができるものとし，それ以外の事

件では全て家裁に送致しなければならない射る案と,全ての事件を家裁
に送致しなければならないとする案であり， これらの案につき今後更に議
論される予定である｡‘

少年法適用対象年齢の引下げについてはj少年事件の処理や家裁調査官

制度はもちろん,裁判所全体に与える影響が極めて大きい問題であるため，
今後の動向を注視していく必要があるb

なお,平成28年e月から施行された公職選挙法等の一部を改正する法
律の附則には,選挙犯罪等についての少年法の特例として;家裁は,当分
の間, 18歳以上20歳末満の者による選挙犯罪等のうち連座制に係る
事件について，その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと
認める場合には,少年法加条頓の決定(検察官送致決定)をしなけ
ればならない旨が定められるなどしている。これらの規律に関する運用の

在り方睦個別の事案に応じて判断されるべき事項であるが；その立法趣
14
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旨を十分に踏まえることが求められる。

また,前記の公職選挙法の一部改正により，満’8歳以上め者が投票で
きることとなったため，家裁に係属中の少年についても’対象となる少年

の選挙権の行使に支障が生じないように取り扱われる必要がある｡補導委

託中の少年に関しては，家裁と'しても，補導委託先に対し,必要な情報提
供や注意喚起を行っておく必要があるものと考えられ， これに関して,平
成2S年6月29日付け家庭局第一課長事務連絡｢補導委託中の少年の選
挙権の行使に対する配慮について｣を発出しているb

第尋家裁鯛査官関係

1家裁鯛壷官の役翻・機能。

(1)検酎の必要性 】

家裁調査官は,これまで,時々の事件状況や家裁の態勢に応じて,:様々
穂務を担ってきた6しかし,近年,社会情勢の変化や相次ぐ法改正を
受けて;家裁における事件処理の在り方が大きく変わろうとする中で，
家裁の機能をより充実させるために；家裁調査官が担うべき役割，機能

を改めて検討することが求められている。家裁調査官の合理的かつ効果
的な活用については,その役割.機能を明らかにした上でｳ各庁の事件
動向事務処理態勢等の実情を踏まえて検討する必要がある。
②家裁鯛査官の役割･機能
家裁調査官'三関しては,家裁に設置された趣旨とその職務の法的根拠
から,その職務の根幹は,行動科学の知見及び技法等を基盤として,事
実の調査と調整を行うことにあるといえる。具体的には,家裁調査官に
は,職的視点からだけでは適切な判断や解決方針を示せない場合に,行
動科学の専門的知見をいかして、必要な事実を収集しゥ収集した事実を

的確に分析･評価して客観的で科学的な裏付けを伴った将来予測を含む
意見を提峨るとともに(｢行動科学の知見等に基づく事実の調査｣汎
そのような分析.評価の結果に基づいて当事者,少年等に対ずる働き掛
けや関係機関どの間での調整を行う([行動科学の知見等に基づく調整j)
といったことが要請されている｡これを踏まえて，家裁調査官の中核的

な役割機能ぱ｢行動科学西知見等に基づく事実の調査と調勤である
と整理されている。

2今後の際題: ：

家裁の機能をより充実していく．ためには，裁判官をリ曽グーとするチー
ムとして関係職種がそれぞれの役割d機能を発揮しつつ,協働していくこ
とが重要である｡そのためには,家裁調査官が行動科学の知見を活用して

15 ’
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家庭事件の処理にいかに貢献できるかという観点から,その職務の具体的
な内容について,まずは家裁調査官の中でよく考え,それを基に，裁判官
等の関係職種と踏み込んだ議論や検討を継続的に行うことを通じ,家裁調
査官の役割･機能についての共這認識を形成するとともに,役割‘機能を
発揮することが求められる分野(事件)において質の高い事務を確実に行
う態勢を整えることｶﾐ肝要と考えられる。．

第5家裁の裁判官の役割

家裁の裁判官には,個々の事件を適切に処理することはもとより,書記
官のほか"家裁特有の家裁調査官；調停委員参与員等の多様な職種に対
するﾘｰダｰｼｯプを発鐵て室れらを統括し,組織としての家裁の運営
にも積極的に関与する役割が求められる｡すなわち,裁判官は,まず何よ
りも;個々の事件の処塞において主体的に各職種をﾘｰドする姿勢で取り
組むことが必要であり,そのためには,事件の内容や特色を早期に的確に
把握して審理方針と見通しを立てるという他の裁判所の裁判官と変わらな
い役割が求められる三とはいうまでもない｡書記官に対してば進行管理
『上の留意点や法的調査の在り方等について適切な指示を与えるとともに1
家裁調査官に対しても，的確に調査の要点を伝え,調査の進行中も常にそ
の動向に配意し,中間的な口頭報告を求めるばかりでなく主体的にケース
カンファレンスを求めていくことなどが必要ど考えられるざ
さらに〆家事調停事件においてI土裁判官が実質的かつ効果的I=関与す． ：．

ることが必要であり,例えば,調停委員の指定や調停期日の指定について
も意を用いるほか;解決方針の策定やそれに基づく合意形成に向けた働き
掛けを行うために,評議を積極的に行ったり,必要に応じて調停期日への
立会いを符ったりするなど,調停委員任せにすることなく,手続の主宰者
として調停運営を中心となって進めていくことが重要である｡ ．
また,裁判官には,個々の事件処理の面にとどまらず,司法行政的な側
面でも,庁としての事件処理態勢の整備改善や関係機関との連携の蓋化I=
主体的に取り組み, さらに；入間関係の面でも，信頼関係を築き連携を円
滑に行えるよう組織の~体化を図っていくことも求められる｡例えば,新
規立法や法改正に伴う事件処理態勢の構築事件処理要領の改定，事件の
類型に応じた細則策定の要害の検討手続選別(ｲﾝﾃｰｸ)基準の見直
し,長期未済事件の処理方針の策定,少年や保護者に対する保護的措置の
在り方など,各種事件処理の在り方に対する各職種の共通認識を深めるた
め,他の職種を交えた検討を主導することなどが求められる｡また,対外

． ォ 申 ﾛ ･・

的にも，福祉機関捜査機関，執行機関などの関係機関との協議会の運営
’ 16
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などにも中心となって積極的に関与することが望まれる。
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令一禾口2年度一ﾀ副受会言十歳入歳f士I予一算

貢●
一

今對

一般歳.出の主な内容

社会保障関係費，文教及び科学振興費,防衛関係費，公共事業関係費及びその他の事項経費等がある。
裁判所予算は「その他の事項経費」に含まれる。

(参考）
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】

区 分 前年度予算
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令和2年度一般会計歳出･賎入の構成
’ 一 口一舎二一 一‘. △ 言．

一

一般会計歳出 一般会計歳入
(単位:億円）

国債椀

233,515

(2”％）

利払費等
84,2”
（82％）

社会保障

358,曲8

（”.9粥）

、【358,121】

債務償迂■

149,316
（14"5“）

〕一・ －－

一般会計、
歳出総額 基礎的財政収支

対象経畏

793,065

（77.3％）

1775,276】

． 1,026,580

{100.0%)

〆巽P8'79'】

法人税
120,6”

(11.8鈴）

その他

99,605

(9.7％）

【91'1857】

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
４

租税及び印紙収入

6350130

〔819％）

ノ

防衛

53,133 地方交付税

交付金等

159,093

（15.4％）

（52％）
【52625】

、！

9,840(1.0%)[9,832】
9,495(0.9%)[9,m8]

5,123(Q5％）

1,750(Q2%)

1卿753(Q2%)[1,723】
R66.645(6.5%)[59,422】

5.皿(05％し

食料安定供給『

エネルギー対策
経済協力 ，
恩給
中小企業対策
その他の事項経
予備費

※｢基礎的財政収支対象経費｣とは､歳出のうち国債費を除いた経受
のこと｡当年度の政策的経費を表す指標。
※｢一般歳出｣(＝｢基礎的財政収支対象経受｣から『地方交付税交付
金等｣を除いたもの)はも634.972(61.9%)【617,184】

【
簸
誰
い
】

(注1）計数については､それぞれ四捨五入によっているので､端数において合計とは合致しないものがある。
(注2)一般歳出※における社会保障関係費の割合は56.5％。
(注3)【】内は臨時b特別の措置を除いた計数。



一般会計歳出の主要経費の推移
一軍….雫一・孑斡一､垂←和一一
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0

昭和55年度 ｜ 平成2年度 平成12年渡 令m2年度
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【
惑
錘
“
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(注1》平成12年度までは決算､令和2年圏撤府案による．
(注2） 令和2年度の針数は､願･特B肋措置に係る計数を畭し庇もの．
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公債残高の累増
｝

,,0of兆円）
一~ー~一一一｝

繭‘躯’

I

l

l
一般会計税収の約14年分に相当
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一般会計税収歳出総額及び公債発行額の推移
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※地方交付税交付金等については「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求b義務的経費については、国勢調査に必要な経費の増等について加減算。



【資料7】

一般経費の内訳

物件費

372億円(11％）

裁判の運営に直接必要となる経賓(裁判費>等
の義務的な経費のほか.庁舎維持管理経費等,
固定的ないし他動的経費が多くを占めている。

人件費
2724億円（84％）

施設費

170億円

(単位：億円）

元年度
予算額

2年度
予算額

増▲減額

14

1

人件賛 2,711 2,724

物件費 370 372

施設賛 175 170 ▲5

今
ロ 計 3,256 3,266 10

L－

(注）四捨五入等の理由により，端数において計数が合致しない場合がある。

P

I



物件費･令和2年度予算額
裁判員係集麹曇壁■

特別送達料 〈録音反訳等） 事審用■晶整循負6値円 5値円
5億円象判■係煽晶及

び資料整備負
、徳円その他【刑事補■金(6.4億円)・

賠償侭遼及払戻金【2.9侭円)】
その他(研修■係経受辱）

3億円

(目

【
澱
謹
巴

(注)四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない塙合がある。



ト

【資料9】

I

庁舎維持管理等経愛の推移
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【資料10】

1

裁判所予算額 （当初）歴年比較

TP異内訳の剖台は，そ湘

3年度及び平成17年農
4隼磨吐一 Fの紬1F雷同

ぞれ凹箔五入に

瞳判所予撞内駅【
◎の~で合計でlU0．0になら;

寵殴善には改重椎准公共搾箇

年度 国の予算総額 裁判所予算額

国の予算

に対する

割合(％）

裁 判 所 予 算 内 訳

･人件費 割合

(％）

施設饗 割合

(％）

裁判費 割合

(％）

その他 割合

(％）

予備経費 合
ｊ
割
桃

30 991,457‘523 9.176.320 0.926 6,630.456 72.3 580.633 6.3 1.205.375 13.1 751.856 8.2 8.000 0.1

40 3;668.080.318 27,827億303 0.761 21,409,3“ 76.9 2595,“5 9.3 2,074,410 7.5 1.740.104 6.3 8.000 0.0

50 21,288,800‘073 123,644,701 0‘581 107.990‘266 87.3 6‘513,851 5.3 3.697,221 3.0 5‘435,363 4.4 8‘000 0.0

60 52.499｡“3,415 218,392.283 0.416 192‘897.953 88.3 7,771.259 3.6 8,815,337 4．0 8,899,734 4.1 8,000 0.0

61 ･54.088.643.440 ･229‘790,264 0.425 203.425,521 88.5 7,926.029 3.5 9,202’099 ､4.0 9,228,615 4.0 8"000 0.0

62 54,101‘019.241 235.547..066 0.435 208,536,314 88.5 8.180.526 3.5 9,371‘980 4.0 9‘450,246 4.0 ､8‘000 0.0

63 56.699,713.560 240.847,032 0,425 212,286‘408 88.1 9,535‘ 138 4.0 9.378.004 3..9 9,639,482 型.0 8.000 0.0

平成元 60.414;194.091 248,841, .410 0,412 219,223.721 88.1 10,303,727 4.1 9.4816604 3.8
p ●

9‘824.358 3.9 8‘000 0．．0

2 66.236,790.811 257‘403.727 0.389 227,030,587 88.2 10.467.151 4.1 9.497.783 3.7 10..400,206 4.0 8,000 0.0

3 70.347.419, 1“ 267,512,060 0.380 235,859,287 88.2 11’121,967 4.2 9,545‘786 3.6 10,977.020 4.1 8,000 0.0

4 72.218,011,260 277.672,580 0.384 244,993.228 88.2 11,651.591 ､4．2 9.587‘976 3.5 11‘431.785 4.1 8‘000 0.0

5 72.354,824,310 283‘898‘974 0.392 248‘691‘861 87.6 12‘142‘591 ･4.3 10‘404‘035 3.7 12.652.487 .4．5 8,000 0.0

6 73.081.669.430 288.319,798 0.395 250.670.580 86.9 12,503,972 4.3 12.159.222 4.2 12.978,024 4.5 8.000 0.0

7 70,987;120,301 295,047,940 0.416 254,9認?976 86.4 13.191.629 4.5 13,558,955 4.6 13.315.380 4.5 8,000 0.0

8 75,104.923.815 305,285,978 0.406 261,872.110 85..8 13.991.210 4.6 15.162.163 5,0 14.252,495 4.7 8.000 0.0

9 77,390,003,705 310.787,900 0.402 263,782,261 84.9 14.767‘352 4.8 16.976,870 5.5 15,253‘417

ａ
Ｙ
Ｄ
。

4.9 8,000 0.0

10 77.669‘179，091 310,228,613 0.399 265,353‘662 85.5 11,910.743 3.8 18.168.711 5.9 14,787,497 4.8 8‘000 0,0

11 81,860'122,402 318,406.357 0.389 272.624.053 85.6 12.173,419 3.8 18,714,022 5.9 14,886,863 4.7 8,000 0.0

12 84987,053‘259 318.665.895 0.375 271,464.306 85.‘2 12,343‘096 3.9 19,168,568 6.0 15‘681.925 4.9 8,000 0.0

13 82‘652,378,963 319.785‘378 0.387 270,395’835 84.6 14,092,570 4.4 20,629,261 6‘5 14‘659.712 4.6 8，000 0.0

14 81.229‘993.005 317,103,560 0.390 270‘590,561 85,3 10,650,000 3.4 21,007.501 6.6 14.847.498 4.7 8,000 0.0

15 81,789,077‘666 317,831’163 0.389 270,318‘375 85.1 10,297.000 3.2 21.937.520 6.9 15‘27q268 4.8 8,000 0.0

16 82,110,924.617 315.627‘056 0.384 267,553.858 84.8 9,263,.778 2.9 23,510,266 7.4 15,291;154 4.8 8.000 0．0

17 82.182,917.678 325‘948‘805 0.397 ､270.905‘816 83.1 12‘613.039 3.9 26,274,789 8.1 16,147.161 5.0 8,000 0.0

18 79.686,024.221 333,106,391 0．418 271,238,923 81，4 22.223,000 6..7 23.794,847 ､7.1 15,.841.621 4.8 8‘000 0.0

19 82.908,807,811 330,394,123 0.399 273.312,324 82.7 22,“5,799 6.9 18‘178‘605 5.5 16‘249.395 4.9 8.000 0.0

20 83,061,339.913 327,580,849 0.394 272.162,882 83.1 ･20.043,132 6.1 18.530‘159 5.7 16.836‘676 5.1 8,000 0.0

21 88.548.001.321 324732,707 0.367 273,889,878 84.3 14,723.663 4.5 20.903.633 6.4 15,207,533 4.7 8,000 0.0

2．2 92‘299‘192,619 323,178,496 0..350 270.884,289 83.8 14.597,121 4.5 21‘470‘310 6.6
● ■

16‘218‘776 5.0 8,000 0.0

23 92,411.612.715 320‘021‘993 0．346 268,890,203 84.0 14,745,699 4‘6 20,718,699 6.5 15‘659,392 .4．9 8,000 ･0．0

24 ･90,333.931‘511 314‘664.684 0.348 260.317,320 82.7 15,235,758 4.8 20.303,126 6.5 18.800.480 6.0 8.000 0.0

25 92.611,539.328 298.878,286 0.323 244182.286 81.7 15.858,426 5.3 20,913,“4 7.0 17.916.130 6.0 8.000 0.0

26 95,882,302.829 311,058,216 0.324 259,907‘991 83.6 14,039,106 4.5 19,694.506 6.3 17.408.613 5.6 8,000 0.0

27 96,341.950,970 313,097,396 0.325 262,817,897 83.9 14,039,433 4.5
● ■

191274‘476 6.2 16‘､957,590 5.4 8,000 0.0

28． 96,721,841,054 315.300,114 0.326 ･264,803.867 84.0 14,604,687 4.6 19.124,553 6.1 16,759,007 5.3 8,000 0.0

29 97,454,709.410 317,702,810 06326 266‘609‘844 83.9 15.871,546 5.0 18,917,371 6.0 16.296.049 5.1 8.000 0.0

30 97,712,769‘411 321,210‘516 0.329 270,577,“7 84.2 15,392.321 4.8 19,050.740 5.9 16,182.008 5.0 8.000 0.0

令和元 101,457,093,570 325,574‘308 0.321 271‘072,241 83.3 17,480.346 5.4 19‘764,433 661 17,249‘288 5.3 8.000 0.0

2 102.657.971.326 326.624,181 0.318 272.429.613 83.4 17.024‘474 5.2 19,716.454 6.0 17.445.“0 5.3 8,000 0.0



【資料1 1】

｛

令和元年度予算の概要

f目 時 ､

1．主要経費(裁判事務処理態勢の充実） （単位:百万円）
※〈＞内は｢補正予算計上額」

O民事事件関係経 3,437（前年比十238）〈 126＞

◇民事調停,労働審判,専門委員関連経費など

I

O刑事事件関係経費 4405（前年比十379）〈 1＞

◇裁判員裁判,心神喪失者等医療観察事件関連経費など

○家庭事件関係経費
◇家事調停関連経費など

6,288（前年比△83）〈 5＞

2.裁判所施設の整備

○裁判所施設の耐震化 17,480(前年比+2,088).< 797＞

S.その他の機構維持等に必要な経費

52．969（前建仕+60@

○司法修習生関係経費 4,993（前年比十18）〈 0＞

※四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。

○増員 gg人

判事40人
書記官 15人
事務官44人
※判事補から判事への振替25人,速記官から書記官への振替2人を含む

○定員合理化 ﾌ0人

I

乱’

区 分
平髄0年度
当初予算額

令和元年度
予算額

比較増△減額
● ■

増△減率 補正予算計上額
■

裁判所所管 321,211 325,574 4,363 1.4％ 1,118

ヨ幻
と

4．ノ 、 日
日

互一

応
■

4幾篝のヲ 5実



【資料12】

令和元年度補正予算(第1号)について

最高裁判所

（単位:百万円）

令和元年度平成30年度
補正予算額補正予算額

国民の安全･安心の確保 2,316 1,11B

○裁判所施設に関する緊急対策

↑裁判所施設の耐震化

・機能的劣化に関する改修

・非常用設備の更新

1,999

613

217

1,170

○民事裁判手続のIT化等

JITツールを活用した争点整理

・書面の電子提出

・サイバーセキュリティ対策

317

60

W

159

△
口 計 2,316

(注)四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。



【資料13】

Ａ
洞 和2年度予算について

(単位:百万円）

○民事事件関係経費
◇民事調停,労働審判,専門委員,民事訴訟手続の汀化関連経費など

3,313（前年比△125）

刑事事件陸 4,536（前年比＋131 ）
◇裁判員裁判心神喪失者等医療観察事件関連経費,法廷通訳関連経費など

○家庭事件関係経費 6213（前年比△75）
◇家事調停関連経費など

O事件共通関係経費 15,O48(前年比△133)
◇各種事件処理に共通する諸経費

2.裁判所施設の整備

○一裁判所施設の耐震化等 17,024(前年比△456 ）

O職員人件費 264,557（前年比十1,588 ）

○‘司法修習生関係経費 4,932（前年比△61 ）

その他の機構維持等経賓 11 ,001 （前年比+180)
8

※四捨五入等の理由により.端数において計数が合致しない塙合がある。

4.人的機構の充実

○増員 72人

判事SO人
書記官 s人
事務官34人
※判事補から判事への振替30人,速記官から書記官への振替2人を含む

O定員合理化 57人

区 分
令和元年度
当初予算額

令和2年度
予算額

比較増△減額 増△減率 補正予算計上額

裁判所所管 325,574 326,624 1,050 0.3% 2j316

1． ：幹
由
■
■
■
■
■
１

Ｄ
ロ
■
■ 事 ０

４

図
面
ロ
伊 ：

1

1麺 ■
■
■Z 負 :勢のヲ§実

3
■

ロ 号の‘ 也の’ 幾1
f
■
■
勺
■鍬

ａ
ｄ
１

ｌ
■
■
■
■ 寺等 ご必！● 要な経雲

二

■

■

。

■
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【資料14】

令和2年度補正予算(第2号)について

最高裁判所

(単位:百万円）

令和2年度

補正予算額

裁判手続のIT化等 1,259

○遠隔通訳実施の環境整備 全15

○裁判手続のIT化のための情報インフラ基盤の整備 1,O44
ー

イ

1

(注)四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。



【資料15】

裁判所庁舎現況

嵜禾ロ，垂4眉

I

※上段( ）書きは,現在整備中の庁舎数であり,合計数の内数で表示

区分 施設数 経年数

50年以上

(S45以前）

40年以上

(S46～55)

30年以上

(S56～H2)

20年以上

(H3～12)

10年以上

(H13～22)

9年以下

(H23～R2)

備 考

最高裁判所 1 1

●

高等裁判所 8 2 4 1 1

地方裁判所 42

(4)

18 5 2 1 10 6

家庭裁判所 17 5 4 6 2

地家裁支部 203

(6)

51

(2)

70 10 13 28 31

簡易裁判所 185 15

(1)

64 56 28 10 12

研修所 9 6 2 1

合計

[％］

465

[100］

(10）

86

[18］

(3）

155

.[33］

73

[16］

50

[11］

ゆ

0

51

[11］

50

[11]

対前年度増減 14 1 △7 1 △4 △5



【資料1"6】

裁判所の耐震化について

1耐霞化の必要性

裁判所は全国各地に多数所在。古い時期に建てられ，耐震安全
性に問題のある裁判所が存在する。

毎日多数の国民が来庁するとともに,､災害直後にあっても令状
手続などを行う裁判所の耐震化は，
直結する喫緊の課題。

玉民の安全にも治安維持にも

〆

耐震改修促進法に基づき，特定建築物（3階建てかつ1,000ITf
以上)の庁舎について，平成19"20年度に耐震診断を実施。6

特定建築物に該当しない小規模庁舎についても,平成全2，
23年度に耐震診断を実施。 ‘

'二熊声羅蕊曼鰐蕊薑震薑蒜震灌裳警診雌墨

裁判所庁舎465庁

うち耐震整備中
予算措置未了

g庁（最高裁，大阪高地裁
e庁（盛岡地家裁二戸支部

外）

外）

<こL
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【資料17】

令和2年度予算施設関係予算内訳

予算額
(百万円)

4．787

》

庁舎新営

(継続分 6庁） 本 庁 ．（東 京）中目黒分室（仮称）

津 地 家 裁

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

（広 島）福 山

（松 江）浜 田

（札 幌）静 内

烏 ‘取 地 家 裁

佐 蛮 地 ，家 裁

（ 富山 ）高 岡

地家裁支部

簡

(新規分 3庁） 本

裁
庁

地家裁支部

庁舎増築 285

(継続分 1庁） 本 庁 熊 本 家 裁

建替えによる耐震化 2,080

(継続分 6庁） 地家裁支部 神戸）柏

大 津）彦

名古屋）半

津 ） ．伊

熊 本）玉

福井， ）大

原
根
由
賀
名
野

く
ｌ
く
く
く
く簡 裁

改修による耐震化 1‘944

(継続分 2庁） 最 高 裁

本 庁 大 阪 高 地 裁

寺別修繕弩 7.089

庁費） 840

不動産購入費 0

各所修繕 1． 107

※単位未満四捨五入のため，端数において計数が合致しない増合がある



【資料18】

令和元年度補正予算（第1号） 施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

157改修による耐震化（2庁）

（神．戸 ）伊 丹

（鹿児島）徳之島

地家裁支部

簡 裁

1，735寺別修繕等

107（旅費庁費）

※単位未満四捨五入のため．端数において計数が合致しない場合がある

〆
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【資料19】

裁判所，

インフラ長寿命化計画（行動針画）

、

平成28年度～平成32年度

、

平成29年1月

最高裁判所
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匠~胃~~底で蒟了司
国の社会資本は，今後，急速に老朽化することが見込まれており， また,人口減少．

少子高齢化の進展をはじめとする社会構造の変化等により，国の財政状況も厳しさを増

・すことが予想される中で,国のインフラ全般について，適正かつ確実にその維持管理．

更新等を行う必要性が高まっている。

政府においても，平成25’年10月4日， 「インフラ老朽化対策の推進に関する.関係

省庁連絡会議」が設置され， 同年11月29日には，国民生活やあらゆる社会経済活動

を支える各種施設をインフラとして幅広く対象とし，戦略的な維持管理・更新等の方向

性を示す基本的な計画として, 「インフラ長寿命化基本計画」 （以下「基本計画」とい

う。 ）がとりまとめられた。

このような状況を踏まえ，裁判所の所管に属する施設についても，適切な維持管理．

更新等を行うことにより，国民の安全。安心の確保，中長期的なコストの縮減や予算の

平準化等を実現する必要があり；そのために，点検．診断の結果に基づき，適時に必要

な対策を着実かつ効率的b効果的に実施するとともに， これらを通じて得られた施設の

状況や対策履歴等の情報を記録し，次の点検・診断等に活用するという「メンテナンス

サイクル」の構築に向け，着実に取組を推進していく必要がある｡

そこで，基本計画に基づき，裁判所の所管に属する施設の維持管理・更新等を着実に

推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにするものとして， 「裁判所インフラ

長寿命化計画（行動計画） 」 （以下一｢行動計画」 という。 ）を策定する。

本行動計画に基づき．， メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展を更に推進し，施

設の新設から撤去までのいわゆるライフサイクルの延長のための対策という狭義の長寿

命化の取組に留まらず，更新を含め，将来にわたつて必要なインフラの機能を発揮し続

けるための取組を実行することとする。

価~ﾃ害F…可
1 ．対象施設

裁判所の所管に属する施設を対象とし，老朽；狭陸，分散，耐震性能・耐津波性能

、の不足，都市計画上の要請等の理由から更新すべき施設を除き，長寿命化を図る必

要がある。

2．計画期間

平成28年度(2･O'6年度）を初年度とし，基本計画に示されたロードマップに

おいて，一連の必要施策の取組に一定の目途を付けることとされた平成32年度

（2020年度）までを計画期間とする。

Ⅲ、対象施設の現状.と課題

裁判所は，全国に466庁:(延べ面積で約184万㎡） という多くの庁舎を有するが，

1



このうちj建築後30年以上を経過している庁舎が全体の6割を超えるなど，老朽化の

著しい施設を多数維持管理している現状にある。また，省庁別宿舎についても庁舎と同

様に老朽化が進んでいる。

裁判所は,社会に生起する事件・紛争を公権的に解決する役割を担っており，その使

命を果たすためには,裁判所施設の機能を維持するとともに，その安全性を確保するこ

とが不可欠であって，施設の管理者においては，その維持管理を遺漏なぐ，かつ適切に

実施することが必要である。

そこで，今後の厳しい財政状況等も踏まえ，裁判所におけるインフラの長寿命化に向

けて既に現場が直面している課題を明らかにし，その解決に向けた取組を迅速かつきめ

細かく進めていくとともに， 中長期的な社会経済情勢の変化を見据えたメンテナンスサ

イクルの構築に向けた取組を進める必要がある。

1 ．点検・診断／修繕・更新等

インフラの維持管理及び修繕･更新等に当たっては，施設の変状を把握するための

日常的な見回り 。確認，経年劣化・損傷を把握するための定期的な点検。診断，災

害発生後の変状を把握するための緊急点検等の不定期な点検などが行われているが，

これらは，施設の機能を維持するとともに，利用者や職員の安全を確保するための

措置を講ずる上で必要不可欠であり， 、これを引き続き適切に実施するとともに，そ

の分析．反映等の仕組をより実効性の高いものとすることにより，施設の状況をよ
り的確に把握し，良好なものとして維持保全していく必要がある。

2．基準類の整備

裁判所における施設の維持管理及び修繕・更新等に必要な基準類は，関係法令・告

示等に加え，所要の通達等が整備されているところであるが， さらに保全業務の在

り方や実情，関係法令の改正等に合わせた見直し等を適切に行う必要がある。

3．情報基盤の整備と活用

保全に必要な施設の情報について， ・その一部をBIMMS-N(X)に登録する．と

ともに，法令等に基づき，維持管理及び修繕6更新等に必要な情報を保全台帳に記

録し，備え付け．ることとしているが, 、情報の管理。､分析等が十分ではないなどの問

題もあり,今後さらに，実際の施設の維持管理及び修繕・更新等の過程において，

必要な情報を効率的・効果的に収集し, :これを適切｡に管理．分析することにより，

メンテナンスサイクルを適切に機能させていく必要がある。

※国土交通省が管理する「官庁施設情報管理システム」

(BuildingInfbrmationsystemfOrMaintenanceandManagementSupportinNational

governmeht)

2
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4．個別施設計画の策定・推進

個別施設計画は，点検・診断等の結果を踏まえ，個別施設ごとの具体的な対応方針

を定めるものであり， ･メンテナンスサイクルの核として重要な意義を有する。

裁判所においては,､従前から個別施設計画として， 中長期保全計画を作成している

が， さらにすべての施設について，点検・診断及び修繕・更新等の過程を通じて情
報を効率的・効果的に収集し， これを適切に．分析・反映した個別施設計画を整備す

ることにより，施設の状況等に応じたきめ細かな対応を行っていく必要がある。

5．新技術の導入

点検.・診断及び修繕・更新等を効率的・効果的に実施していくためには， さらに，

関係省庁とも連携の上， より効率的かつ効果的な長寿命化に資する新技術の情報収

集及び導入に取り組む必要がある｡．

6．予算管理

厳しい財政状況下において，修繕．.更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を函るために，施設に関する情報を的確に蓄積・更新し，適切な個別施設計画

の策定と計画的な投資を行う必要がある。

7．体制の構築等

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」 （平成17年6月国

土交通省策定）に基づき， 、すべての対象施設において施設保全責任者が設置されて

いるが， さらに‘ より実効性のある保全を実施するた‘めの体制を構築する必要があ

る6

庇~牽爾商云羅痔曹璽反証蔭霧T重薪零T三原惠言天Iあ頁邇~口
維持管理及び修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図り，必要

な予算の確保を進めていくためには， 中長期的な将来の見通しを把握して予防的な個別

施設計画を策定するなどの取組を進めることが重要であり，そのために，施設の実態等

を踏まえ，中長期的な維持管理及び修繕・更新等のコストの見通しを的確に把握する必
要がある。

V･必要施策に係る取組の方向性

｢Ⅲ、対象施設の現状と課題」を踏まえ，以下の取組を進める。

1 ．点検・診断／修繕・更新等

すべての対象施設について，法令・告示等に基づき定期（建築物の敷地及び構造は

3



一

3年以内毎，建築設備・防火設備は1年以内毎）の点検・診断等を引き続き実施す

るとともに，その分析・反映等の仕組をより実効性の高いものにすることにより.，

施設の状況をより的確に把握し，維持保全を確実に実施する｡これまでの取組により，

保全実態調査で「施設の保全状況」が「良好｣’ （総評点が80点以上） と判断され

る施設（宿舎を除く）は80％以上の割合となっているが， この状況が更に維持・

改善されるよう， ．引き続き取組を継続する．。

2．基準類の．整備

施設の定期点検については，建築基準法，官公庁施設の建設等に関する法律等で実

施方法が定められ，また，支障がない状態の確認につい'ては， ｢国家機関の建築物

及びその附帯施設の保全に関する基準」 （平成17年5月27日付け国士交通省告

示第551号）で建築物の各部の状態.とその確認方法が定められているととろ， 引

き続きこれらに基づく点検，確認を実施する。また，裁判所において定めている保

全に関する事務の取扱いについても）引き続き通達等に基づいて実施する。その上

で，関係法令の改正その他の情報を幅広く収集しながら保全業務の在り方を不断に

見直し，基準類の整備とこれに基づく点検，確認の一層の充実化，実質化を図る。

3． ．情報基盤の整備と活用

裁判所において定めている保全に関する事務の取扱いに基づく点検・診断の結果に

関し,必要な情報をさらに効率的・効果的に収集して蓄積・更新した上， ．これを適

切に管理P分析して活用し， ･施設の現状と課題をより的確に把握する:ことにより保

全の適正化を図り， メンテナンスサイクルを適切に機能させる．。

4．個別施設計画の策定・推進

すべての対象施設について， 中長期保全計画等による個別施設計画が作成されてい

るところ；さらに,点検・診断及び修繕・更新等の過程を通じて必要な情報を効率
的，効果的に収集し， これを適切に分析・反映した個別施設計画の策定を推進する。

5．新技術の導入

点検・診断や材料・工法等に関し，関係省庁とも連携の上， より効率的かつ効果的

な長寿命化に資する新技術の情報収集及び導入に努める。

6．予算管理

最高裁判所は，施設に関する情報を的確に評価し，対応の必要性・緊急性や必要な

対策費用等を検討の上，将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位を検討

するなどして，予防的な施設計画を策定し，計画的に投資を実施することなどによ

り，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や壬算の平準化を図る。

4



7．・体制の構築等

施設の管理者は,点検・診断の結果に基づき中長期保全計画等を策定しj各対象施

設の施設保全責任者は， 中長期保全計画等に従い，保全に関する業務を適正に実施

するとともに，必要な情報を蓄積・更新する｡．

高等裁判所は， これらの情報を適切に管理:．分析して，管内における施設の現状と

課題を把握し， これを踏まえて実効的な保全を実現する。

最高裁判所は， これらの計画全体を総合的に評価することにより， メンテナンスサ

イクルが適切に機能しているかを確認し，総合調整等を行う。

また，既にすべての対象施設に施設保全責任者が設置されているところ，最高裁判

所及び高等裁判所は，専門知識や経験の少ない施設保全責任者及び保全担当者に対

する情報提供を行うなど，保全業務の充実・適正化に向けた指導を総合的に推進す

るb

I

フオローアップ計画

裁判所は，本行動計画を継続し発展させるため, ｢V.必要施策に係る取組の方向性」
？ 、

に沿った取組を引き続き充実させる6併せて，本行動計画の取組状況を把握し，必要な

検討を行うとともに，必要に応じて公表及び官庁施設における長寿命化計画に関する連

絡調整会議に対する情報提供を行う。

h

、

I
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【資料20】

最高裁経監第341号

（会ろ－12-A)

平成31年3月25日

高等裁判所長官殿

地方裁判所長殿

に
；
条２第

裁
程
家
規
置
務
設
事
官
計
本
会
る
所
す
判
定
裁
規Ｉ ］家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦

公共調達における適正な会計事務について

公共調達の適正化については， これまでも下記の点1

つ，法令等を遵守するとともに，競争性や透明性を獺

ただくようお願いしてきました。

各庁におかれては，適正な会計処理に取り組んでい7

な会計事務について

ざつ，

各庁におかれては，適正な会計処理に取り組んでいた

（通知）

これまでも下記の点につき，これまでも下記の点につき， 格段の配慮を行いつ

競争性や透明性を確保した会計処理を実践してい

だいているところですが，

これまでの取組により適正性が向上した部分があるものの，依然として事務処理上

の課題も少な．くありません。今後も継続してj適正化の趣旨唱的の実質的な理解

を深めるとともに,組織として所属職員に対する公共調達の適正化に関する意識向

上への取組を行う必要があります。

このような問題意識の下，今後も，公共調達の適正化に向け，下記の点に留意し

た上，各庁において，契約事務取扱基準等や事務処理態勢の見直しを図るなど，主

体的・自律的な取組を継続してください。

記 ‘

随意契約の適正化について

随意契約については，各会計法令並びに昭和45年1月6日付け最高裁経監第

1



1号経理局長依命通達「随意契約による場合の予定価格等について」及び平成1

8年9月6日経監第001063号経理局長通知『｢公共調達の適正化について」に基づ

き，競争性・透明性の確保を一層推進すること。

予定価格の積算や見積書の徴取については，価格の公正性･適正性を確保する

ため，予算決算及び会計令第79条,第SO条，第99条の5,第gg条の6の

規定のほか，契約事務取扱規則等の関係規範及び各庁が定める契約事務取扱基準

等に則り，適切に実施すること。

また，各庁における内規，契約事務取扱基準等については，その制定の目的等

を担当職員に周知徹底し，内容が形骸化しないように配慮するととも‘に，会計事

務手続の根拠となる会計法令等を常に確認することによ・り，安易に前例踏襲を続

けることがないように不断に注意を払う必要がある。

2会計書類の適正管理について

見積書,納品書，作業完了報告書，請求書等の会計書類の提出を受けた際には，

漏れなく正確に記載されているかについて精査した上j記載に漏れや誤りがあっ

た場合には，確実に補正させること。特に， 日付のない会計書類については，会

計事務処理の適正さに疑義が生じないよう，確実に日付を記載させるなど補正を

求めること。

また，提出を受けた会計書類については，平成24年12月6日付け最高裁秘

書第003545号事務総長通達｢司法行政文書の管理について」及び同日付け最高裁

秘書第003547号秘書課長通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等

について」による管理を確実に行うこと。

s監督・検査の適切な実施について

契約の適正な履行を確保するため，監督職員及び検査職員については，会計法

第29条の11各項の趣旨を踏まえ，的確な監督及び検査を実施できる職員を任

命すること。

任命にあたっては， しかるべき動機付けを行うとともに，予算執行職員等の責

任に関する法律の「予算執行職員」 として，同法に定める義務及び責任について

十分認識させる必要がある。



､

検査職員は，政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に留意しつつ，履

行完了後に；実質的な検査を実施した上，検査完了後，検査を行った事実に即し

た検査調書を作成し，適切な保管等に努めること。

なお,監督職員及び検査職員の能力向上を図り，契約のトラブルを防止するだ

めの方策についても，各庁の実情を踏まえて，策定し，実施するのが相当である。
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裁判所職員総合研修所の概要

1 裁判所職員総合研修所の組織等について

裁判所職員総合研修所(以下「総研ゴという。 ）は， 「研修部門」 と 「事務局

部門｣に分けられています。

研修部門はi裁判所書記官研修部（以下「書研部」 という。 ） ，家庭裁判所調

査官研修部（以下「調研部」 という。 ）及び一般研修部の三つの部に分けられて

います。このうち，書研部は,裁判所書記官(以下｢書記官｣ という｡）及び裁

判所速記官の執務に必要な理論及び実務に関する研修並びに書記官の養成を，調

研部は，家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官｣という。 ）の執務に必要な理論

及び実務に関する研修並びに家裁調査官の養成を，一般研修部はその他の研修を

それぞれ担当しています。

このほか,･書記官の事務について研究する第一研究室及び家裁調査官の事務に

ついて研究する第二研究室が置かれ,各研究室では，各種研究の企画及び実施の

指導，総研所報等に掲載ずる論文，研究結果報告書等の監修,各種法改正に関す

る資料及び情報の収集，分析等を行っていま我。

2総研における研修実施の基本的な考え方

社会経済情勢の変化や価値観の多様化等に伴い,裁判所を取り巻く状況も大き

く変容してきました｡これに合わせ，総研においても,国民の期待や負託に応え

ることができる裁判所職員を養成し，育成していくと･いう観点から,現在及び将

来にわたる事務の質の確保を目指した諸施策の進展状況も踏まえつつ，各種研修

及び養成課程を計画,実施してきました。

また，適正迅速な事件処理のため，裁判官を含めた職種間で,：それぞれの職務

についての相互理解を深め'た上で，関係職種間の連携強化を目的とする研修の充

実強化を図るこ･とに力を入れており,裁判官と合同で研究するのがふさわしいテ

ーマについてはウ司法研修所（以下「司研」という。）と合同で研修を実施する

1
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ほか，研修のテーマが総研内の各部で共通である場合については，各部が合同で

研修を実施しています｡

s令和2年度研修実施計画について

上記の総研における研修実施の基本的な考え方に加え,①裁判所を取り巻く状

況の変化に適切に対応し，自律的に執務を遂行することができる職員の育成を図

る，②各職場におけるOJTとの効果的な連携を意識した研修の充実を図る，③

裁判官を含めた各職種間で，それぞれの職務についての相互理解を深めた上で,

関係職種間の連携強化を図る，④社会情勢の変化や法改正の趣旨等を踏まえ，時

宜に応じた課題に対応するとの観点から，全ての研修についての内容．科目の拡

充を図りつつ,一層充実した研修の実施に努めていきたいと考えています。

また，各職種共通の組織課題として，組織運営の適正確保や障害者等に対する

配慮を含む人権意識の識養等についても,効果的な研修の在り方を検討し, カリ

キュラム等に反映させていきたいと考えています。

ただし,令和2年度においては，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止，

職員の感染リスク低減の観点から,当初計画していた研修を延期又は中止したり，

実施する場合であっても，その期間や方法等を工夫するなどの対応を行っていま

す｡中央研修については，新任者を対象とした導入系の研修，施策遂行のために

実施すべきである筆今年度実施する必要性が高い研修に絞って実施することと

し，養成課程については， 4月以降に予定していた集合研修を在宅学修に切り替

えた上で， 7月から，少人数の5グループに分けて， 3日間から5日間の日程で

集合研修を実施しています。

4研修

近年の研修の内容は，次のとおりです。

（1）管理者・中間管理者

職種間連携を前提とした組織運営の在り方を意識させるとともに，効果的な

人材育成のための態勢整備・環境整備を図ることをねらいとする科目を実施し

2



ています。また，最新の施策に関する講義や共同討議などにより，様々な気付

きを得る機会を与え， 自己研さんの意識付けを図るなど，それぞれの役割を明

確に意識させることを主眼としたカリキュラムの充実に取り組んでいます。

ア管理者

首席書記官研究会,首席家裁調査官研究会，事務局長研究会，管理者研究

会等の幹部職員を対象とする研究会を実施し，組織が直面する課題の認識を

共有するとともに， より広い視点から，適切に組織全体をリ〒Fしていくた

めの視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムとしています。

イ中間管理者

平成SO年度までは，全ての職種の中間管理者を対象とする研修について

裁判部所属者と事務局所属者に分けて実施していましたが，令和元年度から

は， これらを統合した上で， さらに中間管理者としての執務経験及びポスト

に応じて二つの階層に分けて中間管理者研修Iと中間管理者研修Ⅱとして実

施していますbこれらの研修では，管理能力の向上に加え，職種間・部署間

連携の意識や組織全体の観点から最適なものを見極める目など，それぞれの

階層に応じて求められる能力の向上を図っています。

(2) 書記官･家裁調査官

各種実務研究会において，書記官事務の整理の考え方や行動科学の知見等に

基づく事実の調査と調整を担う家裁調査官の役割・機能を踏まえた共同討議を

実施するなど,各職種間の連携強化を図りながら，的確な職務遂行を実現して

いくための視点の獲得等に重点を置いたカリキュラムを実施しています（各日

程の一部を司研の研究会と合同で実施しています。 ） 。

ア書記官

書記官ブラッシュアップ研修（高裁委嘱）は， 『事務の法的根拠を確認し，

その目的を見定め，常に合理的な事務を追求できる書記官」を育成していく

ため，書記官任官後に全国共通のカリキュラムで行われる唯一の研修です。
3



本研修については,令和2年度に，書記官事務の整理の考え方に基づき問題

を把握し解決する能力の向上及び組織的な視点の酒養を図るカリキュラムを

充実させるなど， 当該研修の目的を達成するためのカリキュラムの最適化を

図る見直しを行いました。

イ家裁調査官

家裁調査官任官後の研修について，現在の家庭裁判所及び家裁調査官を取

り巻く社会情勢を踏まえ，家裁調査官が行動科学の知見等に基づく事実の調

査と調整を確実に実践していくための能力向上に向けて， 中央研修が果たす

べき役割を改めて検討した上で，家裁調査官特別研修及び家裁調査官応用研

修に整理し，応募型で実施する家裁調査官特別研修については，移行期間を

経て令和元年度から本格実施しています。

(3) 事務官（係長等）

各庁の総務・人事。会計の各分野の係長専門職を対象とする研修において，

担当事務に関する諸課題や専門的知識に関する講義等を行うとともに，関係職

員等との連携・協働を踏まえた円滑かつ適切な係運営の在り方，その実現のた

めに重要となる視点や考え方，効果的な働き掛けの方法等について, ・｢働き方

改革」の観点も取り入れ,共同討議等を行うこととしています。また，事務局

事務を遂行する上で基盤となる知識や考え方の習得に重点を置いたカリキユラ

ﾑの充実強化を図っています。

5研究

第一研究室では，令和2年度の書記官実務研究として， 「医療観察事件におけ

る書記官事務の研究jをテーマとする研究を行っているほか，過去の実務研究報

告の復刻・補訂作業を行っています。

第二研究室では,令和2年度家裁調査官実務研究（指定研究） として， 「監護

権をめぐる紛争における子の監護に関する調査の方法及び分析・評価の在り方j

をテーマとする研究を行っています。

4



6養成課程

（1） 書記官養成課程

法律科目と実務科目の効果的な連携に留意し，実務における書記官事務に即

した形の演習を積極的に取り入れています。また，書記官事務の整理の考え方

を酒養させるためのカリキュラムや，職種間の連携及び協働の在り方について

検討させる家裁調査官養成課程との合同カリキュラムなど，参加型，討論型の

演習も実施しています。

令和2年度は,第一部第17期研修生231人（このほかに特許庁からの受

託研修生1人） ，第二部第16期研修生（2年生） 69人，第二部第17期研

修生（1年生） 79人（いずれも令和2年6月1日現在の人数）で研修を実施

しています。

（2） 家裁調査官養成課程

家裁調査官の役割・機能である事実の調査や調整を行うために必要な行動科

学の知見や技法を体系的に習得させるとともに，グループ討議により多角的な

視点で組織的に事件処理を行う姿勢を身に付けさせ,組織性の酒養にも重点を

置いたカリキュラムを実施しています。

令和2年度は，第16期研修生45人，第17期研修生48人で研修を実施

しています6

7 総研の今後の取組と情報発信

（1） ‐今後の取組

． 効果的な人材育成を行うに当たっては，集合研修を担う総研においても，書

記官及び家裁調査官をはじめとする裁判所職員の育成目標を見据え，養成課程

の一層の充実を図り, OJTと集合研修（中央研修，高裁委嘱研修及び自庁研

修） との連携を意識しながら， また, IT化後の書記官事務等の新しい課題を

も見据えながら，引き続き，研修内容の見直しを行って研修の充実を図ってい

きたいと考えています。

5



(2) 総研の刊行物について

総研の刊行物として，総研で行われた各種実務研究会の結果要旨や研修実施

結果等を掲載･した「総研所報」 と,書記官の研究論文を掲載した「書記官実務

研究報告書」 ，家裁調査官の研究論文を掲載した「家裁調査官研究紀要」があ

ります。

(3) 総研コンテンツについて

J.NETポータルの総研コンテンツにおいて，実務研究会の結果要旨， 中

央研修や養成課程の状況及び文献情報など，執務に役立つ情報・資料等を提供

｢総研ニュース」しているとともに， を毎月1回掲載して総研の最新情報を発

信しています。

I

I

6



疹琴寳河
目 録

令和2年度研修実施計画･参考資料1
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第1研修

1中央研修

(1)管理者層
自 ら

イ研修事務系

1

番号 名 称 目 的 実
ｌ
■
■
■
■
■
ｒ睡号所 実施時期 期間 人員 夫 象者

1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ
り，総合的な組織運営
能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

2. 9.16(水）
一
・ 9.17(木）

2日 約30
地・家。簡裁
の首席書記官

2

首席
家庭裁判所
調査官
研究会

第. 1回

b●●●｡●●●●、D●●、●｡●●■●buDb●◆d●●

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より ， 総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

2． 9． 3(木）
～､9． 4(金）

つ●●DeG●■●D●■D●●｡●●､●●●●●■●●C●●●●4，●q●』

旬

2.11.17（火）

～11.18(水）

2日

2日

8

■①●●■p■●■●旬●●‘

50

高裁所在地の
首席家裁調査

頁_..….…….一一….．

首席家裁調査
官

3 事務局長研究会
① 6

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより，
総合的な組織運営能力
の向上を図る°．

裁判所職員
総合研修所

3．218(木）
●
一 2.19(金）

■

色

2日 約20
地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

● e

※司．研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より 9 幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る°

司法研修所
． 及び 、

裁判所職員
総合研修所

2. 5.19(火）
～ 5.21(木）

3日 約60

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経
験がある者),次
長

5

次 ●

●

席

家庭裁判所調査官等
研 究 会

ノ

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに

より，管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

2． 9．23(水）
～ 9.25(金）

3日 未定
次席家裁調査
官，総括主任
家裁調査官

6 管理者研究会

幹部職員として，その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに， 当面する諸問題
の研究及び討議を行う

ことにより， .管理能力
の向上と意識の高揚を
図る ◎

裁判所職員
総合研修所

2． 4．13（月）
～4．17(金）

5日
約
100

新たに局長(高裁
を除く｡）,次長 ,
事務部長,首席
書記官炊席書記
官,総括主任書
記官,首席家裁調
査官,次席家裁
調査官,総括主
任家裁調査官,首
席技官(最高
裁),次席技官
(最高裁)等に任
命された者

番号 名 称 目 的 実 志場所 実 瓶時期 期間 人員 夫 象者

7． 研修計画協議会

研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい

て協議し，研修方針
周知徹底を図る。

の

裁判所職員
総合研修所

3． Ｌ
・

～1．

7（木）

8(金）
2日 25

高裁の次長，
首席書記官，
高裁所在地の
首席家裁調査
官



(2)中間管理者層

2

患等号 名 称 目 的 実 竃場所 実 志時期 期間 人
=コ

ヨ 夫 雪 ミ 者

8
中間管理者
研修I

第1回

,■｡●●●■●｡■■･●■●●■｡●■｡■■｡■○Uqq

第2回

第3回

中間管理者として，そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより，職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

裁判所職員
総合研修所

2.10.13(火）
～10.16(金）

●■p●■､■●●■●ゆ■●●●Pb●●●■b●､●●､､■●●●●●●●

3． 1． 12(火）
～ 18 15(金）

｡●●●●●●■●■●｡●、●■■ロロ●■■p●ロロpcDppDg●●●●

3． 2． 2(火)
～2． 5(金）

各
4日

各
約80

昇任後おおむ
ね7年未満の主
任書記官若しく
は主任家裁調
査官,速記管理
官,速記副管理
官,課長補佐，
専門官,班長又
は主任技官の
職にある者

9
中間管理者
研修Ⅱ

第1回

O●●守り●旬p●●●p●●①■●｡●dopDb●0●●
①

第2回

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り，職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る 己

｡，

裁判所職員
総合研修所

2.10.27（火）

~10.29(木）

p

●●●●●●■●●■●●■●■●わ●Q●●●●●●■●●●●●●●●Q●●
■

2． 12， 8(火）

~12.10(木）

各
3日

各
約80

訟廷管理官，
訟廷副管理官，
裁判員調整
官，課長，文
書企画官,企
画官，首席技
官，営繕企画
官（最高裁）
又は昇任後お
おむね7年以
上経過した主
任書記官若し
くは主任家裁
調査官の職に
ある者

■

｡

■

主 任
家庭裁判所調査官
研 修

主任家裁調査官として
必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

裁判
総合

ｊ
ｊ
火
金
く
く
３
６
２
２

６
６
２
－

f U

4日 未定
任主
官
家裁調査
｡ ■

急茅号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

11
研修指導
研究会

口

第1回

□●■■●●●OG■、■●●●●●●●凸■OG●■●DQ

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る 。

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
水
金
く
く
３
５

，
ａ

６
６
２
－

、｡●●●b●●｡p●●●Q●■■● ■■●C

D

、●古●●■b■b■■■ワ■｡

Ｊ
１
火
木
く
く
５
７
１
１

●
●

２
２
１
１

・
２
－

3日

3日

｡ ■

約40

■D●■つ｡■ロ●■■●■‘

約50

次席書記官，
総括主任書記
官
官
官

３
１
３

主任書記
訟廷管理
訟廷副管

理官, ;裁判員
調整官，次席
家裁調査官，
総括主任家裁
調査官，主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画

官,企画官,課
長補佐,専門官



(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官｡係長等）

3

番号 名 称 目 的 実施場 秀 実施時期 期間 人員 対象者

12
実務指導
研究会

民事

I

DPO●●●■●■■●●O■｡●●■■●●●●ロ｡●●●■

刑事
■

0

｡■●■■●■Q■｡｡■■■■｡●●の●bpO●●今の■

家事

●

●CCD●●●●●●､●･●pg●●●●●●●●､●●●

少年

書記官ブラッシュアシ
プ研修の指導者を養成
する 。

裁判所職員
総合研修所

2. 5. 12(火）
一 5. 13(水）

号二二今＝＝二コ●●●■●●凸●●●■◆あ●弓二二二＝幸二舎全●●●E＝二

25 5． 12(火）
～ 5．13（水）

8

●｡●｡●■o●●●●●●●●わ●●●●DC●｡G●＆巳●●DobQ■●0

2． 5．14(木）
～ 5.15(金）

●●●●●●●B●■●●●■●｡●･●●●●●■■、●●●■■●■●の■●

2. 5.14(木)
～ 5.15(金）

各
2日

●亡舎う●●●●●争●｡。

各
2日

約40

●Q○●F●●凸■●●凸●

約40

●、■合●●●●■●●0，

約35

寺

、｡■●●q●●●●■●●約25

0

書記官ブラシ
シュアップ研修
の講師となる予
定の者

名卑号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り， もって適正か
つ迅速な事件処理の椎
進に資する O

■

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

2_11. 4.(水）
～11． 6(金）

3日
約
100
｡ ●

家裁で家事事
件を担当する

書記官，家裁
調査官

14

少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上

を図り， もって適正力
F

ユ

つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

2． 9． 9(水）
～9．11(金）

3日
約
100

家裁で少年事
件を担当する

書記官，家裁
調査官

15
民事実務
研究会

第1回

※司研合同
P●●■0

■

｡●●G■ ゆ●■gpDD●●、●●●●●●●●■

第2回

民事書記官の事務処理
上の諸問題について研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所
日日●●●●●■、●白●obO●や■、錘、●●■●｡■●●●■

裁判所職員
総合研修所

2. 6..10(水）
～ 6.11(木）

●BD●●●●G●｡●●●の●■●●G●●●●D●、●●●DC●g●●●●

3. 1.21(木）
一
・ 1.22(金）

各
2日

各
約50

■

色

局 地・簡裁
で民事事件を
担当する書記
官

16

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題にづいて研
究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の

向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理
の推進に資する。

旬 q

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

2.11.18（水）

～11.19(木）
2日 約50

高･地・簡裁
で刑事事件を
担当する書記
官

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
e ●

て研究及び討議を行う
ことにより職務遂行能
力の向上を図り， もつ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所
及び，
裁判所職員
総合研修所

ｊ
，
ｊ

木
金
く
く
８
９

●
ロ

０
０
１
１
２
－ 2日 約50

0 ■ ◆

家裁で後見関
係事件を担当
する書記官



4

18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

●●●●Q●●CD●●●●●●●●■●●●g●Ugc●0

口

第2回

●●●●｡●●■●●●●･●●●●ｰ●●●●●●●●■

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り , 現場の調査事務
の質向上に寄与させ，
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

2. 10.20(火）
~10．23(金）

●●●●●●●●■●0●●●●●●OD0●●●●ロ･●0●●、●●●0●●

ｊ
ｊ
水
金
く
く
２
４

●
●

２
２
１
１
２
－

、●●●DP●●●●●●●●●□●●●●O●●●①●●■■●●■●■｡●●

3. 1.27(水）
～ 1.29(金）

4日

●●●●●■●●●●●■

3日

●●■●●●●●●●●●1

3日

各
約40

家庭裁判所調
査官実務研修
を終了.した者
及び平成29

年度以前の家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了した者

19
家庭裁判所調査官
応用研修

専門的知識及び技能を
応用して，複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

2． 7． 6（月）
～7．10(金）

5日 未定

家裁調査官任
官後， 3年以
上経過した者
のうち家庭裁
判所調査官実
務研修又は家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了していな
いもの

20

｡ ●

速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともに，
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る 。

■

裁判所職員
総合研修所

2． 7． 1(水）
～7． 2(木）

2日 約20

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を
除く.。 ）

21 総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する

とともに，研究，討議
等を行うことにより，
総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ，
総括執行官としての識
見をかん養する。

裁判所職員
総合研修所

●
●

７
７
２
へ

ｊ
ｊ
火
木
く
く
７
９ 3日 未定 総括執行官

22 執行官実務研究会

● ｡

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に，前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う。

裁判所職員
総合研修所

3． 2．2(火）
～2． 4(木）

一

3日 未定 執行官

23 新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ

り，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る。

裁判所職員
総合研修所

2. 5.26(火）
～ 5.29(金）

4日 未定

平成31年4月
2日以後に執行
官に任命された
者又は執行官事
務取扱書記官に
指定された者



ウ研修事務系

健）新採用職員層

(5)その他
ア情報化関係

5

幕穿号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

24

係 長 等
（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向

上ど職務意識の高揚を
図る 。。

裁判所職員
総合研修所

2．
～

､

10． 6(火）
f ●

10. ･8(木）
3日 約50

■二

尚 地・家裁

本庁の総務事
務を担当する
係長，専門職

25

係 長 等
（人事担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る。

＝

裁判所職員
総合研修所

2.10.20(火）
～ 10.22(木）

3日 約70

■

局 地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長，専門職

26

係 長 等
（会計担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 。

裁判所職員
総合研修所

2. 11.10(火）
～11.13(金）

4日 約60

庄一

局

④ ｡

地・家裁
本庁の会計事
務を担当する
係長，専門職

番号 名 称 目 的 実 志場所 実施時期 期間 人員 対象： 堵
ｂ
凸

27
研修事務担当者
研 修

研修の企画，実施等に
必要な知識及び技能を

付与することにより，
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り,．
もって高裁委嘱研修及
び自庁研修の充実を図
る ◎

つ ●

裁判所職員
総合研修所

2． 6． 16(火）
●～ 6..18(木）

3日 約40

研修事務を担

当する高･地･家
裁の係長,専門
職主任

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

28
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補
者としての自覚を促
し，職務意識の高揚を
図る ◎

裁判所職員
総合研修所

●
甲

４
４
２
－

7（火）

9(木）
3日 未定

2019年度
裁判所職員採
用総合職試験
の合格者で,
新たに採用さ
れたもの

番号 名 称 目 的 実力§場所 実施時期 期間 人員 対象者

29
情報セキュリティ
研 修

情報セキュリティの確
保に必要な知識等を習
得し，情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案・実施に資するとと
もに , 情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る。

裁判所職員
総合研修所

2．
◆

～

9.29（火）
9.30(水）

2日 約60

情報セキユリ
ティ対策事務
従事者の事務
を補助する者
(管理職以上
の者）



勝又腹ソスフ

民事・支払
哉刑事・簡義
部分）の円指
含,÷-γ-r+I :F､錐

勝又腹ソスフ

民事・支払
哉刑事・簡義
部分）の円指
含,÷-γ-『h:F､錐

郵
合
司
洗

郵
合
司
洗

碇
事
蓄
』

碇
事
蓄
』

"CA関係

6

30
情報処理
研修

第1回

‘…3……｡．.………･…．

第2回

情報化の推進に向け
て ， 職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する。

裁判所職員
総合研修所

2. 5. 19(火）
●

～ 5.21(木）
●p●●●●●●●●●●●●●、●■0p●●●●●●●●p●●、●□●●、

2． 5．26(火）
｡～ 5.28(木）

各
3日

約60

令言う●■G●●■●、●●

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと
が期待される
行H職員（家
裁調査官を除
く。 ）

2． 5．12(火）
～ 5．13(水）

●●●･●●●Q●●、●●●■●●■

●

｡●■●DB■●●●、●●●、●■●●

2． 5．13(水）
～ 5．14(木）

2. 6． 9(火）
～
● 6.10(水）

の

｡●●●｡●●●●●｡●●●●●0，●●DC●●●●●●●●●■●●P●●

2. 6.10(水）
～ 6.11(木）

ｊ
ｊ
火
水
く
く
１
２

●
●

９
９
２
へ

●●●●｡Q■●Q●、●■●●■｡■●●●■●b■●■●■●●■■■●■■

2． 9． 2（水）
～9． 3(木）

番号 名
■
■
“
■
タ ツ ■Ｌ■ 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32
採用試験事務担当者
研究会

採用試験事務に必要な
知識及び技能について
の研究を行うことによ
り ，

図る

執務能力の向上を
O・

裁判所職員
総合研修所

2－ 5下旬 1日 未定
採用試験事務
を担当する管
理職員等

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象矛
乙
引

33
CA研修
実務試験

前期
研修
a ｡

g■、●●■■■■●■■｡●●●●●｡■■●旬■･■●d
，

実務
研修

●●g雫●●守り●●●●●●●●●●●DooD●●●●
■

期
修

後
研

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定する。

裁判所職員
総合研修所
、Q●●｡●勺CQ●●■ゆ●●●●｡●●●CG●QOD●01

●

実務研修
実施庁

りゅ●●●●●p■ゆゆ~①●■、、●●、●●●●●●●●q

裁判所職員
総合研修所

2．
～

6.25（木）
7. 15(水）

○●●●●■●CD■●●●●●ロ■●bqcDOの■O●●●●DOeD●●●

2． 7． 17(金）
～ 8.21(金）

ロ●●●●■●●●■●●ゆ｡●●●●●●●p●●●●●●p●●●●●●●●

2． 8．24(月）
～ 9. 11(金）

15日

｡●●●●●●●●●●bq

23日

●●●●■‘■●●の●‐●■

15日

●
◆

未定

裁判所書記官
任用試験の第
2次試験に合
格した者



2高裁委嘱研修

(1)管理者層
管理業務系

(2)中間管理者層

(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）
ア裁判事務系

7

番号 名 称 目 的 実力回場所 実施時期 期間 人員 対象者

34

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

高等裁判所で実施す
る委嘱研修及び高裁

ブロック研修の運営
等について研究及び
討議を行うことによ
り，研修等の充実及
び改善に寄与させ
る ◎

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

。

1日 未定
次席家裁調査官，
総括主任家裁調査
官

名等号 名 称 目 的 ，実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

35
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要な管
理能力及び管理技法
を付与ずることによ
り ゴ 中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日 未定

新たに主任書記
官，訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官,主任
家裁調査官,速記
管理官，速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
班長（最高裁） ，

主任技官（最高裁
を含む) ，地裁本
庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

36

書記官
ブラッシュアップ
研 修

中堅書記官に求めら
れる思考力・表現力
等を執務で十分に発
揮できるよう,基本
的資質・能力を磨
き，執務の質の向上
につなげる契機とす
る 0

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

5日 未定

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理者以上
の者を除く。 ）

37
家庭裁判所調査官
実務研究会

■ p

家庭事件の調査上の
諸問題について研究

及び討議を行うこと
により，調査実務の
充実及び改善に寄与
させる｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
主任家裁調査官，
家裁調査官



イ事務局事務系

性）事務官層

8

番号 名 称 目 的 実施場所 実力圃時期 期間 人員 対 象者

38 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と
してふさわしい職員
を養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3日 未定
新たに係長に任命
された者

39

凸
■

事務官専門.研修

総務,人事及び会計
の各分野について,．
その事務を処理する
ために必要な専門的
知識及び技能を付与

することにより，事
務局において中核的
役割を果たしている
事務官の執務能力の
向上を図る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

2 ～

3日
未定

採用後7年以上の
行H事務官（専門
官以上の職にある
者を除く

0

0 ）

『

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

40
ジ･ヤンプアップ

●

研 修

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことによ・り,仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ
せ，中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する‘。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含

■ ■

む。 ）
又は

高等裁判所
■

実施機関が
適宜決定

3日 未定

採用後7年以上1
0年未満の行H事
務官（係長，専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く。 ）

41 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な
法学教育を行うこと
により，資質及び事
務処理能力の向上を
図る 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

通信研修

実施機関が
適宜決定

■

蕊|墨
約
250

採用後1年以上の
行H事務官(書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(I
種，上級).試験合
格者等を除く。 ）

番号 名 称
● ●

目 的 実施場所 実 泡時期 期間 人員 対象者

42 新採用職員研修

国民全体の奉仕者と
しての使命を自覚さ
せるとともに裁判所
職員として必要な基
礎的知識を付与し，
裁判所職員にふさわ
しい心構えをかん養
する ｡

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

5日 未定
新たに採用された
職員- (総合職採用
職員を除く。 ）



3自庁研修

ヘ

(2)新採用職員層

(3)その他

9

番号 名 称 目 的 実捌回場所 実施時期 期間 人員 対象者

43
ステップアップ

研 修

本格的なジョブロ 巳弓

テーションが始まる前

にその意義を理解さ
せ,動機付けを行うと
ともに，職務遂行能力
の向上を図り，事務局
事務等の一般的な知識
を付与する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

2月から3月ま

での間で実施機
関が適宜決定

3日 未定
採用3年目の行H
事務官,行H技官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

44
フォローアップ
セ ミ ナ ▲ ■■■b

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せ，幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定 ．
②実施機関の実
情に応じて，①
に定める日に加
＞

え， 実施機関が
適宜決定

約
3日
未定
採用後1年程度を
経過した行H事務
官，行H技官

45
フレシシ

セ ミ ナ

ユ

ー．

職員として当面必要な
知識を付与し，職場へ
の円滑な定着を図る。

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

採用後勤務初日
及び2日目

旬

2日 未定
新たに採用された

職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

46 高裁ブロック研修

職務遂行に必要な知
識，技能等を習得さ
せ，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

ノ

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務す
る職員

47 自庁研修

職務遂行に必要な知
識，技能等を習得さ
せ, ，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る・

最高裁判所
高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

実施機関が適宜決定 最高鏡高地家簡
裁に勤務する職員



4研究

10

禍寺号 名 称 目 的 実
０
■
■
■
■
■
Ｐ面場所 実；瓶時期 期間 人員 対象者

48 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携，協働に関する研
究を共同してさせる

ことにより，実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が
所属する
裁判所

29

～3． 3
7月 未定

書記官，家裁調査官
等

49 書記官実務研究

書記官実務における
諸問題について，体
系的かつ実証的な研

究をさせることによ
り ， 実務の改善及び
向上に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所

2， 4

～3． 3
1年 2 書記官

50．

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

同 上

（指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理論及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ
り , 調査実務能力の
向上に寄与させる｡

･ ■■●

研究員が
所属する
家庭裁判所

研究員が
所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

2． 7

～3． 3

2． 4

～3． 3

8月

1年

未定

6

(個人研究）
家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者
（共同研究）
家裁調査官

家庭裁判所調査官実
務研修を終了した者
及び平成29年度以
前の家庭裁判所調査
官応用研修を終了し
た者 ● ●

51

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関に つ

いての研究）

同 上

(心身の鑑別につ
いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）

関係機関における業
務の実際に関する研
究を行わせることに
より ， 調査実務能力
の向上に寄与させ
る 。

派遣先
関係機関
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

矯正研修所
及び

研究員が
所属する
家庭裁判所

法務総合研
究所及び
研究員が
所属する
家庭裁判所

2． 7

～3． 3

3． 2
～ 3

2． 5
～ 7

8月

1月

2月

未定

3

3

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官実
務研修を終了した者
及び平成29年度以
前の家庭裁判所調査
官応用研修を終了し
た者

家庭裁判所調査官実
務研修又は家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者



5委託研修

11

霜穿号 委託庁 名 称 人 員

52 人事院 行政研修（課長補佐級） 未定

53．

54

55

56

57

58

財務省

会計事務職員研修

● ●

会計事務職員契約管理研修

●

予算編成支援システム研修

e 血

｡ ●

予算担当職員初任者研修

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

59 国税庁

勺 ■

税務大学校本科特別研修
● 0 未定

60 総務省 情報システム統一研修 未定



一

第2養成

1裁判所書記官養成課程

2家庭裁判所調査官養成課程

12

番号 部 。 期 実力画時期等 期間 人員 対象者

61
第

一 一一 0

部

第 17 期

入所，第1期研修
実務修習
第2期研修
一
一

修了

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

月
月
木
月

Ｉ
く
ｌ
く

2． 4． 6

7．20

10. ･ .1

3． 3． 1

1年 231
第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

62 第
一

一 部

第16期
(2年生）

第17期
(1年生）

31． 4． 4(木) ： 入所

一

兀．

4． 9(火)～裁判事務修習
9． 2(月)～第1期研修

2． 4． 1(水） 一・ 第2期研修
7.20(月)～実務修習
10. 1(木)～第3期研修

3． 3. .1(月） 修了

2． 4． 6(月） 入所
4． 9(木)～裁判事務修習
10.16(金)～第1期研修

3． 4． 1(木)～第2期研修
7．下旬
10.上旬

ヘ
ヘ
実務修習
第3期研修

4. 3.25(金） 修了

2年

2年

68

78

第二部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

番号 期 実 寵時期等 期間 人員 対象者

63

ｐ
●

第 16 期

31． 4． 4(木） 入所

一

ﾌ巳．

4. 10(水)～実務修習（予修期）
5． 7(火)～前期合同研修
7.22(月)～実務修習

2， 9． 1(火)～後期合同研修
3． 3． 1(月） 修了

弓

●

2年 45

平成31年度採用の
家裁調査官補で,最
高裁が指名したもの

64 第 17 期

2． 4． 6(月） 入所
4. 10(金)～実務修習（予修期）
5． 7(木)～前期合同研修
7.20(月)～実務修習

3． 9． 中旬 一 後期合同研修
4.3.25（金） 修了

2年 48

● ●

令和2年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁力$指名したもの



令和2年度研修実施計画一覧表(令和元年度との比較表）

＊研修名の頭に付した記号は,◎は中央研修,○は高裁委嘱鐙は自庁研修を表す。

(2.1.22総研）

令和2年度
自
言
亭

令
駈 研修名等 実施時期 期間 人員

令和元年度

実施時期 期間 人員
備考

1 ◎首席書記官研究会 2.9.16(水)～9.17（木）
､

2 約30 元.9.18(水)～9.19(木） 2 30

2
◎首席家庭裁判所調
査官研究会

･第1回

第2回

2.9.3（木）～9.4(金）

2.11_17(火)～11618(水）

’
２
．
２

８
釦

元.9.5(木)～9.6(金）

元.11.19(火)～11.20(水）

2

2

8

50

－

3． ◎事務局長研究会 3.2.18(木)～2.19(金） 2 約20 2.2.20(木)～2.21(金） 2 約20

4

●

◎管理者研究会(組織運営)(※） 2.5.19(火)～5.21(木） 3
｡ ■

約60 元.5.21(火)～5.23(木） 3 60．
令和元年度は司研と－部合同
で実施

5
◎次席家庭裁判所調査官等研究
今
云

2.9.23(水)～9.25(金） 3 未定． 元.9.25(水)～9.27(金） 2.5 28 ★

6 ◎管理者研究会 2.4.13(月)～4.17(金） 5 約100 31.4.15(月)～4.19(金） 5 127

7 ◎研修計画協議会 3.1.7(木)～1.8(金） 2 25 2.1.9(木)～1.10(金) ･ 1.5 25 ★

8 ◎中間管理者研修I
D

回
一
回
回

１
２
３

第
一
第
第

2.10.13(火)～10.16(金）
一 夕 ＝ ÷

3.1-12(火)～1.]5(金）
FGや子守一 ●

● 叩

3.2.2(火)～2.5(金）

4

4

● b ■P－“ ÷ｮ ”

4

帥
一
・
釦
帥

約
一
約
一
約

元.10.15(火)～10.18(金）
三一一 一→ 一凸寺－－一 一

2.1.14(火)～1.】7(金）
0

2.2.4(火)〒2.7(金） ．

４
４
、
４

９
０
０

７
８
８

9 ◎中間管理者研修Ⅱ
回
回

１
２
第
第

2.10.27(火)～10．29(木）

2.12.8(火)～12.10(木）

b ←

３
，
３

､約80

約80

元.10.29(火)～10.31(木）

元.12.10(火)～12.12(木）

３
３

61
-- 一

59

10 ◎主任家庭裁判所調査官研修
◆ ●

2.6.23(火)～6.26(金） 4 未定 元.6.25(火)～6.28（金） 3.5 47 ★

11 ◎研修指導研究会

第1回
一

第2回

2.6.3(水)～6.5(金）

2.12.15(火)～12.17(木）

一

３
３

約40

約50

元.6.5(水)～6.7(金）

元12.17(火)～12.19(木）

３
３

８
４

３
．
４

12 ◎実務指導研究会

b

●

‐

事
事
事
年

民
一
刑
家
少

2.5.12(火)～5.13(水）

2.5.12(火)～5.13(水）

2.5.j4(*)～5.15(金）

2.5.14(木)～5.15(金）

２
２
’
２
２

０
０
５
－
⑨

４
４
３
２

約
約
一
約
一
約

元.5.14(火)～5.15(水）

１
１
ｌ

水
郡
金
金

く
・
く
Ｉ

５
↑
７
７

ニ
ロ
コ
ロ
■
｛
二
口
■
■
■
－
，
一
口
■
ロ
ロ
ニ

５
．
５
５

－
一
へ

ｊ

ｊ
ｊ

火
木
木

く

く
Ｉ

４

６
６

１

１
》
１

元
一
測
一
剛

５

２
’
２
２
２

41

35

36

22

13 ◎家事実務研究会(※） 2.11.4(水)～11.6(金） 3 約100 元.11.6(水)～11.8(金） 3 100
令和元年度は司研と宇部合同
で実施

14 ◎少年実務研究会(※） 2.9:9(水)～9.11(金） 3 約100 元.9.11(水)～9.13(金） 3 98
令和元年度は司研と一部合同
で実施

15 ◎民事実務研究会

第1回(※）
－ －■－

第2回

2.6.10(水)～6.11(木）

3.1.21(木)～1.22(金）

各2

約50
qー

約50

元.6.12(水)～6.13(*)

2.1.23体)～1.24(金）

各2
０
０
５
５

令和元年度は司研と一部合同
で実施
－ 印 ■±一一凸一P

､16 ◎刑事実務研究会(※） 2;11.18(水)～11.19(木） 2 約50
｡ ザ

元.11.21(木)～11.22(金） 2
け

50
令和元年度は司研と一部合同
で実施．

17 ◎家事特別研究会(※） 2.10.8(木)～10.9(金) 2 約50

● ●

元.10.10(木)～10.11(金） 1．5
●

50
令
★
和元年度は司研と合同で実施

18

◆

◎家庭裁判所調査官
特別研修

回
一
回
回

１
２
．
３

第
第
一
第

2.10.20(火)～10.23(金）

2.122(水)～12.4(金）

3.1,27(水)～1.29(金）

４
↑
３
３

０
０
０

４
４
４

約
約
一
約

元.10.29(火)～11.1(金）

元.12.4(水)～12.6(金）
ー

2.1.29(水)～1.31(金）

４
３
３

９
９
０

３
３
４

19 ◎家庭裁判所調査官応用研修 2.7.6（月）～7.10(金） 5 未定 元.7.8(月)～7.12(") 5 52

20 ◎速記官中央研修 2,7.1(水)～7.2(木） 2 約20 元.7.3(水)～7.4(木） 1,5 20 ★

21 ◎総括執行官研究会 2.7.7(火)～7.9(木） 3 未定
隔年で実施

令和元年度は実施なし

22 ◎執行官実務研究会 3.292(火)～2.4(木） 3 未定 2.2.4(火)～2.6(木）

｡ ■

3 19

23 ◎新任執行官研修 2‘5.26(火)～5.29(金） 4 未定 元.5.28(火)～5.31(金） 3.5 13 ★

24 ◎係長等(総務担当)研修 2.10.6(火)～10,8(木） 3 約50 元.10,1(火)～10.3(木） 3 52

25 ◎係長等(人事担当)研修 2.10.20(水）
、
へ 10｡22(金） 3 約70 元.10.23(水)～10.25(金） 3 71

26 ◎係長等(会計担当)研修 2.11.10(火)～11.13(金） 4 約60 元.11.12(火)～11.15(金）
● ｮ

4 59

27 ◎研修事務担当者研修 2.6.16(火)～6.18(木） 3 約40 元.6.18(火)～6.20(木） 3 39

28 ◎総合職採用職員初任研修 2.4.7．(火)～4.9（木） 3 未定
●

31.4.5(金)～4.9(火） 3 64

29 ◎情報セキュリティ研修 2.9.29(火)～9.30(水） 2 約60 元.10.8(火)～10.9(水） 1.5 66 ★

30 ◎情報処理研修
回
回

１
２
第
第

2.5.19(火)-5.21(木）

2.5.26(火)←5.28(木）

3
－

3

０
０
６
６
約
約

元.5.21(火)～5.23(木）

元.5.28(火)～5.30(木）

３
３

58

60



、

･備考欄に★がある研修については,令和2年度から期間の表記を端数を切り上げる形で改めた｡ただし， 日程そのものは令和元年度と変わらない。

令和2年度

愚号 研修名等 実施時期 期間 人員

令和元年度．

実施時期 期間 人員
備考

◎裁判事務支援シス
テム(少年事件部分）
導入研修

第1回

第2回

第4回

元.5.13(月)～5.14(火)‘
－

元.6.6(木)～6.7(金）

Ｊ
１
水
火
く
く
０
０
１
１
●
凸
７
９
－
へ
；
ｊ
伏
俔
９
９
●
●

７
９
●
■

一
元
一
元

２
２
２
２

４
４
６
４

５
６
４
４

31

◎裁判事務支援シス
テム(簡裁民事･支払
督促･高裁刑事･簡裁
刑事事件部分)導入
研修

第
１
回
第
２
回
第
３
回

罰薮刑事
箇鮫刑事

節駿民事

支払督促

高鍍刑事
簡裁刑事

薗薮民写

支払督促

商裁刑事
簡戴茄車

筋絞民事

支払督促

2.5.12(火)～5.13(水）
ー

2.5.13(水)～5.14(木）
－ー~↑･~ー－－

2.6.9(火)～6.10(水）

2.6.10(水)～6811(木）

2.9.1(火)～9.2(水）

2.9.2(水)～9.3(木）

２

２

ｚ
２
２
－
２

未定

｜
綻
維
》
縦
．
一
統
縦

、
、
、
、
、
、

32 ◎採用試験事務担当者研究会 2.5下旬 1 未定 元.5.29(水） 1 28

33 ◎CA研修実務試験
■

前期研修

実務研修

後期研修

2.6.25(木)～7.15（水）

2.7.17(金)～8.21(金）

2.8.24(月)～9.11(金）

七一

妬
一
羽
応

未定

元.6.26(水)～7.17(水）

1■■■■

う回． 7.19(金)～8.21(水）
－－今一一一

元.8.23(金)～9.12(木）

－

５
３
－
５

１
２
１

57

34
○次席家庭
実務研究会

裁判所調査官等
実施機関が適宜決定 1 未定 実施畿関が適宜決定 1 約70

35
■

○新任中間管理者研修 実施機関が適宜決定 5 未定 実施機関が適宜決定
ｰ

。 316

36 ○書記官ブラッシュアップ研修
了;1 ' ‘ら，貝妻での筋で毒施畷

熱か鰯宜扱定
5 未定

7月から9月までの間で実施機
関が適宜決定

10．5
■

274

37 ○家庭裁判所調査官実務研究会 実施機関が適宜決定 3
凸

未定 実施機関が適宜決定 3 約240

38 .○新任係長研修 実施機関が適宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3， 251

39 ○事務官専門研修 実施機関が適宜決定 2～3 未定 実施機関が適宜決定 1.5～3 未定 ★

40 ○ジャンプアップ研修 実施機関が適宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3 未定

41 ○事務官法律研修

通信研修

面接研修

実施機関が適宜決定．
やや 一 ÷ 一 一一一一

実施機関が適宜決定 ’
－

9～11

約250

実施機関が適宜決定

実施機関が適宜決定 ’ 9～11
272

42 ○新採用職員研修 実施機関が適宜決定 5 未定 実施機関が適宜決定 5 446

’

’
43 鐙ステップアップ研修

2月から3月までの間で実施機

関が適宜決定
3 未定

2月から3月までの間で実施機

関が適宜決定
3 未定

44 趣フォローアップセミナー

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定

● ●

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

約3 未定

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

約3 未定

－

4 5 ③フレッシュセミナー 採用初日及び2日目 2 未定 採用初日及び2日目 2 未定

46 紗高裁ブロック研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

47 魯自庁研修 実施機関が適宜決定 実施機関が適宜決定

48 合同実務研究 2.9～363 7月 未定 元.9～2.3 7月 7

49 書記官実務研究 2.4～3.3 1年 2 31.4～2.3 1年 2

50

家庭裁判所調査官実務研究
(個人及び共同研究）

同 上

(指定研究）

2.7～3.3

2.4～3．3

8月

1年

未定

6

元.7～2.3
s

31.4～2.3

8月

1年

2

6

人員欄は,研究の本数を記載

51

家庭裁判所調査官関係機関特別
研究(家事及び少年関係機関につ
いての研究）

同 上

(心身の鑑別についての研究）

同 上

(更生保護についての研究）

2.7～3.3

3.2～3

2.5～7

8月

1月

2月

.未定

3

3

元.7～2.3

2.2～3

元.5～7

8月

i月

2月

19

3

3

61 害記官養成課程第一部 第17期 2.4.6(月)～3.3,1(月） 1年 231 31.4.4(木)～2.3.2(月） 1年 202 令和元年度欄は第16期生

62 謹記官養成課程第二部

第16期
(2年生）

第17期

(1年生）

31.4.4(木)～3.3.1(月）

2.4.6(月)～4.3.25(金）

2年

2年

68

78

30.4-5(木)～2,3.2（月）

31.4.4(木)～3.3.1(月）

2年

2年

59

68

令和元年度欄は第15期生

令和元年度欄は第16期生

63 家裁調査官養成諜程第16期
■

31.4.4(木)～3.3.1(月） 2年 45 30.4.5(木)～2.3.2(月） 2年 39

a ●

令和元年度桐は第15期生

64 家裁調査官養成課程第17期 2,4.6(月)～4.3.25(金） 2年 48 31.4.4(木)～3.3.】(月） 2年 45 令和元年度欄は第16期生
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(注）□は中央研修,Dは高裁委嘱研修,Oは自庁研修,ロは研究,□は養成課程を表ず(養成の配置については階層や系統と関連したものではない)｡
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※このほか各分野における課題への取組の進展状況,喫緊の課題の発生等に応じて,裁判所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある。

首席家裁調査官研究会 首席蕃紀宮研究会 事務局長研究会
情
報
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ィ
研
修

次席家裁調査官等研究会
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家裁調査官応用研修


